
第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

1

子育て・

福祉・医

療

子育て環

境の充実

安心して

妊娠・出

産できる

環境づく

り

妊娠・出産に関

する正しい知識

の普及・啓発

健康課 308 308

妊娠・出産に関する正しい知識の普及・啓発を図る

とともに、妊娠初期から個々の状況に応じた適切な

支援を行います。

・母子健康手帳交付時に保

健師による面接を全数行

い、特に支援が必要なケー

スについては、保健師間で

の情報共有や支援内容の検

討を定期的に行った。

・必要に応じて医療機関や

関係課と連携し、継続的な

個別支援を実施した。

・妊娠・出産・育児に関す

る正しい知識の普及を図る

ため、ファミリー学級を実

施した。

・全ての妊婦に対して作成する

支援プランについて、内容や運

用方法の評価・改善により、妊

婦に対する適切な支援に繋げて

いく必要がある。

・妊娠出産の正しい知識を得る

場であり、かつ仲間づくりの場

であるファミリー学級のさらな

る参加者増に向け、効果的な周

知方法を検討する。

・妊婦面接時の情報収集とカンファレン

スを継続する。

・特に支援が必要な人をスクリーニング

するための判断基準を適宜見直し、適切

な個別支援に繋げる。

・経過観察妊産婦及び児に係る医療機

関・関係課との情報共有や連携を継続す

る。

・ファミリー学級について、市内産院で

の周知や経過観察妊婦に対する受講勧奨

を継続する。

2

子育て・

福祉・医

療

子育て環

境の充実

妊娠・出

産・子育

ての一貫

した支援

母子保健事業 健康課 27,290 27,290

妊婦・乳幼児健診や地区担当保健師を主とした相談

支援、ファミリー学級、思春期ふれあい体験などを

実施し、母性をはぐくみ乳幼児の健康の保持増進を

図ります。また、子育て世代包括支援センターを設

置し、妊婦及び乳幼児のいる家庭に切れ目のないき

め細かい支援を行うことによって、育児における孤

立感の減少・虐待の防止と早期発見を図ります。さ

らに、対象者の利便性向上（子育てワンストップ）

に努めます。

・妊婦及び乳幼児のいる家

庭の不安軽減や虐待防止の

観点から、妊婦・乳幼児の

各種健診や地区担当保健師

による個別支援を行った。

・コロナ禍のため、思春期

ふれあい体験は実施するこ

とができなかった。

・子育て世代包括支援セン

ター「たてっ子」におい

て、妊産婦に妊娠、子育て

に関する情報を提供した。

・妊娠・出産・育児と切れ目の

ないきめ細やかな支援を継続し

ていく。

・子育て世代包括支援センター

の運用について、妊婦および乳

幼児のいる家庭のニーズを把握

し、適切かつ利便性の高いサー

ビスの利用に結び付けていく必

要がある。

・未把握者ゼロを維持するために、未訪

問・健診未受診者への状況把握を行う。

・妊婦および乳幼児のいる家庭のニーズ

を把握し、適切なサービス利用に結び付

けていく。そのため、窓口対応の利便性

向上、育児における孤立感の減少・虐待

防止と早期発見等について関係各課で検

討し改善事項を共有できるように調整し

ていく。

3

子育て・

福祉・医

療

子育て環

境の充実

子育てし

やすい環

境づくり

の推進

子育て支援事業
こども

課
11,436 11,436

保護者が必要とする施設や事業等の情報提供ととも

に、病児・病後児保育事業を実施し、子育て支援を

推進します。

子育てコンシェルジュ

２人体制

相談実績；1,189件

・子育て相談他；210件

・保育所幼稚園；769件

・学童；　　　　173件

・一時預り；　　  37件

病児・病後児保育事業

（亀田病児・病後児保育室

　たてやま）

・市内利用者数210人

・市外利用者数1人

・保護者の仕事と子育ての両

立を支援するため、受け入れ

態勢を維持した。

・新型コロナウイルス感染症

による預け控えにより、利用

者数が減少した。

子育てコンシェルジュ

・子育てに関するサービスの

コーディネーターであることは

理解されるようになったが、市

民への認知度はまだ低い。

病児・病後児保育事業

・病児・病後児保育における利

用者の減少はあるが、体制を維

持することで、保護者のいざと

いう時の安心感につながってい

る。

子育てコンシェルジュ

・利用者支援員（子育てコンシェル

ジュ）の複数配置の継続を継続し、親

切、丁寧な相談を実施する。

病児・病後児保育事業

・一定のニーズがあり、利用者の減は新

型コロナウイルス感染症の影響による一

時的なものであることから、今後も必要

な体制を保持する。

事業
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計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

1



第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

4

子育て・

福祉・医

療

子育て環

境の充実

子育てし

やすい環

境づくり

の推進

保育園・こども

園における保育

サービスの充実

こども

課
311,176 311,176

多様化する保育ニーズに対応するため、延長保育や

土曜・休日保育、預かり保育の充実を図るととも

に、私立保育園に対する運営支援を行います。ま

た、在宅乳幼児等の保護者の子育て支援として「一

時預かり事業」の充実を図ります。

・延長保育や土曜保育、預

かり保育の充実や休日保育

の実施については、公立・

私立園ともに人的資源不足

から実現には至らなかった

ものの、平日の１１時間保

育等、基本的な保育サービ

スについては維持した。

・私立保育園に対し、運営

費補助を行った

・保育に欠ける児童の保育等の

実施により、保護者の仕事と子

育ての両立支援には貢献できて

いるが、時代の変化により更な

る付加サービスの実現につい

て、現状では困難な状況。

・個別対応が必要な園児の増加

による保育士の負担が増えてき

ている。

・保育士不足等により、産休等

に伴う代替保育士の確保が困

難。

・付加的なサービスの拡充は人的資源の

確保や私立施設の協力が欠かせないた

め、今後も実現に向けた検討を進めてい

く。

・民間の担い手の発掘などを含め、具体

的な検討を進める必要がある。

・引き続き、市内民間保育園に対する運

営費等の支援を実施。

5

子育て・

福祉・医

療

子育て環

境の充実

子育てし

やすい環

境づくり

の推進

幼児教育の充実
こども

課
29,554 29,554

北条幼稚園の幼稚園型認定こども園への移行につい

て検討するとともに、私立幼稚園及び私立保育園に

通う保護者に対する支援を行います。また、短時間

児について、公立こども園での3歳からの受け入れ

について検討します。

・個別施設計画を策定し、

その中で北条幼稚園の今後

の方向性を検討した。

・公立保育園と同額の保育

料で私立保育園へ通わせる

ことができるよう、私立保

育園へ市から運営費及び施

設型給付費を支出した。

・幼児教育無償化に伴い、

新制度に移行していない私

立幼稚園を利用する世帯に

対し、保育料等を助成。

・３歳からの短時間児の公

立こども園での受入れにつ

いては、待機児童対策を優

先した結果、実現には至っ

ていない。

・本件は市全体の幼児教育・保

育施設の在り方や配置を検討

し、その方向性に基づき事業を

推進することで効果が出るもの

のため、現段階では効果が出て

いない。

・少子化や幼稚園への就園率の

減少により、園児数が少ない幼

稚園では、集団による教育・保

育の提供が困難となっている。

・統廃合が必要と考えている

が、地域住民の心情等もあり、

慎重な対応が必要。

・小規模園については、「こども園化」

を含め、統廃合について検討する。

・私立幼稚園については、幼児の個々の

ニーズに応じた特色ある教育を支援す

る。

2
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6

子育て・

福祉・医

療

子育て環

境の充実

子育てし

やすい環

境づくり

の推進

「元気な広場」

運営事業

こども

課
19,200 19,200

子育て親子や世代間の交流、子育てに関する相談及

び情報提供を通じた不安解消を図るため、子育て支

援拠点「元気な広場」の運営及び「出張子育てひろ

ば」の実施を推進します。また、会員間の相互援助

活動を支援するファミリー・サポート・センター事

業を推進し、子育て支援ネットワークの拡充に努め

ます。

元気な広場

（292日開設/年）

・来場者数11,658人

・来場組数4,925組

・新規組数192組

出張ひろば

（船形、九重、房南；合計71

日開設/年）

・来場者数127人

・来場組数55組

・新規組数1組

館山市ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

・預り件数；71件

・会員；まかせて会員52人

　　　　おねがい会員432人

　　　　両方会員  　  29人

　　　　　　合計      513人

・新型コロナ禍による子育て家

庭の閉そく感や不安感が高まる

中、元気な広場は適切な感染症

対策を行い、安心して利用でき

る場であり続けた。

・新型コロナウイルス感染症の

影響により利用者数は伸び悩ん

だが、利用者からは多くの感謝

の声が聞かれ、子育て家庭の不

安解消に貢献できた。

・R3年度利用者満足度は96.5％

・「出張子育てひろば」におけ

る低い利用率の改善策が求めら

れる。

・ファミリー・サポート・セン

ター事業の登録会員の拡大。特

にまかせて会員の拡大が急務で

ある。

・今後も市民のニーズに沿った運営がで

きるよう継続していく。

・祝日や土曜日の開館についての検討。

・子育ての不安解消や軽減の度合いを深

めるよう取組み、利用者の満足度の上昇

を目指す。

・出張子育てひろばの開催について利用

者が増加するような取組等の検討。

・ファミリー・サポート・センター事業

の会員拡大に努めた取り組みの検討。

7

子育て・

福祉・医

療

子育て環

境の充実

子育てし

やすい環

境づくり

の推進

学童クラブ運営

事業

こども

課
95,017 95,017

小学校下校後に保護者が家庭にいない留守家庭児童

の健全育成と安全確保のため、公設化等による安定

的で質の高い学童クラブの運営に努めます。

・新型コロナ禍の中にあっ

ても、感染症対策をしっか

り行うことで、安定した受

入れを行なうことができク

ラスターの発生もなかっ

た。

・R3館山市放課後児童健全

育成事業補助金1,044,000円

・受け入れ環境を整え、安定し

た質の高い学童クラブの運営を

行った。

・良好な運営から利用者が増え

続けており、時期により一部、

高学年児童が利用できない状況

にある。

・個別対応が必要な児童の増加

により、支援員の負担が増えて

いる。

・夏休み長期休業に伴う利用数の増加に

対応するため、休業期間に限定し学童を

増設し、定員の拡充を行う。

・個別対応が必要な児童に対し、こども

課家庭児童係と連携を強化し、子ども家

庭支援員や家庭相談員の定期巡回などの

支援を行う。

8

子育て・

福祉・医

療

子育て環

境の充実

子育て家

庭への支

援の充実

子ども医療費給

付事業

社会福

祉課
88,268 88,268

中学校３年生までの通院医療費及び入院医療費の助

成を継続し、子育て家庭の経済的負担の軽減と子ど

もの保健の向上を図ります。

これまで、保護者の所得に

よる所得制限を設けていた

が、令和３年８月診療分よ

り、所得制限を廃止した。

・子育て家庭の経済的負担の軽

減と子どもの保健の向上を図れ

た。

引き続き事業実施の予定である。対象者

や対象年齢の拡大については、現制度下

では全額市負担となる状況であることか

ら検討が必要である。

9

子育て・

福祉・医

療

子育て環

境の充実

子育て家

庭への支

援の充実

ひとり親家庭支

援事業

社会福

祉課
188,987 188,987

ひとり親家庭の不安解消や経済的自立のため、医療

費の助成や児童扶養手当、高等職業訓練給付金の支

給を行うとともに、母子・父子自立支援員による相

談や助言を行います。

ひとり親家庭等に医療費の

助成、児童扶養手当、高等

職業訓練給付金、自立支援

給付金の支給を行った。

・仕事と子育ての両立

・母子家庭や父子家庭が経済的

な弱者となっており、経済的な

支援や自立のための技術習得な

どの支援を必要としている。

・ひとり親家庭の児童の貧困や

児童虐待、ネグレクトなどが出

現している。

引き続き事業実施の予定。ひとり親家庭

の経済的自立と児童の健全な育成を図る

ため、現在の経済的支援とともに、相談

体制の充実を図っていく。

3
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10

子育て・

福祉・医

療

子育て環

境の充実

子育て家

庭への支

援の充実

児童虐待防止

ネットワーク事

業

こども

課
6,986 6,986

要保護児童対策地域協議会を中心に、関係機関との

連携や情報の共有化に努め、児童虐待への対応や虐

待を未然に防止するためのネットワーク体制を強化

します。

心配される児童の見守りを

強化するため、令和4年1月

より支援対象児童等見守り

強化事業を開始した。

・虐待を未然に防ぐため、情報

共有化を含めた更なるネット

ワーク体制の強化が必要

・近年、児童虐待に関する関心の高まり

から、相談件数は増加傾向である。

・本市では、平成30年度より子ども家庭

支援員を１名増員し、組織の充実を図っ

ている。

・しかし、複雑・困難化するケースの増

加など、虐待対応件数は益々増加してお

り、児童虐待防止に向けた更なる対策を

推進していく必要がある。

11

子育て・

福祉・医

療

子育て環

境の充実

子育て環

境の整備

保育園・幼稚

園・こども園・

学童クラブの整

備及び安全対策

充実

こども

課／建

築施設

課

0 0

保育・教育環境の向上のため、老朽化した施設の整

備改修を行うとともに、北条地区及び那古地区のこ

ども園化を検討します。また、園児の安全を確保す

るため、食物アレルギー対策や「新しい生活様式」

に対応した安全・安心な体制を強化します。

・新型コロナウイルス感染

症対策として、コロナ対策

交付金を活用し、トイレの

洋式化やエアコンの設置を

進め、保育、教育環境の向

上を図った。

・集団規模が縮小している

那古幼稚園において預かり

保育の実施への道筋をつけ

ることで、津波浸水区域に

ある純真保育園の機能移転

を進めた。

・園長会議、調理担当者会

議、看護士会議等を通じて

共通認識を深めることで危

機管理の徹底を図った。

・災害や犯罪等から園児を守るた

め、関係団体等との連携・協力体

制の強化が必要。

・多様化するアレルギーについ

て、個別に適切な対応ができるよ

う対策が必要。

・コロナ対策交付金を活用して環

境整備を進め、園の衛生面や安

心・安全な環境が向上した。

・那古幼稚園における預かり保育

開始により、純真保育園の機能の

一部移転を進めることができた。

・園児数の減少を踏まえ、小規模園のこ

ども園化や統廃合、預かり保育の検討を

進める。

・子どもたちが通う保育園、幼稚園、こ

ども園の安全確保及び子育てに配慮した

生活環境の充実を図る。

・個別施設計画に定めた基本的な方針に

基づき施設の長寿命化に努める。

4



第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

12

高齢者

福祉課

／社会

福祉課

／健康

課

「地域包括ケア

システム」の構

築

高齢者を

支える地

域づくり

高齢者福

祉の充実

子育て・

福祉・医

療

（地域包括ケアシステムの構

築）

【高齢者福祉課】

・地域づくりフォーラムの開催

（web開催）、講演にかかる

DVD作成により、地域づくりに

関する機運醸成を図った。

・地区でのワークショップの開

催、地域ケア会議の開催や、関

係団体・保健推進員への研修の

実施により、地域課題の把握と

地域ネットワークの強化を図っ

た。

・コロナ禍の影響により、「い

きいきふれあいサロン」や「元

気が出る体操教室」を中断する

団体が多く、支援が難しかっ

た。

【健康課】

・地域を代表し、中心的な役割

を果たす人材の掘り起こし。

・介護予防に資する住民主体の

「通いの場」の立ち上げ機運の

醸成。

（まるごと支援の推進）

【社会福祉課】

・地域包括ケアシステムの構築

にあたって地域ごとの繋がりや

成り立ちから、同様の方法で協

議体が立ち上がらない。

・地域を代表し、中心的な役割

を果たす人材の掘り起こし。

・介護予防に資する住民主体の

「通いの場」の立ち上げ機運の

醸成と生活支援の担い手確保。

（地域包括ケアシステムの構築）

【高齢者福祉課】

・地域づくりに関する講演・勉強会や地

区でのワークショップを継続し、市民の

自主的な地域づくりを促し、市民が支え

合う組織の立上げ支援を行う。

・各サロンや民児協への出席、地域ケア

会議の開催により、地域課題の把握と地

域ネットワーク強化を図る。

・高齢者の通いの場であるサロンや体操

教室について、コロナ前の状況を取り戻

せるよう、再開に向けた支援、立上げ支

援を行う。

【健康課】

・保健部門からのアプローチとして、関

係機関と連携し、「通いの場」への支援

を継続する。

（まるごと支援の推進）

【社会福祉課】

・住民主体の地域での話し合いの場をつ

くり上げるために、地域ごとのワーク

ショップを開催。

・そこから住民から選ばれる「支え合い

相談員」を掘り起こし、「支え合い相談

員」を補佐する住民の集まりである「支

え合い会議」を立ち上げる。

・併せて地域の「支え合い会議」と専門

機関とのネットワーク化を進め、自然災

害時における助け合いや日常生活におけ

る移動手段の確保など、「自助」「互

助」の地域活動と「共助」・「公助」に

よる、地域共生社会の実現を図る。

【高齢者福祉課】

・地域づくり推進事業

・生活支援体制整備事業

・介護予防・地域づくり研

修の実施（保健推進員）

【健康課】

・保健師が地域における保

健部門の担当として、「通

いの場」に出向き、介護予

防の健康教育や健康相談を

実施した。

「地域共生社会」の実現に向けて、全ての市民が住

み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、医療・介

護・予防・住まい・生活支援などが一体的に提供さ

れる「地域包括ケアシステム」を構築します。ま

た、多様な主体との連携により、利用者の視点に

立った保健・医療・福祉に関するワンストップ総合

相談体制を整備するほか、在宅医療・介護の連携や

認知症対策、生活支援サービス、地域ケア会議など

による“まるごと支援”を推進します。

5,742 5,742

5



第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

13

子育て・

福祉・医

療

高齢者福

祉の充実

高齢者を

支える地

域づくり

地域で高齢者を

支える体制づく

り事業

高齢者

福祉課
22,794 22,794

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活するため、

配食サービスや家族介護用品支給事業を実施すると

ともに、高齢者を介護している家族のための「介護

家族のつどい」や認知症の高齢者を理解するための

「認知症サポーター養成講座」を開催します。ま

た、一番身近な介護の現場の声を聴き、事業に反映

します。

・認知症初期集中支援推進

事業業務委託　（3,776千

円）

・認知症家族介護支援事業

委託（24千円）

・認知症ケアパスの作成

・配食サービス事業の実施

・家族介護用品支給

【事業の効果】

・認知症初期集中支援チームに

業務を委託し、初期認知症患者

について専門的な支援活動を

行った。

・配食サービスの実施により、

安否確認及び栄養状態の向上に

つながった。

・家族介護用品の支給により、

在宅で介護する家族の負担が軽

減した。

【事業の課題】

コロナ禍により、「介護家族会

のつどい」、「認知症サポー

ター養成講座」の開催が叶わな

かった。

認知症初期集中チームの認知度

を向上させること。

●配食サービス事業

調理が困難で、周囲からも食事の提供が受けら

れない要支援高齢者を対象に、昼食を提供しな

がら安否確認を行う。

●家族介護慰労金支給事業

　要介護4・5の高齢者で、1年間に介護保険サー

ビスを使わずに在宅介護している低所得世帯の

家族に年間10万円支給

●介護用品支給事業

　要介護4・5及び要介護3（給付要件あり）で、

低所得世帯の高齢者に紙おむつなどの介護用品

を給付

　≪限度額≫要介護4・5は10万円、要介護3（給

付要件あり）は6万円

●認知症高齢者支援事業

　介護家族のピアカウンセリングのための「介

護家族会のつどい」の開催。認知症に対する理

解を深めるための「認知症サポーター養成講

座」の開催。

・認知症初期集中支援チームの設置

・認知症地域支援推進員の養成・配置

・認知症ケアパスの利用促進

14

子育て・

福祉・医

療

高齢者福

祉の充実

高齢者を

支える地

域づくり

地域で高齢者を

支える体制づく

り事業

（地域包括支援

センター事業）

高齢者

福祉課
78,558 78,558

高齢者の総合的な相談窓口として、介護予防や権利

擁護事業等を行う地域包括支援センターの体制強化

を図ります。また、公正・中立的な立場から、地域

包括支援センター運営協議会による地域包括支援セ

ンターの運営を支援します。

・地域包括支援センター運

営委託

・地域包括支援センター運

営協議会の開催

・介護予防勉強会の開催

【事業の効果】

・地域において、高齢者の困り

ごとに関する相談体制が確保さ

れる。

・関係機関と情報共有、連携を

行うことにより、きめ細やかで

包括的な対応、適切なコーディ

ネートが可能となる。

・相談者や関係機関、民生委員

など地域の関係者などをつなぐ

ネットワークの中核となる。

【課題】

・情報発信の強化

・地域ネットワークの機能強化

●地域包括支援センターが行う地域づく

りの活動を積極的に情報発信するととも

に、地域包括支援センターの業務や機能

について、さらなる周知を図り、地域福

祉の向上に繋げる。

●地域の組織、関係者、関係機関、関係

者と積極的に関わりを持ち、市との連携

を強化することにより、さらなる問題解

決力の向上、地域ネットワークの中核と

しての機能強化を図る。

15

子育て・

福祉・医

療

高齢者福

祉の充実

高齢者を

支える地

域づくり

社会参画・生き

がい活動の促進

事業

高齢者

福祉課
10,537 10,537

高齢者の就労や社会参画、生きがいづくりを促進す

るため、シルバー人材センター・老人クラブ・「通

いの場」（ふれあいいきいきサロン）への助成など

社会福祉協議会の活動を支援します。

・敬老祝金を支給

・シルバー人材センターに

補助金を交付

・社会福祉協議会に地域福

祉事業活動費補助金を交付

・老人クラブ補助金を交付

・敬老祝金を28名に支給した。

・シルバー人材センターの受注

件数は、R2～R3年度は新型コ

ロナの影響により減少した。

・老人クラブのクラブ数、会員

共に減少に歯止めがかからな

い。

・社会福祉協議会のサロンにつ

いては、新型コロナウイルスの

影響により活発な活動ができな

かった。

高齢者の就労や社会参画、生きがいづく

り促進のため、シルバー人材センター等

への支援を行う。

6



第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

16

子育て・

福祉・医

療

高齢者福

祉の充実

高齢者を

支える地

域づくり

高齢者見守り事

業

高齢者

福祉課
10 10

高齢者が安心して住み慣れた地域での生活を継続で

きるように、関係団体等による「館山市高齢者見守

りネット」の拡充を図ります。

・新規の高齢者見守り協定

の締結や、高齢者見守り

ネット報告会は新型コロナ

ウイルスの影響により実施

できなかった。

・高齢者見守りネット協力

団体による見守りが行われ

た。

・金融機関、郵便局をはじめ協

力団体が、さり気ない見守りを

行なっていただいている。通報

により保護、入院、家への帰

宅、サービスの利用に繋げるこ

とができた。

・新たな見守りの目が必要であ

り、地域へのアピールも必要で

ある。

●高齢者見守り事業

関係団体等による高齢者見守りネット

ワークの構築を行う。地域の民生委員、

町内会、社会福祉協議会の地域ボラン

ティア、警察署、新聞販売店等の関係機

関と行政・社会福祉協議会によるネット

ワークを構築している。地域包括支援セ

ンターは、関係機関からの情報提供や通

報により、高齢者の支援や介護サービス

利用へつなげる。

17

子育て・

福祉・医

療

高齢者福

祉の充実

高齢者の

生活支援

館山市高齢者保

健福祉計画の推

進

高齢者

福祉課
0 0

『館山市高齢者保健福祉計画』に基づき、介護保険

給付の円滑な実施と、高齢者のニーズに沿った福祉

施策を推進します。

・高齢者保健福祉計画で位

置づけた施策・事業の進捗

管理を行った。

・高齢者の増加に伴う要介護認

定者の増加

・介護（予防）給付費の増加

・介護保険料の上昇

・第８期高齢者保健福祉計画に沿った事

業の実施・進捗管理

・第９期高齢者保健福祉計画の策定

18

子育て・

福祉・医

療

高齢者福

祉の充実

高齢者の

生活支援

高齢者の権利擁

護事業

高齢者

福祉課
4,491 4,491

高齢者の生命を守り、尊厳をもって、その人らしく

自立した生活が継続できるように、権利を擁護する

ための虐待防止や成年後見制度などの各種支援を行

います。

・高齢者虐待ネットワーク

会議を開催した。

・また、職員が高齢者虐待

防止対策研修等に参加し、

高齢者虐待に関する対応力

の強化を図った。

・市長申立による成年後見

申請をして、高齢者の権利

擁護を図った。

・安房3市1町で立ち上げた

「安房地域権利擁護推進セ

ンター」により権利擁護の

充実を図った。

・高齢者虐待について、虐待を

受けている高齢者及び擁護者の

支援をすることができた。

・市長申立により、高齢者に後

見人を立てることができた。

・成年後見の報酬助成を行っ

た。これにより成年後見制度の

利用促進に繋がった。

・高齢化に伴い、後見人が必要

となる高齢者が増加するが、後

見人となる人材の不足が生じ始

めている。

●高齢者の生命を守り、権利を擁護すること

により、高齢者の尊厳を守るための各種支援

を行う。

【高齢者虐待防止事業】

高齢者虐待の防止及び早期発見に努め，高齢

者の権利を擁護する。

・高齢者虐待に関する啓発（パンフレットの

配布，広報等による市民への周知活動）

・高齢者と接する機会のある関係機関による

情報収集及び見守りの強化（高齢者虐待防止

ネットワーク会議開催）

【成年後見制度利用支援事業】

成年後見制度利用助成事業の活用及び、市長

申立により成年後見制度が利用できるよう支

援する。また、安房権利擁護支援センターの

周知を図り、市民の誰でもが、後見制度の相

談、利用ができるようにする。

19

子育て・

福祉・医

療

高齢者福

祉の充実

高齢者の

生活支援

安定した介護保

険制度の運営

高齢者

福祉課
5,898,376 5,898,376

適切な要介護（要支援）認定に努めるとともに、ケ

アプラン点検や介護事業所への指導強化により、介

護給付費の適正化を図り、介護保険制度の安定的な

運営に努めます。

・介護給付の適正化を図る

ため、「要介護認定の適正

化」「介護給付費の通知」

「ケアプラン点検」を実施

した。

・介護保険被保険者に対し

て適切な介護サービスの提

供が行われるよう、介護事

業所への集団指導及び実地

指導を実施した。

・総合事業の円滑な運営。

・要介護認定者の増加の中、介

護給付費の抑制を図ること。

・介護給付適正化主要５事業の

実施のための体制づくり

・介護人材の確保、総合事業の今後の展

開等、高齢者保健福祉施策を一体的にと

らえ、長期的な施策の検討を行う。

7



第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

20

子育て・

福祉・医

療

高齢者福

祉の充実

高齢者の

生活支援

老人ホーム入所

措置事業

高齢者

福祉課
104,151 104,151

家庭の事情等により、在宅で養護を受けることが困

難な高齢者を救済するため、養護老人ホーム等に入

所措置します。

・家庭の諸事情及び経済的

な事情により、在宅で養護

を受けることが困難な高齢

者の養護老人ホームへの措

置入所を行った。

・養護老人ホームへの入所によ

り、安心して生活することがで

きている。

・高齢化に伴い、在宅で養護を

受けることが困難な高齢者が増

加している。

●家庭の事情などで在宅で養護を受ける

ことが困難な高齢者を、養護老人ホーム

へ入所措置をする。

【養護老人ホームへの措置】

・65歳以上の者であって、環境上の理由

及び経済的理由により居宅において養護

を受けることが困難なものを措置

【特別養護老人ホームへの措置】

・65歳以上の者であって、身体上又は精

神上著しい障害があるため常時の介護を

必要とし、かつ、居宅においてこれを受

けることが困難な者が、やむを得ない理

由により介護老人福祉施設に入所するこ

とが著しく困難であると認める場合に措

置実施

21

●日常生活用具給付等事業

・在宅の要援護老人、一人暮らし高齢者等に

対し、日常生活用具を給付又は貸与する。

①ＩＨ調理器⇒心身機能の低下に伴い防火等

の配慮が必要な低所得の一人暮らし高齢者等

②火災警報器⇒低所得の寝たきり高齢者等

③自動消火器⇒低所得の寝たきり高齢者等

④緊急通報装置⇒一人暮らし高齢者等

●軽度生活援助事業

・在宅の高齢者に対し、軽易な日常生活上の

援助の費用の一部を助成する。①家回りの草

取り　②家回りの生垣，庭木等の手入れ　③

家屋，備品等の軽微な修繕等　④視覚に障害

のある者に対する朗読及び代筆

●福祉カー貸付事業

・高齢者や身体障害者の外出や移動を支援す

るために、車椅子に対応した福祉カーを貸し

付ける。

≪利用対象者≫①心身障害者（児）及び高齢

者並びにその家族　②社会福祉団体及び社会

福祉法人　③社会福祉ボランティア　④その

他市長が適当と認める者

≪費用負担≫　貸付料無料。ただし、使用し

た燃料費は利用者負担　上記事業について、

広報等によりＰＲに努める。

・緊急通報装置：12件（新規件

数）

・軽度生活援助：37件（年間件

数）

・福祉カーの貸し出し：93件

（年間件数）

・事業の周知が課題

・日常生活に支障のある高

齢者等を対象として、緊急

通報装置をはじめとする日

常生活用具の給付・貸与を

行った。

・草刈り、剪定など軽度生

活援助を実施した。

・高齢者や障害者の家族に

対し、車椅子に座ったまま

車に乗れる軽自動車（福祉

カー）の貸し出しを行っ

た。

高齢者が住み慣れた地域で在宅生活を継続できるよ

うに、緊急通報装置等の日常生活用具の給付・貸与

や家回りの草取り等の軽度生活援助、福祉カーの貸

付を行います。

1,1081,108
高齢者

福祉課

在宅福祉サービ

ス事業

高齢者の

生活支援

高齢者福

祉の充実

子育て・

福祉・医

療

8



第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

22

子育て・

福祉・医

療

障害者福

祉の充実

障害福祉

サービス

の充実

館山市障害者計

画の推進

社会福

祉課
0 0

『第５次館山市障害者計画』に基づき、障害のある

人もない人も、共に住み慣れた地域でいきいきと、

安心して暮らせるまちづくりを目指します。

・第６期館山市障害者福祉

計画及び第２期障害児福祉

計画に基づき事業展開し

た。また、令和２年度末に

おいての障害福祉計画の達

成状況を評価分析し現計画

の実施に生かした。

・財政面の確保

・地域に相談支援事業所など社

会資源が少ない

・第５次障害者計画（計画期間：平成３

０年度～令和５年度）の点検・評価

（PDCAサイクルの実施）

・「障害者基本計画」…障害者の状況等

を踏まえ、障害者のための施策に関する

基本的な計画の遂行

計画期間：平成３０年度～令和５年度

・「障害者福祉計画」「障害児福祉計

画」…自立支援給付・地域生活支援事業

の事業量や確保策を策定

計画期間：第５次障害福祉計画、第１次

障害児福祉計画（平成３０年度～令和２

年度）の遂行

計画期間：第６次障害福祉計画、第２次

障害児福祉計画（令和３年度～令和５年

度）の策定

23

子育て・

福祉・医

療

障害者福

祉の充実

障害福祉

サービス

の充実

障害者支援に関

する事業

社会福

祉課
1,263,622 1,263,622

『障害者総合支援法』に基づき、障害の状態に応じ

た各種福祉サービスの給付を行います。また、心身

障害者（児）医療費の給付を行います。さらに、居

宅や施設において、食事や入浴などの介護や日常生

活上の支援を提供することにより、障害者等の生活

の安定と自立支援を図ります。

・障害者総合支援法に基づ

き介護給付、自立支援医療

給付等を行った。また、地

域生活支援事業として、訪

問入浴、移動支援、意思疎

通支援、日常生活用具、配

食サービス等を実施し、障

害者等の生活の安定と自立

を図った。

・財政面の確保

・地域に相談支援事業所など社

会資源が少ない

・障害者総合支援法に基づく障害福祉

サービス事業の適正かつ安定的な運用を

図る

　（介護給付・訓練等給付・自立支援医

療・補装具）

・地域で生活する障害者のニーズを踏ま

え、地域の実情に応じた事業を効率的・

効果的に行う

　地域生活支援事業（訪問入浴・移動支

援・意思疎通支援・日中一時支援・日常

生活用具・地域活動支援センター・配食

サービス）

・障害者の医療費負担の軽減を図り、心

身障害者の生活の安定と福祉の増進を図

る

・各種障害福祉サービス等制度を周知す

るための情報提供の体制や相談支援体制

の充実を図る。

9



第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

24

子育て・

福祉・医

療

障害者福

祉の充実

障害福祉

サービス

の充実

障害児支援に関

する事業

社会福

祉課
153,768 153,768

『児童福祉法』に基づき、障害児通所等給付事業を

行います。また、障害児を養育する保護者の子育て

支援や経済的負担を軽減するため、放課後デイサー

ビスの利用助成等を行います。さらに、心身障害児

の特性に応じた適切な指導や相談を行い、社会性や

知育の向上を支援するため、簡易マザーズホーム*

を運営します。

・障害児通所等給付事業を

行い、また、放課後デイ

サービスの利用助成を行っ

た。

引き続き簡易マザーズホー

ムを運営し心身障害児の特

性に応じた指導や相談を実

施し、保育園、幼稚園、こ

ども園とも連携をとり対応

した。

・財政面の確保

・地域に相談支援事業所など社

会資源が少ない

・障害児通所等給付事業の適正かつ安定

的な運用を図る。

（児童発達支援・放課後デイ・保育等訪

問支援等）

・心身障害児の特性に応じ適切な指導や

相談を行い，その育成を助長する

・障害児を養育する保護者の子育ての支

援や経済的負担を軽減する。

（放課後デイ利用助成・難聴児補聴器購

入）

・児童発達支援センターの設置について

検討する。

25

子育て・

福祉・医

療

障害者福

祉の充実

障害者の

社会参加

促進

地域生活のため

の支援事業

社会福

祉課
56,757 56,757

障害者の社会参加の促進、福祉の増進や権利の尊厳

を守るため、障害者団体に対する支援、福祉タク

シーの利用助成による障害者の外出支援、各種福祉

手当の支給、障害者の権利擁護に関する取組を行い

ます。

・福祉タクシーの利用助

成、障害者の移動支援、成

年後見制度利用支援事業等

を実施し、館山市身体障害

者福祉会をはじめとする障

害者支援団体に補助金等を

交付した。

・財政面の確保

・地域に相談支援事業所など社

会資源が少ない

・各種障害者団体への補助

・外出支援（福祉タクシー）

・ＧＨの運営補助・家賃助成

・各種福祉手当の支給

・自立支援協議会の運営

・障害者虐待対応の窓口等となる「障害

者虐待防止センター」において障害者に

対する保護及び自立の支援のための措

置、養護者に対する支援のための措置等

を行う。

・不当な差別的取扱いの禁止・合理的配

慮など市民への周知。対応要領や地域協

議会設置の検討などを行い、障害者の権

利の尊重と差別のない社会づくりを推進

する。

26

子育て・

福祉・医

療

低所得者

福祉の充

実

低所得者

福祉の充

実

生活困窮者自立

支援事業

社会福

祉課
17,370 17,370

生活保護の受給に至らない生活困窮者に対する相談

支援や住宅確保給付金の支給を行うとともに、支援

内容の拡充を検討します。

・生活保護まで至らない生

活困窮にある者の相談・支

援窓口機能を果たしてい

る。また、真に生活保護が

必要な者への助言（つな

ぎ）の場となっている。

・社会福祉協議会における事業

の周知

・生活困窮者自立支援法に基づく相談事

業、就労準備支援事業、家計改善支援事

業の実施。

27

子育て・

福祉・医

療

低所得者

福祉の充

実

低所得者

福祉の充

実

生活保護事業
社会福

祉課
1,107,858 1,107,858

生活困窮者に対し、状況に応じた扶助を行い、最低

限度の生活を保障するとともに、自立に向けた支援

を行います。

・最低限度の生活の保障及

び自立の促進が図られた。
・特になし

・生活保護法に基づく要保護者に対する

援助。（相談、保護の決定、各種扶助費

の支給、就労支援等。）

10



第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業
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節名 施策名

資料2-3

28

子育て・

福祉・医

療

地域福祉

の推進

地域福祉

の推進

地域福祉に関す

る事業

社会福

祉課
24,526 24,526

地域福祉推進の重要な拠点となる社会福祉協議会の

活動支援と安定運営に向けた支援を行います。
・補助金の交付

・社会福祉協議会における事業

の周知

・地域福祉の拠点となる社会福祉協議会

の安定運営。

・小域福祉圏活動及びボランティア活動

の補助をおこない、地域福祉の推進を図

る。

29

子育て・

福祉・医

療

地域福祉

の推進

地域福祉

の推進

館山市地域福祉

計画の策定

社会福

祉課
0 0

地域福祉の推進に取り組むための総括的な計画とし

て『地域福祉計画』を策定し、推進します。

・令和４年度，令和５年度

にかけて館山市地域福祉計

画を策定し令和６年度より

公表する。

・地域福祉計画を策定するにあ

たり，各地域で住民座談会を開

催予定であるが，地域のニーズ

を把握するとともに，自助，共

助，公助の理解を深め，館山市

の福祉の方向性を住民と共有す

ることができる。

・地域福祉計画策定委員会，策定検討部

会の運営。

30

子育て・

福祉・医

療

地域福祉

の推進

地域福祉

の推進
自殺対策の推進

社会福

祉課
0 0

『自殺対策計画』に基づき、生きることへの包括的

な支援を進めるとともに、関連施策と連携した対策

など、自殺対策を推進します。

・「自殺対策計画」につい

ては、「地域福祉計画」の

中に含めることとし、策定

に向けては、自殺対策強化

交付金の活用をすることに

した。

・自殺対策計画が策定できてい

ないこと。

・自殺対策計画は、令和２年度中の完成

を予定しているため、総合計画において

は「自殺対策の推進」として、自殺対策

計画を基にＰＤＣＡサイクルの実施な

ど、事業の推進を図る。

31

子育て・

福祉・医

療

保健・医

療体制の

充実

医療体制

の充実

救急医療体制の

確保
健康課 162,860 162,860

安房郡市広域市町村圏事務組合に対し、救急医療に

関する費用を負担し、休日や夜間の医療体制の充実

を図ります。また、小児救急医療体制の実現や看護

師確保に向けた取組の働きかけを行います。

・安房郡市広域市町村圏事

務組合が実施する休日及び

夜間における救急急病の診

療事業に係る経費を負担し

た。

・太陽会が実施する救急医

療事業の運営に要する経費

の一部を補助した。

・看護師等の医療資源の安

定的な確保を図るため、養

成機関に適切な支援を行っ

た。

・市民ニーズの高い小児救急医

療体制の確保や看護師等の医療

資源確保による地域医療の安定

化など、安全・安心のまちづく

り。

・救急医療については，安房郡市広域市

町村圏事務組合の共同処理事務である病

院群輪番制病院運営事業，在宅当番医制

事業，夜間急病診療事業に係る負担金の

支出や、市内の医療機関が行う救急医療

事業の運営に要する経費の一部を補助

し、休日や夜間における医療体制の維

持・確保を図る。

・市民ニーズの高い小児救急を含む小児

医療体制の確保について、機会を捉えて

市内の医療機関等に働きかける。

安定的な救急医療体制の確保を図るた

め、看護師等の養成・確保に資する取組

を継続的に行っていく。

32

子育て・

福祉・医

療

保健・医

療体制の

充実

医療体制

の充実

看護師等修学資

金貸付制度
健康課 10,568 10,568

看護師等養成施設に在学している看護師志望者に対

し、修学資金の貸付を行い、市内をはじめ、安房地

域での看護師の確保を図ります。

・入学時期に合わせて市広

報に制度の概要を掲載し

た。

・猶予と返還免除者（安房郡市

内に看護師として勤務者）の増

加に伴い、貸付原資の確保が必

要。

・債権の管理。

・貸付利用要件・貸付金額（上限額）・

返還免除要件など制度そのものの見直し

等により、より効果的な原資の活用方法

を検討していく。

11



第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

33

子育て・

福祉・医

療

保健・医

療体制の

充実

医療体制

の充実

かかりつけ医の

普及・定着
健康課 0 0

かかりつけ医をもつことの重要性を広く周知し、そ

の普及・定着に努めます。

・家庭訪問や健康相談の際

に、かかりつけ医を持つこ

との重要性を説明し、適正

な医療へ繋ぐ支援を行っ

た。

・個々により受療状況が異なる

ため、個別対応が中心であり集

団への働きかけが難しい。

・目標設定、効果判定が難し

い。

・家庭訪問や健康相談場の場で、個別の

状況を確認しながら、周知に努めてい

く。

34

子育て・

福祉・医

療

保健・医

療体制の

充実

医療保険

制度の健

全な運営

国民健康保険運

営事業
市民課 6,008,323 6,008,323

被保険者の疾病などに対して必要な給付を行うた

め、国民健康保険制度の円滑で安定的な運営に努め

ます。

・国民健康保険被保険者の

疾病、負傷、出産、死亡に

対する必要な給付を行っ

た。

・被保険者に必要な給付を行う

ことができた。

・今後見込まれる国民健康保険

被保険者数の減少や保険税収入

の減少、被保険者の高齢化によ

る医療費の増加に対応する必要

がある。

・平成30年度から国民健康保険の財政運

営の主体が千葉県に移行した。千葉県と

協力して事業運営を行う。

35

子育て・

福祉・医

療

保健・医

療体制の

充実

医療保険

制度の健

全な運営

後期高齢者医療

運営事業
市民課 1,485,900 1,485,900

高齢者に対する医療の確保と適切な保険給付を行う

ため、後期高齢者医療制度の円滑で安定的な運営に

努めます。

・保険者である後期高齢者

医療広域連合を通じて、後

期高齢者医療制度加入者の

疾病・負傷・死亡に対する

必要な給付を行った。

・高齢化に伴う被保険者数の増

加、医療費の増加に対応する必

要がある。

・令和２年度より開始した保健事業と介

護予防の一体的実施推進事業により，高

齢者の健康保持・増進に努めていく。

36

子育て・

福祉・医

療

保健・医

療体制の

充実

医療保険

制度の健

全な運営

短期人間ドック

助成事業
市民課 5,040 5,040

満４０歳以上の国民健康保険被保険者や後期高齢者

医療被保険者を対象に、短期人間ドックの費用助成

を行います。

・国民健康保険、後期高齢

者医療それぞれにおける本

事業の対象者のうち、申請

者に対し、受診費用の７割

（上限額２万円）を助成し

た。

【国保】

　200件　4,000,000円

【後期】

　  52件　1,040,000円

・総合検診や本事業により、健

診の受診率の向上が望まれる。

・助成事業を継続し、より利用しやすい

制度を検討していく。

37

子育て・

福祉・医

療

健康づく

りの推進

コミュニ

ティ医療

の充実

コミュニティ医

療推進事業
健康課 866 866

医療・介護・福祉関係者と行政・市民が一体とな

り、近隣市町などとの連携を深めながら、情報共有

や人材確保を含めた医療資源の充実に取り組み、高

齢化社会に対応した体制を構築します。また、「た

てやま健幸ポイント事業」の実施により、市民の健

康に対する関心を高め、健康的な生活習慣のきっか

けづくりや維持・定着を目指します。

・新型コロナワクチン接種

に関する健康プロモーショ

ンを実施した。また、ワク

チンの取り扱いについて医

療機関向けの講演会を実施

し、円滑なワクチン接種の

推進を図った。

・たてやま健幸ポイント事

業を継続して実施した。

・地域の課題が多岐に渡ってお

り、庁内及び様々な関係者との

さらなる連携が必要である。

・健康・福祉・医療の各分野に係る市民

ニーズの把握や課題の抽出・把握に努め

る。また、市民を含む様々な関係者との

連携により、各種事業の実施を図る。

・もって、市民の自らの健康に対する意

識の向上を図るとともに、市民の健康寿

命の延伸につなげる。
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

38

子育て・

福祉・医

療

健康づく

りの推進

保健活動

の推進
健康増進事業 健康課 500 500

健康手帳の交付や健康教育、健康相談、機能訓練、

訪問指導を実施し、生活習慣病の予防・健康増進に

関する正しい知識の普及を図ります。また、健康状

態をセルフチェックする「健幸サロン事業」を実施

し、普段から健康を意識した生活の定着を目指しま

す。

・健診後の結果説明会や家

庭訪問により、生活習慣病

予防のための保健指導を実

施した。

・結果説明会の未利用者や

拒否者に対しては電話連絡

をし、健康状態の確認と保

健指導を行った。

・定例の「健幸サロン事

業」に加え、出張版のサロ

ンを実施し、より多くの市

民に対して、健康増進の

きっかけ作りができた。

・コロナ禍のため、中止が続い

ている健康教育や健康相談につ

いて、再開に向けて実施方法を

検討する。

・健幸サロン事業は定着してお

り、健康づくりの気づきの場に

なっているが、利用者の固定化

が見られ、新規利用者の開拓が

必要。

・特定健診及び後期高齢者健診で抽出し

たリスクのある対象者に、ハイリスクア

プローチとして保健指導を実施するとと

もに、広く市民に対して正しい知識の普

及を図るポピュレーションアプローチを

実施していく。

・地域の健康課題をテーマに取り上げ、

周知方法等に工夫を凝らしながら、実施

していく。

39

子育て・

福祉・医

療

健康づく

りの推進

保健活動

の推進

地域ぐるみ健康

づくり支援事業
健康課 1,942 1,942

保健推進員による母子保健、健康増進、生活改善な

どに関する調査・相談を推進するとともに、地域の

自主健康づくり団体を支援します。

・保健推進員による赤ちゃ

ん訪問を実施した。

・保健推進員を対象に、生

活習慣病予防や地域で取り

組む介護予防について研修

会を実施した。

・コロナ禍のため、中止になる

事業が多く、保健推進員として

の活動が制限されている。

・保健推進員は区長推薦だが、

人選に苦慮している。「自分た

ちの地区の健康づくり」という

意識を持ってもらうことが必

要。

・新任の保健推進員と地区担当保健師が

密に連絡をとりながら、保健事業推進を

図る。

・保健推進員の活動内容の周知、区長な

ど地区の中核となる人との連携を進め

る。

40

子育て・

福祉・医

療

健康づく

りの推進

保健活動

の推進

保健事業と介護

予防の一体的実

施の推進

健康課 71 71

高齢者の健康の保持・増進のために健診結果やレセ

プトデータなどを分析することにより、地域の健康

課題を抽出・把握し、その解消に向けて保健事業と

介護予防を一体的に実施することにより、健康寿命

の延伸を図ります。

・健診結果やレセプトデー

タ等から対象者を抽出し、

個別面接や家庭訪問を実施

し、生活習慣病予防及び介

護予防の観点から保健指導

を実施した。

・「通いの場」に出向き、

フレイル予防のための健康

教育や健康相談を実施し

た。

・保健指導の結果、介護リスク

がある人に対し、関係機関につ

なげることができている。

・地域の医療関係団体をはじめ

とする各種団体との連携を図る

ことが必要。

・高齢者の健康の保持・増進を図り、健

康寿命の延伸につなげるため、各種デー

タ等の分析により、地域の健康課題を抽

出・把握し、その解消に向けて、保健事

業と介護予防を一体的に実施する。

・保健師等が地域の「通いの場」を訪問

し、「フレイル」の予防や生活習慣病等

の重症化予防のための健康相談や保健指

導を実施する。

・重複・頻回受診者に対し、健康相談・

保健指導を行うほか、健診結果などの

データが無く、閉じこもりの可能性のあ

る高齢者等を訪問し、個別的支援を行

う。

41

子育て・

福祉・医

療

健康づく

りの推進

予防活動

の充実
生活習慣病対策 健康課 67,037 67,037

各種がん検診や特定健康診査、後期高齢者健康診

査、健康診査等を実施し、市民の健康的な生活を支

援します。

・新型コロナワクチンの接

種業務を優先し、感染対策

や予約制などの通常と違う

環境での検診等を実施し

た。

・各種検診等の未受診者に

対し、受診勧奨を行った。

・コロナ禍の影響もあり、特定

健診等の基本健診の受診率は半

減し、がん検診の受診率は低い

状況である。

・安心して受診しやすい体制を

作る、継続した受診勧奨を行う

必要がある。

・安心して受診しやすい検診体制の整備

（感染対策、施設検診の拡大、検診精度

管理等）

・周知方法の工夫と強化（ポスター・広

報誌・ホームページ・ＳＮＳ等）

・未受診者への受診勧奨強化（対象者に

合せた受診勧奨）
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課
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資料2-3

42

子育て・

福祉・医

療

健康づく

りの推進

予防活動

の充実
予防接種事業 健康課 470,921 470,921

予防接種法に基づく定期予防接種と、定期予防接種

対象者以外の人への高齢者肺炎球菌・成人風疹ワク

チン接種を実施します。

・予防接種法に基づく定期

予防接種以外に、臨時の定

期予防接種として、新型コ

ロナワクチン接種を実施し

た。

・ワクチン供給不足により

日本脳炎予防接種の接種率

が低下した。

・新型コロナワクチン接種は、

安房3市1町で接種体制を構築

し、全国平均よりも高い接種率

になった。

・定期予防接種は、引き続き、

未接種者への勧奨に努める必要

がある。

・安房医師会や安房３市１町と連携し、

引き続き、新型コロナワクチン接種を実

施する。

・対象者に対しわかりやすい周知と未接

種者への勧奨に努める。

・教育関係機関と連携し、接種率向上に

努める。

・実施医療機関との連携を図り、予防接

種が受けやすい体制を保つ。

43

子育て・

福祉・医

療

健康づく

りの推進

予防活動

の充実
感染症予防対策 健康課 76,147 76,147

結核・肺がん検診の受診率向上に向けた取組や新型

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症対策等

により、感染症の発生及びまん延の防止を図り、公

衆衛生の向上に努めます。

・新型コロナワクチンの接

種業務を優先し、肺がん・

結核検診は通常と違う環境

で実施した。

・新型コロナウイルスの感

染状況に応じた予防対策に

関する啓発や相談・支援、

衛生用品の備蓄や配付を実

施した。

・結核・肺がん検診の受診者数

は、前年度比で大きく改善した

が、令和元年以前の受診者数ま

で達していない。

・withコロナ対策

・新型インフルエンザ等対策市

町村行動計画に基づくマニュア

ルの整備と情報伝達訓練の実施

・結核・肺がん検診の受診率向上に向

け、周知や受診勧奨を行う。

・対応マニュアルは毎年見直しする。

・情報伝達訓練を継続する。
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容
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資料2-3

44
教育・文

化

学校教育

の充実

「生きる

力」を育

成する教

育の推進

「生きる力」を

育成する教育の

推進

教育総

務課
715 715

学力向上プロジェクト委員会の充実や学力向上推進

コーディネーターの有効活用などにより、小中一貫

した教育活動を推進します。

① 学力向上推進コーディ

ネーターの配置

 □ 人数：２名

　（各校月１回巡回指導）

 □ 第一中学校区（３校）

 □ 館山中学校区（８校）

② 学力向上プロジェクト委

員会の開催

 □ 全体会 ４回／年

 □ 分科会 ３回／年

① 教職員へ中学校教育や他校

での実践例を踏まえた学力向上

の指導助言を行うことで、授業

の質の向上を図った。

② ＩＣＴ機器を活用した学力

向上対策、他学校での授業手法

などの情報交換により、学力向

上に資する取組に関する研修を

実施した。

・引き続き、学力向上推進コーディネー

ターや各委員会を通じ、学力向上を図

る。

45
教育・文

化

学校教育

の充実

「生きる

力」を育

成する教

育の推進

福祉・環境・

キャリア教育の

推進

教育総

務課
0 0

学校での指導や職場体験学習を通じ、豊かな人間性

や社会性をはぐくみながら、変化の激しい社会の中

で、たくましく生きる力を育成します。

・コロナ禍により、職場体

験学習は中止し、各学校の

工夫による代替策を実施

（例：タブレット端末を活

用しリモート方式による企

業見学、講師を招聘した講

演など）

・コロナ禍においても、各学校

の工夫により児童生徒の社会性

を育む活動を実施できた。

・今後の職場体験については、

コロナ禍の状況に応じて要検討

・ふれあい体験活動推進事業

　（中学生職場体験学習）

・ゆめ仕事ぴったり体験

　（小学生職場体験学習）

46
教育・文

化

学校教育

の充実

「生きる

力」を育

成する教

育の推進

国際理解教育の

推進

教育総

務課
16,574 16,574

小・中学校に英語指導を行う外国語指導助手

（ALT）を配置し、国際感覚豊かな児童生徒の育成

に取り組みます。

① 各学校へのＡＬＴ配置

 □ 人数：５名

 □ 小学校　週１日～２日

 □ 中学校　週４日

② 英語教育指導推進コー

ディネーター

 □ 人数：１名

　（各校月１回巡回指導）

① 英語を母国語とする外国人

の生きた英語に触れることによ

り、正しい英語知識の習得を

図った。

② 元中学校の英語教員を全小

学校に派遣し巡回指導をするこ

とで、令和２年度から必須と

なった小学校での外国語教育の

授業力等向上を図った。

・引き続き、各学校へのＡＬＴ配置や英

語教育指導推進コーディネーターの配置

により、英語教育の学力向上を図る。

・英語教育のデジタル教科書の導入によ

り、家庭学習の充実（リスニング・発音

練習）を目指す。

47
教育・文

化

学校教育

の充実

「生きる

力」を育

成する教

育の推進

情報（モラル）

教育の推進

教育総

務課
0 0

高度化する情報社会の中で、健全かつ有効に情報を

活用していくための正しい知識と技術の習得、適切

な判断力・活用力の育成を図ります。

・令和３年度から情報機器

（タブレット端末）を活用

した授業が開始されたこと

に伴い、各学校では実際の

機器を使用した情報モラル

教育を実施

・市教委職員を各学校の生

徒指導委員会へ派遣し、個

別対策が必要な案件の対応

策について協議

・国や県から提供される情報モ

ラル教材やポスター掲示、リー

フレットなどを活用した教育を

実施し、正しい知識と技術の習

得、適切な判断力・活用力の育

成を図った。

・教職員向けの各種研修会により、情報

モラル教育を実施

・日常的な学校生活の中で繰り返し情報

モラル教育を実施する。
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート
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48
教育・文

化

学校教育

の充実

「生きる

力」を育

成する教

育の推進

学校給食事業
教育総

務課
182,088 182,088

安全かつ安定した学校給食の提供を図るため、維持

管理及び運営を一体とした事業を実施します。ま

た、栄養や食習慣に関する正しい知識の習得を指導

し、児童生徒の健やかな心身の育成を図るととも

に、学校給食にできる限り館山市産及び千葉県産の

食材を使用することにより、食育や地産地消を推進

します。

・新学校給食センターの維

持管理及び運営業務をＰＦ

Ｉ方式により事業者へ委託

した。

・各学校が実施する食育授

業において、学校の依頼に

より栄養教諭が食に関する

指導を行った。

・地産地消の推進として食

材の仕入れ業者に地場産物

を優先するよう依頼したほ

か、千葉県産食材をメ

ニューに取り入れた千産千

消デーを実施した。

・学校給食の提供は1日あたり3

千食を超えることから、安定し

た供給が求められる。

・館山市産の生産物の物流は限

られており、学校給食に使用す

る食材を入手することは極めて

困難な状況である。

・食育は、学校給食の工夫だけ

では難しく、学校が実施する食

育指導が必要不可欠である。

［Ｒ3年度］

・ＰＦＩ事業者の自主的な判断

による効率的な施設維持管理と

運営がなされた。

・学校での食育授業はコロナ禍

により自粛傾向となった。

・確保できた地場産物の納品を

受け地産地消を推進した。

・学校給食において地産地消を推進する

ことで、地域活性化を図るとともに地元

の新鮮な食材を活用し食育の推進を図

る。

・地域で収穫された食材を取り入れたメ

ニューにすることで、地場産業の理解や

重要性を認識してもらい、郷土への愛着

を感じてもらう。

・学校と連携し、計画的な食に関する指

導の実践や、栄養摂取の偏りや欠食など

食生活の乱れに起因する健康面への影響

があることを、児童生徒及び保護者に対

し継続して周知していく。

49
教育・文

化

学校教育

の充実

「生きる

力」を育

成する教

育の推進

小・中学校体育

振興の推進

教育総

務課
3,212 3,212

陸上競技大会の開催や県中学校総合体育大会等への

参加促進により、児童生徒の体育実技及び体力の向

上を図ります。

・各種大会への選手派遣費

用を支援

※ コロナ禍に伴う各種大会

の中止により決算額減

・各種大会への選手派遣等によ

り、体育実技のレベルアップと

体力向上が図られた。

・令和４年度から委託料を補助金化し、

体育振興会による選手派遣費に加え、各

中学校での部活動備品購入費に対する支

援を行い、体力・技術向上を図る。
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート
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事業
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資料2-3

50
教育・文

化

学校教育

の充実

「生きる

力」を育

成する教

育の推進

小児生活習慣病

予防検診事業

教育総

務課
1,871 1,871

近年、増加傾向にある生活習慣病の早期発見や適切

な指導のため、児童生徒に対する検診を実施し、疾

病の予防を図ります。

・小学校５年生及び中学校

２年生を対象に検診を実施

した。

・検査項目：脂質・肝機

能・貧血・糖代謝

・小児期からの病気の早期発

見・指導を行うことにより、将

来的に市民全体の健康に結びつ

けたい。

・継続して事業を行うことで、医療機関

の受診が必要な児童生徒には受診・説明

会参加を促し、児童生徒だけでなく家族

の生活習慣病予防に対する意識を高め

る。

51
教育・文

化

学校教育

の充実

「生きる

力」を育

成する教

育の推進

特別支援教育体

制の推進

教育総

務課
27,549 27,549

特別な支援を必要とする児童生徒への一貫した教育

相談と支援体制を充実させるため、関係者・関係機

関とのネットワークの構築を図ります。

① 特別支援員の配置

　 人数：３５名

　※ 各校 １名～６名

 （児童生徒の状況による）

② 巡回指導員の配置

　 人数：２名

① 特別支援員を配置し、円滑

な授業をサポートした。

② 巡回指導員を配置し、教職

員への指導及び子供の検査判定

等を実施した。

・特別な支援を要する子供の人

数及び割合が年々増加傾向にあ

る。

・令和４年度から教育総務課内に特別支

援対策専門チームを設置し、支援を必要

とする児童生徒の対策（幼児期での対応

等）について検討を開始した。

52
教育・文

化

学校教育

の充実

「生きる

力」を育

成する教

育の推進

教育相談体制の

充実

教育総

務課
7,101 7,101

スクールカウンセラーやいじめ相談室などを積極的

に周知し、児童生徒の様々な悩み（学力や人間関

係、いじめ等）に対する教育相談体制の充実を図り

ます。

① 不登校児への学習支援と

して教育支援センターに指

導員を配置（２名）

② いじめ相談の相談窓口と

して相談員を配置（２名）

③ 学級実態把握によるいじ

め等への対策として児童生

徒の心理検査を実施

（年２回）

・教育支援センター及びいじめ

相談室の運営等により、課題や

悩みを抱える児童生徒や保護者

への支援を実施

・増加傾向にある不登校児への

対策

・市が直接実施している事業に加え、県

負担事業であるスクールカウンセラーや

スクールソーシャルワーカー等の人材を

活用し、相談体制の充実及び関係機関と

の連携を図る。

・市福祉部門との連携強化による切れ目

ない支援体制の構築

53
教育・文

化

学校教育

の充実

「生きる

力」を育

成する教

育の推進

児童生徒の安全

対策の充実

教育総

務課
0 0

災害・事故等に対する安全指導と、緊急時への備え

を行い、児童生徒の安全確保に努めます。

① 県内における通学中の死

亡事故を受け、通学路交通

危険個所の再点検を実施

（県・警察との連携事業）

② 災害時における学校と危

機管理部門との連絡体制の

構築

① 交通危険個所の再点検を元

に、各施設管理者において対策

を実施

② 各種警報等の発令が予測さ

れる場合に危機管理部と迅速な

連携体制の元、学校への情報提

供を実施

・各学校が作成済みの、危機管理マニュ

アルの確認、職員・児童生徒への意識啓

発、訓練の継続実施

54
教育・文

化

学校教育

の充実

「生きる

力」を育

成する教

育の推進

教職員研修の充

実

教育総

務課
0 0

教職員の資質・力量の向上を図り、特色ある教育活

動を推進します。

・県教委及び市教委主催の

各種階層別、分掌別研修を

実施

（校長・教頭研修、学校経

営研修、生徒指導主任研

修、教務主任研修、特別支

援教育研修など）

・教職員の資質、力量の向上が

図られるとともに、研修を通じ

て、学校間の情報交換の機会と

なっている。

・引き続き、効果的な教育実践が営まれ

るよう各種研修の実施による資質向上を

図る。
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資料2-3

55
教育・文

化

学校教育

の充実

教育活動

の充実

地域資源・地域

人材を活用した

特色ある学校づ

くり

教育総

務課
90 90

歴史副読本『さとみ物語』等を活用した授業を展開

するなど、地域資源・地域人材を活用した学習を推

進し、児童生徒の地域への誇りと愛着心を高めま

す。

・小学校６年生、中学校２

年生において、歴史副読本

「さとみ物語」を活用した

授業を実施

・地域人材を活用し、地域

の特色を活かした授業を実

施

（苺栽培、海洋教育等）

・児童生徒の地域の自然、歴史

等への理解が深まり、また、地

域住民の学校活動への関心が高

められた。

※ コロナ禍による事業の縮小

・引き続き、地域住民や関係団体との協

力体制を構築し、地域への理解や地域へ

の愛着心を高める教育活動を実施する。

56
教育・文

化

学校教育

の充実

教育活動

の充実

芸術・文化によ

る豊かな心の育

成

教育総

務課
227 227

児童生徒へ優れた芸術・文化に接する機会を提供

し、豊かな心の育成を図ります。

・中学校合唱コンクール開

催

※ 音楽鑑賞教室、館山市文

化祭「子ども音楽会」のい

ずれもコロナ禍により中止

・音楽活動を通じた情操の育成

※ コロナ禍により芸術に触れ

る機会の提供が減少

・音楽鑑賞教室の開催（隔年６月開催）

・館山市文化祭「子ども音楽会」の開催

・県吹奏楽コンクール参加支援及び各中

学校合唱コンクールの開催支援

57
教育・文

化

学校教育

の充実

就学・通

学への支

援

就学費援助事業
教育総

務課
19,369 19,369

経済的な理由により、就学が困難な児童生徒に対

し、学用品費や給食費等の援助を行います。

・経済的な理由により就学

困難な児童生徒に対し、必

要な援助を行い、義務教育

を円滑に受けられるように

努めた。

・要保護・準要保護の認定率

が、増加傾向にある。（平成26

年４月：8.29%⇒令和3年3月：

8.71%）

・経済的な事情が原因で就学に不自由を

来たすことのないよう、今後も制度の継

続が必要。国の補助額（支給単価）改定

に合わせ、拡充していく。

58
教育・文

化

学校教育

の充実

就学・通

学への支

援

ふるさと創生奨

学資金貸付事業

教育総

務課
3,075 3,075

経済的な理由により、義務教育終了後の就学が困難

な生徒に対し、奨学資金の貸付を行います。

・令和3年度　3月末現在貸

付者：12名

・令和3年度　3月末現在返

還者：45名

・昨今の厳しい経済状況の中

で、学生への経済的な支援が重

要となっている一方で、返還金

の回収強化が課題となってい

る。

・経済的理由により就学の機会を失うこ

とのないよう、制度を継続していくこと

が必要である。

・一方、滞納額が増えており、数名の高

額滞納者に対する督促が課題となってい

る。

59
教育・文

化

学校教育

の充実

就学・通

学への支

援

遠距離通学支援

事業

教育総

務課
18,866 18,866

遠距離通学の児童生徒に対し、スクールバスの運行

等により通学支援を行います。

・スクールバス運行：房南

小学校区の富崎・神戸地区

の一部、豊房小学校区の畑

地区、館山中学校（九重地

区、畑・神余地区、西岬地

区）

・支給対象者：小学校２km

以遠、中学校４km以遠から

通学する児童生徒（学区外

通学者は除く）

・「スクールバス通学」は

「無料」、「路線バス通

学」においては「運賃の実

費」を支給。また、「自転

車通学」においては「維持

管理費」の一部を支給

・遠距離通学に伴う保護者の負

担軽減が図られた。

・スクールバス運行により、通

学する児童生徒の安全な通学手

段を確保することができた。

・今後も、遠距離通学となる児童生徒に

通学費を援助し、保護者の経済的負担を

軽減する。
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60
教育・文

化

学校教育

の充実

教育環境

の整備・

充実

学校施設の整備

充実

建築施

設課／

教育総

務課

281,132 281,132

学校施設の耐震化を図るとともに、防音対策など、

学習環境向上のための施設整備や老朽化した学校施

設の改修を行います。

・非構造部材改修事業：那

古小（7,732千円）

・大規模改造（トイレ）：

那古小、西岬小、一中

（119,365千円）

・旧二中校舎整備事業

（17,855千円）

・旧三中校舎、柔道場、剣

道場解体事業（136,180千

円）

・小学校、中学校の児童生徒等

の衛生面，安全面の改善が図ら

れた。

・新館山中学校開校に向け，施

設の環境整備が図られた。

「将来に向けた学校のあり方に対する基

本方針」に基づく学校施設の整備

①非構造部材：那古小校舎，統合中体育

館（旧三中体育館）

②第二・第三統合中学校整備事業（設

計・工事・監理）：校舎，柔剣道場，第

２体育館，グラウンド，外構

③大規模改造（トイレ）：館山小，一中

④長寿命化改良事業（屋上、外壁）：那

古小，館山小

⑤部位修繕事業（トイレ）：船形小、西

岬小、豊房小、館野小

61
教育・文

化

学校教育

の充実

教育環境

の整備・

充実

学校用教材備品

の整備

教育総

務課
6,968 6,968

新学習指導要領に基づく備品を計画的に整備し、快

適な学習環境と教育効果の向上に努めます。

・概ね各校の要望どおりの

備品を整備することができ

た。・老朽化した学校用備

品の更新や必要な教材の購

入を行い、学習環境の整備

を図った。

・厳しい財政状況の中、平成30

年度以降、計画的な整備が困難

である。

・新学習指導要領に基づく備品を過不足

なく整備する。

・急な購入にも対応できるよう予算残額

を学校間で調整できるよう柔軟な対応を

する。

・理科備品については文部科学省の基準

にできるだけ近づける。

・学校図書を整備する。

62
教育・文

化

学校教育

の充実

教育環境

の整備・

充実

少子化に対応し

た教育環境の向

上

教育総

務課
82 82

『館山市学校再編基本指針』に基づき、教育環境の

向上を目的とした中・長期的な学校再編を検討しま

す。

・「将来に向けた学校のあ

り方に対する基本指針」策

定

　※ 令和４年３月

・市の方向性を定める指針の策

定作業が完了し、令和４年度～

６年度の３カ年により、具体的

な再編計画の策定を行う。

・令和４年度：広報周知、地区説明会、

各地区での検討組織の立上げ

・令和４年度～６年度：各地区意見の集

約及び具体的な再編計画の策定

63
教育・文

化

学校教育

の充実

教育環境

の整備・

充実

学校区コミュニ

ティの形成

教育総

務課
200 200

地域との連携・協力により、地域を挙げて次世代を

担う児童生徒を育てる体制をつくります。

・各学校にて学校評議員を

委嘱し、学校運営や教育活

動に関する協議を実施し

た。

・地域住民が学校の運営状況を

把握し、地域と学校との連携活

動等の理解を深めた。

・引き続き、学校評議員制度を活用した

地域連携を図る。

・国が進める部活動の地域移行につい

て、制度構築を進める。

64
教育・文

化

学校教育

の充実

教育環境

の整備・

充実

情報教育環境の

整備

教育総

務課
73,462 73,462

「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向けて整備した

ＩＣＴ環境を活用し、効果的な指導・学習を推進し

ます。

・児童生徒一人一台タブ

レット端末を活用した授業

を開始

・タブレット端末を家庭学

習で活用を図るため、関連

機材を購入

・各種研修やＩＣＴ支援員を活

用し、タブレット端末を活用し

た授業を徐々に実施

・ＩＣＴ機器を活用した更なる

効果的な学習を実施するため、

全ての教職員が活用できる技術

の習得が課題点

・館山市教育研究問題会（令和３年度～

４年度）においてタブレット端末を活用

した教材研究などを実施しており、ＩＣ

Ｔ支援員を含め、学校現場での更なる活

用を目指す。
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

65
教育・文

化

青少年の

健全育成

強化

青少年の

健全育成

青少年健全育成

体制の充実

生涯学

習課
1,159 1,159

ＰＴＡや子ども会、青少年相談員、各種社会教育関

係団体の自主的な活動を支援し、青少年の健全育成

を図ります。

新型コロナウイルス感染症

の拡大により各団体が予定

していた行事のほとんどが

中止となった。

・少子化や児童・生徒のライフ

スタイルの変化による参加者の

減少や、地域コミュニティの変

化による子ども及び子ども会加

入者が減少した。

・上記に加え新型コロナウイル

ス感染症の拡大により地域交流

の場の減少や人と人との繋がり

が変化している状況でのイベン

ト開催方法等の模索が必要であ

る。

・青少年健全育成事業の見直しを行い、

学校、家庭、地域との連携を促進し、実

施しやすく、参加しやすい事業を行い、

体験・学習機会の拡充と各種団体の自主

的な活動支援を行う。少子化に対応した

体制づくりを推進する。

66
教育・文

化

青少年の

健全育成

強化

青少年の

健全育成

放課後子供教室

の推進

生涯学

習課
3,227 3,227

地域の人とともに勉強やスポーツ、文化活動、遊び

など、様々な体験ができる放課後子供教室を実施し

ます。

新型コロナウイルス感染症

の拡大により、感染症対策

を講じながら実施をした。

当初251回予定していた教

室のうち、116回の開催と

なった。ＫＰＩ：46.2％

（参考Ｒ2　36.7％）

・子どもから人気もあり、参加

率もいいことから効果はあるも

のと考えている。

・学力向上を視野に入れた学校

教育との連携及び学童クラブと

の連携が必要である。

・コロナ禍でも実施可能な内容

の等の検討が必要である。

・コーディネーターやボラン

ティアスタッフ等の育成及び拡

充を推進する。

・学校規模（生徒数）による実

施回数や必要なスタッフの数等

に差が生じている。

・地域で健全な青少年を育成するため、

学校・家庭・地域の連携と協働を強化

し、学校を核とした地域づくりを推進す

る。

・アフターコロナを見据えた事業の拡大

を推進する。

67
教育・文

化

青少年の

健全育成

強化

青少年の

健全育成

ふるさと体験活

動の推進

中央公

民館
14 14

子どもたちの郷土への誇りや愛着心、「生きる力」

をはぐくむため、自然や歴史、文化、農業体験等、

幅広い分野の体験講座を開催します。

・新型コロナウイルス感染

症の影響及び悪天候によ

り、たてやまワクワク探検

隊(ホタル観察会)のみ開催

した。

・参加対象者が成長し、対象世

代は変わっているが、体験メ

ニューがマンネリ化している。

・事業内容が自然体験教室に

偏っている。

・子どもたちが恵まれた地域資源を体験

活動を通して学びながら、郷土への愛着

心や生きる力をはぐくむための体験講座

を提供する。

地域の自然や歴史、文化、農漁業体験等

幅広い分野での体験講座の実施。

・関係課等との連携のほか、NPOや市民

団体など協力を模索し、「ふるさと館

山」を広く理解してもらえる事業の構

築。

・青少年が自ら考え、解決する能力をは

ぐくむことのできる体験講座の企画。
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
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資料2-3

68
教育・文

化

生涯学習

の推進

学習機会

の提供

生涯学習講座・

教室の開催

中央公

民館／

図書館

749 749

豊かな地域資源と様々な情報資源を活用し、多様な

学習機会を提供することより、市民の自主的な学習

活動を促進します。

【中央公民館】

・成人講座、青少年講座を

開催した。

・地区公民館において、地

域のニーズに配慮した講座

を開催した。

・新型コロナウイルス感染

症の影響により一部中止と

なった講座があった。

【図書館】

・令和３年度は新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止の

ため、図書館講座を中止と

したが、「おはなし会」に

ついては中止期間を９・

２・３月に抑え、９回実施

した。

【中央公民館】

・中央公民館、地区公民館それぞれの

特性を活かした講座開催が必要。

・人口減少・高齢化により中央公民

館・地区公民館ともに参加者が減少し

ている。

【図書館】

・図書館資料の利活用、図書館機能や

役割の周知につながるような行事を計

画・実施していく必要がある。

・本を通じた市民交流や、読書の楽し

み、本を読む楽しみを得られる事業の

展開も行っていく必要がある。

・図書館が休館となった場合でも、市

民への学習機会を提供できる方法を検

討する。

・「おはなし会」での絵本の読み聞か

せや語りを楽しむことで、子どもと本

を結びつけ、本に親しむきっかけを作

る。

【中央公民館】

市民一人ひとりが生きがいを持ち、健康

で充実した人生を過ごせるよう、市民の

幅広い世代に多彩な学習機会を提供し、

特に地区公民館においては、地区の特性

や地域性の実情に応じた講座の実施に努

める。

【図書館】

・図書館ならではのテーマで講座を開催

し、本や読書への興味や図書館の活用に

つなげる。

・館山市図書館で実績のある講座等を実

施し、市民の学習意欲の向上に努める。

69
教育・文

化

生涯学習

の推進

学習機会

の提供

家庭教育事業の

推進

中央公

民館
1,411 1,411

家庭教育学級や子育て支援講座等の実施による家庭

教育の知識向上とともに、子育てについての相談窓

口及び情報提供の充実により、家庭教育力の向上を

図ります。

・家庭教育学級の開設支援

や子育て支援講座「ハッ

ピーファミリー」を開催し

た。

・家庭教育や子育てに対す

る相談窓口の運営を行っ

た。

・新型コロナウイルス感染

症の影響により一部中止と

なった講座があった。

・家庭や青少年、児童を取り巻

く環境の変化への対応が求めら

れている。

・家庭教育学級や子育て支援講座等の実

施による家庭教育の知識向上と併せて、

学校、家庭、地域、関係機関での子育て

支援の連携を強化し、子どもを取り巻く

環境把握や子育てについての情報提供と

相談窓口の充実を図る。

(具体的な内容・その他の検討事項)

・家庭教育学級や子育て支援講座等の実

施により、家庭教育の知識向上と併せ

て、親同士が気軽に語り合う場や学びの

輪づくりを目指す。

・子どもを取り巻く環境把握や子育てに

ついての情報提供と相談窓口の充実。

・学校、家庭、地域、関係機関での子育

て支援の連携強化。
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70
教育・文

化

生涯学習

の推進

学習機会

の提供

児童サービスの

充実
図書館 0 0

子どもの発育段階に対応した魅力的な書架づくり

と、児童と本とを結び付けるきっかけづくりを行う

ことにより、本の楽しさに触れられる機会を提供し

ます。

【図書館】

・「おはなし会」の中止期

間を9・2・3月に抑え、９

回実施した。

・児童資料所蔵数：39,723

冊、児童資料個人貸出冊数

31,561冊

【移動図書館】（幼保・小

学校等）

・運行日数：76日、貸出点

数：9,953点

【学校への団体貸付】

・貸出件数：26件、貸出冊

数：743冊

・子ども達の「知りたい」という

知的欲求にこたえられるよう、子

どもにとって新しく正確な知識が

得られる資料、読むことの楽しさ

を味わえる資料をバランスを図り

ながら選書していくことが必要と

なる。

・子どもの特性を踏まえた児童資

料の知識を持つ司書の役割は非常

に大きく、地域の中で子どもと本

をつなぐ立場にある学校や家庭等

の大人への支援を行うことも重要

な責務である。

・子どもの知的欲求に応えられる

よう、広い分野での蔵書の構築に

努めることが必要である。

・幼いころから本に親しむことに

より想像力や言語感覚の養成、本

を通した知識の習得に寄与する。

・子どもにとって親しみやすい魅力的な

蔵書構成に努めるとともに、子どもと本

を結びつけるためのきっかけ作りを行

い、図書館にや本に親しむ基礎をつく

る。

・赤ちゃん絵本、ティーンズコーナー等

を含め、成長にあった資料をわかりやす

く配架

・おはなし会（幼児向け、児童向け、特

別おはなし会)、わらべうたの会の実施

・児童向け講座（図書館体験、科学あそ

び、調べ方講座等）の実施

・学校との連携・支援（団体貸出、図書

館員の出張、運営相談等)、見学・職場体

験等の受入

・児童及び児童に関わる成人(保護者、教

職員、ボランティア）に対しての読書相

談の実施

・子どもの読書推進活動計画の策定

71
教育・文

化

生涯学習

の推進

学習機会

の提供

図書館機能の充

実
図書館 8,605 8,605

市民の「読みたい」「知りたい」「調べたい」とい

う知的好奇心にこたえることのできる資料を収集・

提供するとともに、図書館資料を使っての調査相談

（レファレンス）サービスの提供やインターネット

による蔵書検索・予約、図書館システムの利活用に

よる効率的な資料管理により、市民の多様なニーズ

に対応した資料や情報の提供を行います。

・総所蔵点数及び貸出数は

前年度を上回ることができ

た。

・総所蔵点数162,895点、総

貸出点数：95,409点,電子図

書資料点数：1,510点、電子

図書貸出点数：1,240点

・現行システムでのはデータ蓄積数

が上限を迎えつつあることや機器の

老朽化により、安定的な資料管理を

行うためにも、図書館システムと機

器の入替が早急に必要となってい

る。

・施設の老朽化や経年の蓄積等によ

り、収蔵能力が限界を迎えているた

め、除籍を進める必要がある。

・図書館資料と利用者をつなぐため

の司書は知識を蓄積し、地域事情に

も精通していることが必要であり、

専門職としての確固たる位置づけと

継続的な育成・配置が必要である。

・学校や館山市ＨＰを通じ、電子図

書の普及に努める。

・新鮮で豊富な図書等の提供が可能

となり、市民の知的学習活動が活発

に展開され、市民の課題解決につな

がり、地域の発展に寄与する。

・図書館機能は、資料・建物・人（利用

者及び職員）があって果たせるものであ

るため、バランスの取れた新鮮な蔵書構

成を心がけ、適切な管理をしながら利用

者に提供をしていく必要がある。

・図書館システムを利活用しての資料の

適切な管理（貸出・返却・受入・除籍

等）

・図書館資料を活用して、市民が暮らし

の中の課題を見つけ、解決できるよう支

援したり、調査研究に資料をもって応え

るレファレンスサービスの更なる充実

・市の各部署や他の社会教育施設との連

携による情報提供・資料収集の充実

・他の公共図書館との連携による相互協

力システムの活用

・館山市ＨＰや学校を通じ、電子図書の

普及に努める。
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基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

72
教育・文

化

生涯学習

の推進

学習活動

の支援

サークル活動の

支援

中央公

民館／

博物館

100 100

新たなサークル参加者を増やすための活動や自主的

なサークル活動等に対する専門性を活かした指導、

助言等の支援を行い、活動の活性化を図ります。

【中央公民館】

・中央公民館サークル連絡

会の活動支援や協働事業を

実施した。

・令和3年度のサークルフェ

スティバルは、新型コロナ

ウイルス感染症の影響によ

り中止した。

【博物館】

・市民サークル「城山古文

書会」へ、助言者として学

芸員が参加した。

【中央公民館】

・人口減少・高齢化によるサー

クル参加者の減少。

【博物館】

・より正確性の高い学習機会を

提供する。

・サークル活動活性化と参加者

数維持を図るための指導、助言

を行う。

【中央公民館】

・サークル活動への新たな参加者を増や

すための事業展開や自主的なサークル活

動の支援を行う。

【博物館】

サークル等の市民学習活動に学芸員を派

遣し、資料提供や助言・講演を行う。

73
教育・文

化

生涯学習

の推進

学習活動

の支援

生涯学習ボラン

ティア制度の充

実

生涯学

習課／

博物館

162 162

学校への支援や多様化する学習ニーズに対応するた

め、市民の豊富な知識や経験等を活用する仕組みづ

くりを進めます。また、ミュージアムサポーターを

拡充することにより、博物館事業の充実を図りま

す。

【生涯学習課】

・80講座（市：59講座、市民ボ

ランティア21講座）を開設し

た。

・51回の講座申込があったが緊

急事態宣言等により37回、570

人が参加となった。

・防災講座や手話サークルの講

座などは複数回開催した。

【博物館】

・ミュージアムサポーター「絵

図士」文化財マップを作成し,本

館での展示,配付,及び博物館

ホームページでの公開を実施し

た。成果品5作品

・ミュージアムサポーター「甲

冑士」新型コロナウィルス感染

症拡大を踏まえ，歴史教室「甲

冑を着よう」開催を中止した。

会員の高齢化等の理由で，「甲

冑士」を解散した。

【生涯学習課】

・豊富な知識、経験等を有する

市民は潜在していると考えられ

るが、それら人材のより一層の

活用が必要となっている

【博物館】

・豊富な知識、経験等を有する

市民は潜在していると考えられ

るが、それら人材のより一層の

活用を図る。

・サークルリーダーの育成

【生涯学習課】

・出前講座等、生涯学習に関する市民活

動の拡充を図るため、市民の学びの機会

を提供する仕組みづくりや利便性の向上

に努める。

【博物館】

・ミュージアムサポーターの活動を継続

する。

・指定管理者自主事業との協働も視野に

入れ、さらに魅力アップした事業展開を

図る。
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

74
教育・文

化

歴史の継

承と文化

の振興

歴史・文

化の保

存・継承

郷土に関する展

覧会・講座等の

充実

博物館

／中央

公民館

1,027 1,027

歴史・文化など地域資源の情報発信や地域課題の解

決という視点から、郷土資料の収集・保存と情報提

供機能の充実を図ります。

【博物館】

＜展示事業＞

・常設展

・企画展（新収蔵資料展・収蔵資

料展・新・地区展「九重」・「よ

みがえる近代安房の風景」・パネ

ル展「安房分院の磨崖碑－渋沢栄

一と館山－」）

＜教育普及事業＞

・「古文書を読んでみよう」・

「わたしの町の歴史探訪」

・展示解説会・むかしの暮らし解

説

・なつやすみ宿題大作戦（図書館

と共同開催）

【中央公民館】

・一般市民を対象にした「ふるさ

と講座」については、地域の歴史

や文化、自然をテーマとした講座

を4回開催した。（新型コロナウ

イルス感染症の影響により中止と

した講座があった。）

・「安房地区公民館連携講座」

【博物館】

・令和3年度末現在,博物館では

107,050点の資料を収蔵してい

るが,常設展示により紹介できる

点数は、全体の5％程度であ

る。

・市内に埋もれている歴史資料

をいかに掘り起こして活用する

か。

【中央公民館】

・人口減少・社会情勢に配慮し

た講座が求められている。

・人口減少・高齢化により、市

の枠組みを超えた連携が必要で

ある。

【博物館】

・年4回程度の企画展を開催する。

・定番の人気講座を継続しつつ、指定管理者自

主事業との協働も視野に入れ、新たな切り口か

ら生涯学習の推進を図り、より多くの市民に学

習機会を提供する。

・生涯学習課主管「出前講座」や図書館との共

同開催「なつやすみ宿題大作戦」など,関連部署

との協働を積極的に推進する。

・講座、教室のネット上に配信する。

・指定管理者自主事業との連携を図る。

【中央公民館】

●「ふるさと」を基本テーマとした魅力ある各

種講座を開催し、市民の幅広い世代に対し、郷

土に関する学習機会の提供に努める。

(具体的な内容・その他の検討事項)

・今まで以上に幅広い年代に参加してもらえる

講座内容を検討する。

・安房地区公民館において、引き続き連携した

事業を継続していく。
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

教育・文

化
75

【博物館】

＜新規収蔵品＞

 3,154点（寄付： 2,927点、

購入：65点、 移管： 63

点、

寄託： 99点（更新を除く）

＜特別利用件数＞

114件（調査研究 ：44件、

出版物掲載 ：35件、テレビ

放映 ：21件、展示：7件、

その他：7件）

【図書館】

・郷土資料の所蔵数は前年

度に比較し、約100冊の増

で、7,837冊となった。

・ボランティアによる郷土

資料の修復を実施し、郷土

資料の維持に努めた。

【博物館】

・実物資料の収集にあたっては,収蔵

スペースが有限という制限があるた

め、スペースの有効活用と拡大が必要

である。

・実物資料は所有者の関心の低下や建

物の取壊しなどで消滅していく傾向が

続いているので、資料収集に対する周

知が必要である。

【図書館】

・郷土資料は一般流通していないもの

も含めた網羅的収集に加え、長期保

存・継承の役割も果たしていかなけれ

ばならない。物理的な保管はもちろん

だが、特別コレクションである「青木

茂文庫」や郷土資料など、館山市図書

館にしかない貴重な資料を保存・活用

するために、資料のデジタル化も視野

に入れる必要がある。

・資料を自由に利用できる図書館だか

らこその郷土資料の周知・活用を考え

ていく必要がある。

・ボランティアによる資料の修復につ

いては後継者が少なく、後継者の育成

が喫緊の課題である。

・郷土資料の収集・保存・提供によ

り、市民の郷土歴史の理解につなが

り、郷土への関心・愛着を持つことに

寄与する。

【博物館】

・館山市に関する歴史資料、民俗資料を

保護するために、資料の所在を把握する

資料所在調査を実施し、資料の収集整理

を図る。

・学芸員と市民ボランティアによる資料

の所在情報についての協力体制を構築す

る。

・ふるさと情報の提供ツールとしての

「たてやまフィールドミュージアム」の

活用拡大を図る。

・収蔵庫内のスペースの効率的な活用を

図る。

・収蔵資料の情報を公開するため、資料

整理と収蔵資料目録の整備を目指す。

【図書館】

館山市及び千葉県・安房郡市に関する資

料について、網羅的に収集し、利用者の

調査研究に供するほか、保存していくこ

とで、地域の歴史や文化を将来にわたっ

て継承する。

・郷土関係資料について、活字資料のほ

か、映像資料や音声資料、電子資料を系

統的に収集し、市民のニーズに対応した

資料を提供する。

・郷土関係に関する調査や資料の相談に

応じ、地域の歴史・文化等への理解を深

める。

・図書以外のパンフレット・チラシ等、

地域に関する資料も提供し、地域に関す

る情報発信を積極的に行う。

・資料のデジタル化など、利活用につな

げることのできる資料保存の方法につい

て検討する。

歴史・文化など地域資源の情報発信や地域課題の解

決という視点から、郷土資料の収集・保存と情報提

供機能の充実を図ります。

30,52530,525

博物館

／図書

館

郷土資料の収

集・保存と提供

歴史・文

化の保

存・継承

歴史の継

承と文化

の振興
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

76
教育・文

化

歴史の継

承と文化

の振興

歴史・文

化の保

存・継承

博物館機能の充

実
博物館 16,885 16,885

博物館本館、館山城、渚の博物館それぞれの特色を

活かした効率的な運営方法を検討します。また、指

定管理者との連携・協働を推進します。

・本館、館山城の個別施設

計画を策定した。

・博物館本館トイレ洋式

化、温水便座設置工事

・入館受付時の手消毒、検

温、受付簿記入　他

・1人掛机による開催，講座

等定員の縮小

・自主事業での協働、協力

「館山城　井上文太展」…

館山城2階における展示指導

等「謎解きゲーム」…館内

受付，問題ポイント設置

・本館集会室窓改修・本館

受水槽漏水修繕・本館非常

誘導灯修繕 ・本館暖房ボイ

ラー火炉修繕・本館1階空調

機修繕  他

・施設が３ヶ所に分散している

ため、人的経費、及び物的経費

等効率性が損なわれている。

・施設の老朽化により、施設利

用者に対し快適な空間・環境を

提供することが困難となってい

く。また、今後発生する施設,設

備更新には相応の費用が予想さ

れる。

・国指定重要有形民俗文化財を

保管する渚の博物館収蔵庫を適

正に維持・管理する。

・博物館3施設（本館、八犬伝博物館＝

館山城、渚の博物館）の効率的な運営体

制見直す。

・個別施設計画に基づいた計画的な維持

管理を図る。

・指定管理者との協働で、民間業者のノ

ウハウや技術を活かし魅力ある、かつ、

適正な運営を展開する。

　指定管理期間：令和元年12月1日～令

和6年11月30日（延長条件により5年間の

期間延長可）

77
教育・文

化

歴史の継

承と文化

の振興

歴史・文

化の保

存・継承

文化財の保存・

活用

生涯学

習課
454 454

文化財の調査・指定により、修復や防災対策等、保

存に必要な措置を計画的に行います。また、活用を

図るため、広く市民が文化財に親しむ機会を提供し

ます。

・文化財の案内看板を設置

したほか、文化財周辺の環

境整備を行った。

・国・県・市の指定文化財や登

録文化財を合わせると100箇所

以上となるため、巡回等により

計画的に看板の設置や補修を

図っていく必要がある。

・看板の設置により文化財の周

知が図られた。

・文化財周辺の環境整備を行

い、文化財の適切な保存と来訪

者への理解が深められた。

・所有者（管理者）の理解、協力のも

と、適切な文化財の保存、整備と活用を

図る。

・文化財の新たな指定と登録を検討す

る。

・歴史、文化資源のネットワーク化によ

る館山市の歴史文化の情報発信に努め

る。

78
教育・文

化

歴史の継

承と文化

の振興

歴史・文

化の保

存・継承

観光スポットと

しての歴史文化

遺産の活用

生涯学

習課
138 138

寺社、戦国大名里見氏、青木繁「海の幸」、近代の

戦争遺跡等に関連する歴史文化遺産や市内から輩出

した偉人の歴史学習を推進するとともに観光やまち

づくりに活かします。

・コロナウイルス感染症対

策を徹底しながら、赤山地

下壕跡を公開し、券売機の

整備を行った。

・ポストカードを作成し、

歴史学習を推進した。

・館山城と連携し、赤山地

下壕跡の情報発信を行い、

周辺の見学ルートの提供を

行った。

・平成29年度から受付業務を業

務委託したため、受託者との連

携が重要となる。

・また、施設についても入場者

数の増加に対応した整備が必要

となる。

・市外から入場者も多く魅力あ

る資源として活用を図れた。

・「赤山地下壕跡」を拠点に、周辺の博

物館や文化財史跡等を見学するための

ルート整備を進めていく。

・市有形文化財「小谷家住宅」の一般公

開に係る取り組みの支援を促進する。

・利用（観光）客が手軽に情報収集でき

る情報発信ツールの強化を行う。

・NPOや市民団体、観光関係団体と連携

を図っていく。

・説明案内ボランティア等の育成を進め

ていく。
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

79
教育・文

化

歴史の継

承と文化

の振興

歴史・文

化の保

存・継承

民俗芸能伝承者

の育成

生涯学

習課
0 0

民俗芸能大会への出演支援や継承のための映像記録

作成により、伝承者の育成を図ります。

・民俗文化財の状況把握に

努めた。

・新型コロナウイルス感染

の拡大により民俗芸能の実

施が困難となった。

・少子高齢化やライフスタイル

の変化により伝承者が減少し、

後継者育成が難しくなってい

る。

・活動を続けるうえでの資金が

不足している。

・新型コロナウイルス感染の拡

大により民俗芸能の実施が困難

となった。

・継承のための映像記録等の収集・保

存・デジタル化を推進する。

・デジタル化した映像記録を活用する。

・国県等の補助金を活用した各団体の取

組みへの支援を行う。

・芸能大会出演への活動支援を行う。

・講座等を活用した民俗芸能の普及を進

める。

80
教育・文

化

歴史の継

承と文化

の振興

歴史・文

化の保

存・継承

国史跡「里見氏

城跡　稲村城

跡」の保存・整

備

生涯学

習課
454 454

地権者や地域住民、市民団体と連携し、適切な保存

管理を行います。また、広域連携により、国史跡

「里見氏城跡」の整備・活用による地域活性化に向

けた検討を行います。

・地域と連携し保存管理を

行った。

・南房総市と連携し、里見

氏城跡の整備・活用の検討

を行った。

・史跡として整備していくため

には権利関係の整理が必要であ

る。

・また、南房総市にある国史跡

岡本城跡との連携した整備も必

要となる。

・管理委託により、史跡の適切

な保存管理が図られた。

・市民参加型の史跡保存整備のため、稲

区への管理委託の継続と市民活動への支

援を行う。

・指定範囲を拡大し史跡の保存管理を万

全とするため、未指定地の土地所有者の

理解と同意を得る取組みを検討する。

・観光資源として活用を促進するため、

来訪者に必要なガイダンス施設やトイレ

などの便益施設の整備や、南房総市の国

史跡「里見氏城跡　岡本城跡」をはじめ

とする戦国大名里見氏に関する城郭群の

保存・活用のネットワーク化等のため、

整備基本計画の策定を行う。

81
教育・文

化

歴史の継

承と文化

の振興

歴史・文

化の保

存・継承

歴史・文化情報

の発信強化
博物館 35 35

館山市の歴史・文化に関する情報を、博物館が運営

するＷＥＢサイト「たてやまフィールドミュージア

ム」において発信し、地域の魅力発信に努めます。

また、文化庁が運営するポータルサイト「文化遺産

オンライン」に博物館収蔵資料の一部を掲載し、以

前から要望のあった南総里見八犬伝、戦国大名里見

氏、郷土史関連の収蔵資料をインターネットで公開

します。

・博物館が調査、収集した

地域の歴史、民俗等の情報

を、「たてやまフィールド

ミュージアム」として公開

し蓄積した。

・文化庁が運営するポータ

ルサイト「文化遺産オンラ

イン」に館山市立博物館収

蔵資料の一部を掲載し、以

前から要望のあった里見八

犬伝、戦国武将里見氏、郷

土史関連の収蔵資料をイン

ターネットで公開してい

る。

・学芸員による博物館企画

展概要、見どころ紹介動画

を館山市公式YouTube（市

ＨＰ）で公開している。

・博物館研究成果、収蔵資料等

を効率的に整備する。

・資料データベースを更新、維

持管理する。

・館山市ホームページの他にFacebook、

生涯学習課ブログ等のＳＮＳにおいて、

博物館研究成果、収蔵資料情報等を即時

情報発信する。

・講座、教室をインターネット上に配信

する。

・指定管理者ホームページとの連携を図

る。
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事業
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資料2-3

82
教育・文

化

歴史の継

承と文化

の振興

文化の振

興

芸術文化活動の

充実

生涯学

習課
0 0

「館山市文化祭」や「館山市サークルフェスティバ

ル」など、芸術文化活動の発表の場を提供し、市民

の自主的な活動を支援します。

・館山市芸術文化協会、館

山音楽鑑賞協会、館山市茶

道連盟の活動支援を行う予

定であったが、コロナ禍で

全て中止となった。

・各団体の高齢化により会員の

固定化、会員が減少しており、

団体組織の活性化が課題となっ

ている。

館山市芸術文化協会、館山音楽鑑賞協

会、館山市茶道連盟、公民館等のサーク

ル活動が行う自主的な文化活動を支援

し、優れた芸術文化への鑑賞機会の提供

や市民の生きがいづくりに努める。

83
教育・文

化

歴史の継

承と文化

の振興

文化の振

興

全国大学フラメ

ンコフェスティ

バルの開催

生涯学

習課
0 0

館山市の温暖な気候と、「学生フラメンコのまち館

山」のイメージを情報発信し、学生フラメンコを

きっかけとした交流人口・関係人口の拡大を図りま

す。

・コロナ禍で全て中止と

なった。

・令和4年度以降の開催内

容・方法等の協議をおこ

なった。

・参加者が年々減少していく傾

向にあり、また、特定の関係者

の尽力により維持している部分

もあるので、今後の事業の継続

に対する対策が必要である。

・主要メンバーの変更や学生の

参加状況の変化等により開催で

きる内容・規模等の検討が必要

となっている。

・温暖な気候と南欧風のまちづくりエリ

アとマッチするフラメンコフェスの開催

地としてのイメージを発信し、交流人口

の拡大に努める。

・令和4年度からこれまでの委託事業か

ら補助事業に変更となったことから、今

後の実施内容・規模等により予算措置が

必要となる。

84
教育・文

化

スポーツ

の振興に

よるまち

づくり

市民ス

ポーツの

振興

生涯スポーツの

機会提供

スポー

ツ課
1,064 1,064

「館山ファミリースポーツクラブわかしお」の活動

支援や各種スポーツ大会の開催など、スポーツに親

しむ機会を提供し、市民の健康・体力の保持増進を

図ります。

・スポーツ推進委員等と連

携し、高齢者社会に対応し

た生涯スポーツを推進し

た。

・総合型地域スポーツクラ

ブ「館山ファミリースポー

ツクラブ”わかしお”」活動

の支援活動を行った。

・スポーツ健康都市宣言１

周年記念イベントとして、

ロゲイニング大会を実施し

た。

・スポーツ推進委員の確保、指

導者の減少及び高齢化が課題と

なっている。

・コロナウイルス感染拡大防止のためス

ポーツ教室やイベントの中止、また体育

施設等の利用が停止となり、市民がス

ポーツに関わる機会が失われている。当

面は、身近な場所での運動の啓発を行

い、その先では、市民ニーズやスポーツ

環境等の状況変化を捉え、安心安全にス

ポーツを親しめる機会を提供する。

・コロナショックにより、市民一人ひと

りの健康に対する意識が高まる中、新た

な日常に即した個人の運動習慣の機運醸

成を図るため、ラン＆ウォーク案内看板

を設置する。

・スポーツ推進委員等の指導者に各種研

究大会や講習会等への参加を促し、指導

者の養成及び資質向上に努める。

85
教育・文

化

スポーツ

の振興に

よるまち

づくり

市民ス

ポーツの

振興

社会体育団体の

育成支援

スポー

ツ課
6,872 6,872

社会体育団体の育成・支援を通じ、市民の健康・体

力の保持増進や競技力向上、青少年の健全育成等を

図り、活力ある社会の実現を目指します。

・館山市スポーツ協会

（R3：２４団体・会員約

3,800人）、館山市スポーツ

少年団（R3：21団体・団員

333人・指導者81人）への

補助金を交付し、活動を支

援した。

・少子高齢化により会員数が減

少傾向となっている。

・各団体とスポーツイベントを共同開催

することにより、連携を強化し、社会情

勢や各団体の活動状況に応じた育成・支

援に努める。
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86
教育・文

化

スポーツ

の振興に

よるまち

づくり

市民ス

ポーツの

振興

社会体育施設の

整備充実

スポー

ツ課
47,796 47,796

生涯スポーツの推進のため、既存体育施設の適切な

維持管理・整備を行い、利用者の利便性・安全性の

確保に努めます。

・市民体育館吊り天井撤去

工事及び温水プール柱補強

工事など，施設の安全対策

工事を行い施設老朽化の改

善を図った。

・施設の老朽化や耐震補強な

ど、今後大規模改修が必要な施

設があり、施設の存続・あり方

等を検討していく必要がある。

・老朽施設の改修等により安全な施設環

境を整える。

・点在する社会体育施設の集約について

検討する。

87
教育・文

化

スポーツ

の振興に

よるまち

づくり

市民ス

ポーツの

振興

学校体育施設開

放

スポー

ツ課
454 454

小・中学校の体育館・グラウンド・プール等を市民

に開放し、市民の健康増進や体力づくり、地域に密

着したスポーツ・レクリエーション活動を推進しま

す。

・コロナ禍における感染対

策を行いながら、年間を通

して市民の健康増進やス

ポーツ活動の場の提供を

行った。

・学校体育施設の利用に当たっ

て、学校施設・備品の使い方や

整理整頓などの利用マナーにつ

いて、利用団体に対し、改めて

周知徹底していく必要がある。

・効率的、効果的な利用が図られるよ

う、利用調整会議を開催する。

・学校教育活動に支障がないよう学校と

の連絡を密にし、利用団体への情報提供

や周知を徹底し、より円滑な運用に努め

る。

88
教育・文

化

スポーツ

の振興に

よるまち

づくり

スポーツ

観光の推

進

オリンピック・

パラリンピック

のレガシー（遺

産）を活かした

まちづくり

スポー

ツ課
10,858 10,858

観光施策と融合したスポーツ観光を推進し、館山湾

をはじめとする自然環境や既存体育施設等の有効活

用により、対応可能な競技の事前キャンプ等の誘致

を進めます。また、市民のスポーツへの関心を高

め、健康増進や体力づくり、競技力の向上に努めま

す。さらに、事前キャンプの実績を、館山の良好な

自然環境と関連付け、来訪者向けに情報発信してい

きます。

・2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピックの開催

が1年延期され、2021年の

開催直前においても、オラ

ンダトライアスロンチーム

が、事前キャンプを館山市

内で実施した。

・「Sports in Life」プロ

ジェクトとしてコロナ禍に

おいて、新しい生活様式を

踏まえたスマートフォンア

プリを活用した、ウォーキ

ング・ランニングイベント

を実施した。

・サイクルツーリズムについ

て、競技団体に加え、一般サイ

クリストの集客を目指し、さら

にＰＲする必要がある。

・スポーツ及び健康増進に関す

る行動に効率的にアクセスでき

る環境を整え、市民の関心を高

めることが重要となる。

・スポーツ観光の交流人口の拡

大に向け、競技関係団体のほ

か、関係機関との連携体制の強

化をしていく必要がある。

・オリンピック・パラリンピックのレガシー

を活用した事前キャンプ地としての館山の知

名度の向上につなげる。

・スポーツ目的で訪れる交流と観光施策との

融合により交流人口の増加と経済活性化につ

なげていく。

・併せて、市民自らが自然環境を含めた館山

のポテンシャルを再認識し、スポーツへの興

味・関心を高め、継続した体力づくりや健康

増進・競技力の向上を図っていく。

・スポーツを「する」・「見る」・「支え

る」ためのスポーツボランティアの育成

・東京オリパラの開催を契機として、スポー

ツ健康都市を令和2年11月3日に宣言。

・スポーツ観光客数の目標値37.7万人を達成

するため、競技関係者に加え、一般サイクリ

ストなどにも館山を知ってもらうため、近隣

（東京・神奈川等）のサイクリング団体など

に働きかけ、来訪者の増加につなげていく。
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89
教育・文

化

スポーツ

の振興に

よるまち

づくり

スポーツ

観光の推

進

館山若潮マラソ

ン大会の魅力向

上

スポー

ツ課
4,846 4,846

大会環境の向上とスポーツボランティアの育成・拡

大に努め、大会参加者・地域住民などのニーズを可

能な限り反映した大会を実施します。

・新型コロナウィルスの感

染拡大防止の観点から、通

常開催を見送り、リアルオ

ンラインマラソン大会とし

て開催。

エントリー者数：901名

・リアルオンラインマラソン

は、運動習慣のない人の運動を

始めるきっかけとなった。

・通常大会は、選手の安全面の

確保や交通渋滞への対応、ま

た、スポーツボランティアの育

成・拡充が必要である。

・コロナウイルス感染拡大防止により全

国各地のマラソン大会が長期間に渡り中

止となっているため、ランナーやボラン

ティアのニーズ及び動向を把握できない

現状にある。今後、業務を進める中で可

能な限りニーズ及び動向の情報を収集

し、安全な大会を開催できるよう準備を

行う。

・従来からの課題として市職員の高負

担、少子高齢化による大会役員及びボラ

ンティアの減少、物価の高騰、物品等の

調達の困難、参加ランナーの減少など、

多くの課題がある。スポーツボランティ

アの育成・拡充、大会参加者・応援・ス

タッフ・地域住民のニーズを可能な限り

反映し、現行の大会運営にこだわらず、

様々な角度から検証し、大会運営の見直

しを行う。

90
教育・文

化

スポーツ

の振興に

よるまち

づくり

スポーツ

観光の推

進

スポーツイベン

トの開催

スポー

ツ課
118 118

自然環境や既存体育施設等を最大限に活かし、ス

ポーツ愛好者からトップアスリートまで、幅広い層

の交流人口の拡大を目指します。

・若潮旗争奪千葉県剣道大

会は、中止。

・若潮旗争奪関東中学生剣

道大会は、当初、開催見込

みであったが、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の観

点から中止となった。

・少子化に伴う地元剣道競技人

口の減少、学校統廃合による審

判員の確保が課題となってい

る。

・コロナウイルス感染拡大防止により全

国各地のスポーツイベントが長期間に渡

り中止となっているため、参加者等の

ニーズ及び動向を把握できない現状にあ

る。今後、業務を進める中で可能な限り

ニーズ及び動向の情報を収集し、安全な

大会を開催できるよう準備を行う。

・スポーツイベントを開催するうえで、

関係団体と協議し、内容の充実及び効率

的な運営を行う。

91
教育・文

化

国際交

流・地域

間交流の

促進

国際交

流・地域

間交流の

促進

国際交流の推進
市民協

働課
66 66

館山国際交流協会の活動を支援し、スポーツや文化

活動、ホームステイを通じた姉妹都市交流など、市

民レベルでの交流を行うことにより、次世代を担う

子どもたちや若者に対して異文化への理解を促しま

す。また、オリンピックを機に海外のトップアス

リートが館山で事前キャンプを実施していることか

ら、彼らとの関係を継続するなど、新たな交流者・

協力者を増やすことにより国際交流の裾野を広げて

いきます。

・姉妹都市間の学生による

オンライン交流を行った。

・姉妹都市へのグリーティ

ングカードの送付など、館

山国際交流協会とも連携す

ることで、継続しての交流

を実施した。

・新たな交流者・協力者を獲得

し、国際交流協会の新規会員、

国際交流の新たな担い手とし

て、関係を継続させていく手段

の構築が必要。

・これまで続けてきた国際交流協会を中

心とした姉妹都市との交流事業の継続
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

92
教育・文

化

国際交

流・地域

間交流の

促進

国際交

流・地域

間交流の

促進

多文化共生のま

ちづくり

市民協

働課／

危機管

理課

0 0

案内表示や看板設置、パンフレット作成に際し、外

国語表記による情報発信に努めます。また、市内で

暮らす外国人のために行政・生活情報の多言語化を

進めます。さらに、災害発生時の案内等、多言語対

応による支援を進めます。

・英語版ホームページの改

良・改善に努めた。

・ICT技術の発達により、限ら

れた予算・人的コストでも多言

語化を進めることが可能となっ

てきている。市を取り巻く状況

を見極めながら、多文化共生に

向け、環境整備を行っていく必

要がある。

・生活情報・行政情報について、優先順

位を定め、国・県から情報提供など活用

しながら多言語化を進める。

・ICT技術の活用により、市庁舎窓口な

どで、多言語でのコミュニケーションが

可能な環境整備を行う。

・災害情報や感染症対策など、緊急性の

高い情報について、適切な情報発信が出

来るよう、マニュアル等の概要版の多言

語化を進める。

93
教育・文

化

国際交

流・地域

間交流の

促進

国際交

流・地域

間交流の

促進

国内都市との交

流の推進

市民協

働課／

危機管

理課

0 0

国内の友好自治体等とのイベントに相互参加するこ

とにより、地域間交流を推進するとともに、館山市

の知名度向上とイメージアップを図ります。また、

「災害時相互応援協定」を締結している自治体に対

し、災害発生時の人的・物的支援を行います。

・丹波篠山市がスポンサー

シップ契約をしたイベント

に参加し、人的交流を図っ

た。

・現状の取組以外に、住民もよ

り巻き込んだ都市間交流の模索

が必要と考えられる。

・交流対象としているイベントを精査

し、新たな事業・イベントでも都市間交

流を実施する。

・可能であれば、自治体間での職員交流

などを行いたい。
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

94
産業・経

済

観光の振

興

海の魅力

を活かし

た観光振

興

「館山湾振興ビ

ジョン」に基づ

く海辺のまちづ

くりの推進

観光み

なと課
0 0

「館山夕日桟橋（館山港多目的観光桟橋）」の利活

用など、『館山湾振興ビジョン』に示された７つの

戦略を推進するとともに、必要な見直しを行いま

す。

・「館山湾振興ビジョン」

に基づき、関係機関、市内

事業者、市民団体等と連携

し、クルーズ客船をはじめ

各種船舶の寄港誘致、海辺

のまちづくり推進や“渚の

駅”たてやまの機能強化に資

する事業を展開した。

・令和２年度に引き続き新

型コロナウイルス感染症の

影響により船舶の寄港中止

が相次いだが、ウィズコロ

ナ・アフターコロナを見据

え、関係各所との連絡調整

を行った。

・新型コロナウィルス感染症の

影響で客船等の寄港は少なかっ

たが、各関係機関、市内事業

者、市民団体等との連携、民間

船会社との連絡調整を図り、

ウィズコロナ・アフターコロナ

に備えることができた。

・策定から10年以上が経過した

『館山湾振興ビジョン』につい

て、個別の事業の完了や状況の

変化などが生じているため、ビ

ジョンの見直しを含め検討して

いく必要がある。あわせて、

ウィズコロナ・アフターコロナ

における「新しい生活様式」へ

の対応も必要である。

・『館山湾振興ビジョン』に示された７

つの戦略について、庁内及び関係機関と

の連携、港湾管理者（千葉県）への要

望、船会社や官公庁へのポートセールス

などを進め、事業の推進を図る。

・ビジョンの見直しの検討。

95
産業・経

済

観光の振

興

海の魅力

を活かし

た観光振

興

海路の充実
観光み

なと課
961 961

旅客船の定期航路化・寄港船舶の増加に向けた取組

を行うとともに、季節運航の利用客増加に向けた積

極的なＰＲを行います。

・船会社等にポートセール

スを実施したが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響に

より船舶の寄港中止が相次

いだ。

・レンタサイクルの活用に

より“渚の駅”たてやまから

の二次交通の充実を図っ

た。

・二次交通の充実、新型コ

ロナウイルス感染症の影響

で落ち込んだ市内経済の早

期回復のため、着地型バス

ツアー造成プロモーション

事業補助金を交付した。

・2年ぶりに高速ジェット船

「春の季節運航」が実施され

た。

・引き続きウィズコロナ・アフ

ターコロナを見据え、より効果

的かつ強力にポートセールスを

行う必要がある。

・船舶利用者等が利用可能な駐

車場が不足している。

・高速ジェット船季節運航を地

域経済活性化に繋げるための効

果的なＰＲ実施及び着地型観光

メニューの開発が課題。

・船会社へのこれまで以上に積極的な

ポートセールスを展開していく。（ク

ルーズ船・官公庁船）

・季節運航の利用客を増加させるため、

より積極的、効率の良いPRを行う。

・館山下船者数の増加を図り地域経済活

性化を目指す。

・船会社と館山での下船者を増やすツ

アー企画の造成を行う。また、ツアー造

成時期を見直し、周知期間の延長を図

る。（高速ジェット船）

・ＪＲ館山駅から客船ターミナルのある

“渚の駅”たてやまへの二次交通の充実。

（定期路線バスの増便）
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

96
産業・経

済

観光の振

興

海の魅力

を活かし

た観光振

興

海岸利活用事業
観光み

なと課
0 0

館山港を拠点に、ウミホタル観察会や釣り大会な

ど、海を活用したイベントを促進し、交流人口の拡

大や地域経済の活性化を図ります。また、北条海岸

芝生広場などの海浜エリアを活用し、イベントの開

催を支援するなど、海岸や砂浜のにぎわいを創出し

ます。

・市民などが主体となって

開催されるウミホタル観察

会、釣り大会を後援した。

・北条海岸芝生広場などの

海浜エリアを活用した「北

条海岸ＢＥＡＣＨマーケッ

ト」は新型コロナウイルス

等感染防止対策のため開催

を自粛した。

・砂浜を活用したビーチバ

レーコートの設置はできな

かった。

・コロナ禍に開催した制限のあ

るイベントであったが、一定数

の集客が得られた。

・港湾・海岸を活用した市民主

体のイベント等に対し、引き続

き支援していく。

・ウィズコロナ・アフターコロ

ナに対応したイベントのあり方

の検討が必要である。

・ウミホタル観察会については、令和元

年度より市民主体型のソフト事業として

実施。（また旅倶楽部、海辺の鑑定団）

・地方創生交付金を活用し、ウミホタル

を長期飼育できる環境となったため、年

間を通じた観察会の実施につき支援を行

う。

・引き続き、ビーチバレーコートの設置

を行い、海辺の賑わい創出を行ってい

く。

97
産業・経

済

観光の振

興

海の魅力

を活かし

た観光振

興

海・浜空間利用

者のマナー向上

観光み

なと課
109 109

千葉海上保安部館山分室、千葉県警察館山警察署、

千葉県、民間団体等の関係機関と連携し、安心・安

全に楽しめる海・浜空間の確保に向けた取組を実施

します。また、海・浜空間利用者のマナー向上を図

るため、『安心・安全な館山の海水浴場の確保に関

する条例』及び「海・浜のルールブック」の普及・

啓発に努めます。

・令和３年度は新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のた

め、市内４カ所の海水浴場

を8月2日から開設中止とし

たが、マナー等の啓発活動

を継続するため、海水浴場

監視監によるパトロールを

継続実施した。

・ゴールデンウィークや海

水浴場開設期間及び開設中

止期間を含め、海・浜の利

用者が増加する時期をメイ

ンに、関係機関と連携し、

合同パトロールによる啓発

活動を実施した。（令和3年

度　６回実施）

・啓発活動により、関係団体と

の継続的な連携や来訪者の３密

回避など一定の成果が得られ

た。

・水上オートバイや小型ボート

などのマリンレジャーについて

は、それ自体が違法行為ではな

く、一部のルールを守らない者

が問題であり、かつ、他の計画

事業において、マリンレジャー

を観光資源としてとらえている

ことから、一様に排除すること

が難しい。

・市内の海岸全体を条例適用範

囲とし、条例の実効性を高める

には海岸管理者である千葉県と

の調整が必要となる。

・海浜パトロール等における啓発活動

は、指導に強制力が伴わない等の点にお

いて活動効果に限界があるが、ＧＷや海

水浴場開設期間の海・浜の利用者が増加

する時期を中心に、関係機関と連携し

て、合同パトロールや、海水浴場監視監

（警察ＯＢ）による指導・監督を継続し

実施していく。

・引き続き条例適用範囲外の海・浜ルー

ルブックの周知及び啓発活動を行ってい

く。

・キャンピングカーなど大型車両による

駐車場の複数区画使用の改善対策や受益

者負担に基づく駐車場の有料化につい

て、引き続き千葉県に要望していく。。

98
産業・経

済

観光の振

興

海の魅力

を活かし

た観光振

興

水上オートバイ

対策

観光み

なと課
291 291

海水浴客と水上オートバイ利用者のエリア分けの可

能性及び水上オートバイの適正な運航やマナー向上

について、千葉海上保安部館山分室、千葉県警察館

山警察署、千葉県、漁協や民間団体等の関係機関、

利用者、事業者と協議・検討する場を設けるととも

に、海岸管理者である千葉県に対し、水上オートバ

イの危険操縦や騒音等を規制するための条例制定、

登録制の導入などについて要望を行います。

・関係機関と連携した合同

パトロールにより、水上

オートバイの危険航行防止

の啓発活動を実施した。

・水上オートバイの危険な

上げ下ろし防止対策として

八幡海岸駐車場に車止めを

設置し対策を図った。

・対策実施により水上オートバ

イの危険な上げ下ろし作業の防

止効果があった。

・水上バイクの危険な航行や一

部の悪質なマナー違反者によ

り、海水浴客の安全や周辺住宅

への騒音問題が課題となってい

る。

・水上オートバイの航行自体は違法では

ないことから、禁止することはできない

と考えているが、計画案のとおり海岸利

用者の棲み分けの可能性や関係機関と連

携したマナーの向上の協議、検討を行う

と共に、海岸管理者である千葉県に対

し、条例制定などを要望していく。
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

99
産業・経

済

観光の振

興

海の魅力

を活かし

た観光振

興

海水浴場の開設
観光み

なと課
35,875 35,875

館山市の重要な観光資源である美しい砂浜・海岸を

維持するとともに、海水浴客が安心・安全に利用で

きる海水浴場を開設します。

・令和３年度は新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のた

め、市内４カ所の海水浴場

を8月2日から開設中止とし

た。

・海水浴場開設期間中にお

いて、沖ノ島の環境保全に

活用するため「沖ノ島環境

保全協力金」の趣旨に賛同

する来訪者から任意で寄付

を受ける取り組みを継続し

て実施した。

・新型コロナウイルス感染拡大

防止対策により、途中から海水

浴場が開設中止となったが、開

設期間において一定の集客が図

られた。

・市内４箇所の海水浴場のう

ち、入込数が少ない浜につい

て、開設の継続の有無につい

て、引き続き検討していく必要

がある。

・遊泳者が安心安全に利用でき

るよう、水上オートバイ等のマ

リンスポーツ利用者のマナー向

上の啓発活動等を引き続き実施

していく必要がある。

・館山市の重要な観光資源である美しい

砂浜・海岸を維持するとともに、海水浴

客が安心・安全に利用できる対策を実施

し、海水浴客の増加と館山市のイメージ

アップを図る。

（具体的な内容）

・ライフセーバー等の配置や海水浴場監

視監のパトロールにより、海水浴客の安

全確保に努める。

・鏡ヶ浦クリーン作戦や定期的な清掃の

実施により、美しい海岸を維持する。

・海水浴場について入込客数が低迷して

いる箇所については閉鎖を検討する。

100
産業・経

済

観光の振

興

海の魅力

を活かし

た観光振

興

特定地域振興重

要港湾館山港の

整備・利用の促

進

観光み

なと課
25,332 25,332

旅客船や多様な船舶の寄港に関わるポートセールス

を推進するとともに、「館山夕日桟橋」の整備拡充

に向けて、国・県への要望活動を行います。

・船会社、関係官庁等に対

する、ポートセールスを継

続したが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により船

舶の寄港中止が相次いだ。

・千葉県の実施する館山港

修築工事について経費負担

した。

・『館山港港湾振興ビジョ

ン』に掲げた桟橋規模への

拡充について、国・県へ整

備促進を要望した。

・国・県への要望活動を継続

し、令和3年度においては、桟

橋先端部の一部拡幅が事業化さ

れた。

・事業主体（港湾管理者）が千

葉県であるため、千葉県で予算

化されないと、整備が進まない

ため、引き続き、機会をとらえ

て積極的に要望活動を行ってい

く必要がある。

・平成22年4月に「館山夕日桟橋」が供

用開始されたが、『館山港港湾振興ビ

ジョン』に示された桟橋規模にはなって

いないことから、今後も、港湾管理者で

ある千葉県に桟橋拡張、いわゆる「フル

スペック化」について、継続して要望を

していく必要がある。

・新たに小型船舶係留施設が整備された

ことで、プレジャーボート等の寄港の促

進に繋げていきたい。

・費用対効果を考えた官公庁船の寄港誘

致が必要である。

・観光資源とのネットワーク構築と後背

地の連携強化が必要である。
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課
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資料2-3

101
産業・経

済

観光の振

興

観光の魅

力を高め

る資源の

活用

観光産業活性化

支援事業

観光み

なと課
33,303 33,303

館山市観光協会や館山市温泉事業組合等に対して支

援し、ニーズに合った観光振興施策と新たな観光メ

ニューの開発を促進します。

・館山市観光協会、館山市

温泉事業組合、観光振興支

援事業への補助金を交付し

た。

・新型コロナウイルス感染

症の影響により、落ち込ん

だ観光需要の早期回復を図

るため、飲食・宿泊事業者

等支援事業及びサイクル

ツーリズム推進事業への補

助金を交付した。

・飲食・宿泊事業者等支援事業

において、クラウドファンディ

ングの活用により多くの支援金

を集めることができた。

・館山市観光協会のレンタサイ

クル事業において、観光客の

ニーズに応じた多種多様な自転

車の購入により、コロナ禍にも

拘らず、過去最高の貸出台数と

なり、ウイズコロナでの観光振

興が図られた。

・観光客のニーズが常に変化し

ており、観光客の増加を図る上

で、その変化に的確かつ迅速に

対応する必要がある。

・館山市観光協会、館山市温泉組合に対

する支援を行い、変化するニーズにあっ

た観光振興施策を促進する。

・定住自立圏構想事業として「データに

基づく戦略的観光プロモーション」によ

り、データ（観光客ニーズ）に応じた観

光プロモーションを実施予定。

・観光振興支援事業補助制度による魅力

的な観光地づくりを目指した観光振興に

資する取組の支援を行う。

102
産業・経

済

観光の振

興

観光の魅

力を高め

る資源の

活用

広域連携による

観光プロモー

ション

観光み

なと課
1,440 1,440

近隣市町や民間団体で組織する南房総観光連盟、宿

泊・滞在型観光推進協議会等において、より効果的

な取組について検討し、広域的な観光振興を図りま

す。

・南房総観光連盟ではサイ

クルツーリズムの推進、宿

泊・滞在型観光推進協議会

では東京湾フェリーとの連

携による各種観光プロモー

ションを実施した。それぞ

れの団体で実施した事業

は、広域でのガイドブック

の作成、合同キャンペーン

やｙｏｕｔｕｂｅｒを活用

したプロモーション等を実

施した。

・宿泊・滞在型観光推進協

議会において、南房総早春

デジタルスタンプラリーを

実施した。

・広域での一体的な観光プロ

モーションが図られた。特にｙ

ｏｕｔｕｂｅｒを活用したプロ

モーションでは、数多くの視聴

により、効果的な観光プロモー

ションが図られた。（南房総観

光連盟は2.2万回、宿泊・滞在

型観光推進協議会は1.5万回）

・広域連携による観光入込客数

及び宿泊客数の増を図るため、

観光地としての魅力を高め、効

果的なプロモーションができる

かが課題である。

・引き続き、広域での一体的な観光プロ

モーションの実施による観光誘客の促進

に努める。

103
産業・経

済

観光の振

興

観光の魅

力を高め

る資源の

活用

インバウンド観

光の推進

観光み

なと課
70 70

台湾をメインターゲットとしたインバウンド観光を

推進するとともに、館山インバウンド協議会等との

協働による誘致活動を継続することにより、外国人

観光客の増加に努めます。

・新型コロナウイルス感染

症の影響により各種事業を

実施することができなかっ

たが、コロナ収束後、すぐ

にインバウンド事業が実施

できるようＳＮＳでの情報

発信やオンラインでの交流

を行った。

・台北駐日経済文化処副代

表の訪問を受けた。

・台湾政府関係者を含め、台湾

との人脈強化が図られた。

・外国人の南房総に対する知名

度が低い。

・館山インバウンド協議会の会

員が少ないなど、ハード・ソフ

ト両面での受入体制の強化が必

要である。

・訪日のリピーター率が高い台湾からの

誘客を図るため、ブロガー等個別の人

物・団体へのＰＲ、人脈形成維持強化、

館山インバウンド協議会等との協働によ

る誘致活動について、新型コロナウイル

ス感染症の状況を見ながら再開する。

・誘致活動を通じて、インバウンド観光

の機運を醸成し、館山インバウンド協議

会の会員増及び民間宿泊等施設の外国人

観光客の受入体制の強化に努める。
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№
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104
産業・経

済

観光の振

興

観光の魅

力を高め

る資源の

活用

体験型ツーリズ

ムの促進

観光み

なと課
0 0

海や山の恵まれた自然、歴史や戦争遺跡等の文化

財、温暖な地ではぐくまれる農産物、豊かな海に生

息する魚介類など、館山市の多様な観光資源を活用

し、体験型ツーリズムの促進と積極的な情報発信を

図ります。

・館山市観光協会の体験ふ

れあい推進事業において、

個人旅行者向け体験ガイド

ブックの作成・配布、ＨＰ

及びＳＮＳでのＰＲを行っ

た。

・県内学校及び旅行会社に

対し、体験ガイドブックの

送付を行った。

・ＳＮＳでの情報発信により、

リアルタイムでの情報発信がで

きた。

・県内学校へ体験ガイドブック

等の送付により、修学旅行等に

よる学習旅行の増加につながっ

た。

・「館山体験観光の街づくり協

議会」の体制や情報発信力の更

なる強化が必要である。

・「体験観光の街づくり協議会」を支援

し、事業者同士の連携を活発化させ、組

織的な情報発信やインバウンドの受入対

応の向上を促す。

・館山市観光協会の体験ふれあい推進事

業において、体験ガイドブックのリ

ニューアル及びプロモーション動画の作

成により、体験プログラムの情報発信力

の強化を検討する。

105
産業・経

済

観光の振

興

観光の魅

力を高め

る資源の

活用

グリーン・ブ

ルーツーリズム

の推進

農水産

課
0 0

農作業体験や市民農園等の観光農業、観光定置網等

の観光漁業などと連携した体験観光を推進し、交流

人口の増加に努めます。

・民間団体が実施する農漁

業体験、収穫体験に対して

情報の集約及び積極的なＰ

Ｒを行う等の支援を行っ

た。

・従来の市場出荷に加え、観光

農漁業に対する意識の醸成と他

産業との連携強化

・民間団体が実施する農作業体験に関す

る情報の集約及び積極的なＰＲを行ない

必要に応じて支援をする。

・農家民宿に関する情報の集約及び積極

的なＰＲを行なうことにより、滞在型の

体験農業を推進する。

・市内農産物直売所をホームページなど

によりＰＲし地産地消を推進。

・観光定置網，釣り船等の既存メニュー

の充実を図るとともに，磯遊び、漁業体

験などの新たな取り組みの他、漁港機能

の多目的利用を検討し、農漁村の活性化

と地域全体の振興を図る。

106
産業・経

済

観光の振

興

観光の魅

力を高め

る資源の

活用

観光施設管理事

業

観光み

なと課
65,296 65,296

来訪者が迷わず安心して観光施設巡りができるよ

う、観光施設案内サイン等の充実を図ります。ま

た、来訪者が快適に過ごせるよう、公衆トイレの美

化及び洋式化を推進します。

・来訪者の利便性と快適性

を高め、市のイメージアッ

プを図るため、公衆トイレ

の洋式化と日々の清掃を実

施した。

・来訪者の市内周遊によ

る、滞在時間の拡大を図る

ため、観光案内看板等の更

新や維持管理に努めた。

・市内観光スポットを巡る観光

案内看板等の維持管理により、

ウォーキングを目的とした来訪

者の集客に効果があった。

・多くの外国人に来訪してもら

えるよう観光案内看板の多言語

化を推進していく必要がある。

・社会のIT化が進む中、既存看

板類の存続を再検討する必要が

ある。

・老朽化が進む既存施設の適切

な維持管理が必要である。

・施設の適切な維持管理や利便性の向上

により、観光地としての魅力向上を図

る。

（具体的な内容）

・温暖な館山のイメージを定着させるた

め、房総フラワーラインなどの道路や駅

前ロータリーに花卉を植栽する。

・公衆トイレの美化や改修等による快適

性の向上から、観光地としての魅力を向

上させることにより、滞在期間の延長、

宿泊客の増加、来訪リピーターの獲得を

目指す。

・来訪者が多数訪れる沖ノ島の自然環境

保全に活用するため、趣旨に賛同する来

訪者から「沖ノ島環境保全協力金」の受

付を行う。
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107
産業・経

済

観光の振

興

ブランド

化の推進

食のブランド化

の推進

食のま

ちづく

り推進

課

2,385 2,385

ご当地グルメや房州鮨、果物狩り等の優れた観光物

産に加え、新たなグルメの開発やブラッシュアッ

プ、積極的なＰＲなど、民間団体等と連携した

「食」のブランド化を推進します。

・館山市産の農水産物やそ

の加工品のブランド化とPR

の推進のため、「館山ブラ

ンド認定制度」を構築し、

モデルケース２件の認定を

行った。

・館山産ジビエのブランド

化を目指し、ジビエ料理の

開発や必要な施策の検討を

行った。

・ご当地グルメ「館山炙り海鮮

丼」が10周年を迎えたが、新型

コロナの影響でPRできなかっ

た。

・ブランド認定制度の定着と推

進のためには、地域内外での認

知を高めていく必要がある。

・ブランド価値を維持するため

の品質保持・管理方法の検討が

必要。

・館山産ジビエのブランド化の

ためには、安定供給が必須。

・リピーター、新規顧客それぞ

れに向けたPRが必要。

・ブランド認定制度への登録品数を増や

し、地域内外へPRしていく。また、ロゴ

マークを作成し、制度の認知度向上と定

着を図っていく。

・民間団体等による食のブランド化の企

画・開発・ブラッシュアップに積極的に

関わるとともに、メディア等への情報提

供や観光キャンペーンでのＰＲに努めて

いく。

108
産業・経

済

観光の振

興

ブランド

化の推進

「館山ふるさと

大使」・「館山

ふるさと特使」

制度による館山

市のＰＲ及び域

内活動の活性化

企画課 0

国内外で活躍している館山市出身または館山市にゆ

かりのある方に大使・特使を委嘱することにより、

全国に向けて館山市の魅力を発信します。

・令和３年度は大使２名

（鈴木朋樹氏・スポーツ

課、澤田みどり氏・都市計

画課）を委嘱。

・新しい大使には名刺を作

成し、交付した。

・新規大使の委嘱については、

担当課が積極的に推進した結果

による。

・一方で、知名度や活動内容、

市への貢献度など、それぞれの

大使・特使の間で差がある。

・大使・特使を広く知ってもらい、愛着

を持ってもらうため、積極的に周知す

る。

・大使・特使の皆様に、館山市をもっと

よく知っていただき、愛着を持っていた

だけるような取組を進める。

109
産業・経

済

観光の振

興

観光ＰＲ

の強化

観光イベント事

業

観光み

なと課
3,454 3,454

「たてやま海まちフェスタ」や「館山湾花火大会」

を中心とした館山観光まつり、「南総里見まつり」

等の観光イベントを民間団体と連携し、特色あるイ

ベントとして開催します。

・新型コロナウイルス感染

症の影響に伴い、多くの観

光行事が見送りとなる中、

新しい生活様式による「館

山観光まつり代替事業」及

び「南総里見まつり代替事

業」の実施に対する補助金

を交付した。

・「たてやま海まちフェス

タ」は、実行委員会で協議

した結果開催を見送った。

・「館山観光まつり代替事業」

及び「南総里見まつり代替事

業」の実施により、ウイズコロ

ナでの観光振興が図られた。

・新しい生活様式下でのイベン

ト開催について、ブラッシュ

アップが必要である。

・運営組織の高齢化などによる

マンパワー不足の解消が必要で

ある。

・コロナ禍でも開催可能なイベントにす

るため、一定期間でのイベント（キャン

ペーン）に変更することで、観光客の分

散や、リピーター・宿泊客の増加を図

り、観光消費の拡大を目指す。

・「たてやま海まちフェスタ」について

は、引き続き出展団体等と協議し、新し

い生活様式に対応した開催方法を検討し

ていく。

・マンパワー不測の解消のため、実行委

員会において、イベント全体の見直し及

びアウトソーシングの活用を図る。
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110
産業・経

済

観光の振

興

観光ＰＲ

の強化

観光情報の発

信・ＰＲ

観光み

なと課
3,930 3,930

海や花などの自然、歴史文化、体験、食、温泉等の

優れた観光資源を組み合わせ、メディアへの積極的

なアプローチを行います。また、ロケーション支

援、観光パンフレットの作成、マスコットキャラク

ター「ダッペエ」の活用、各種キャンペーンの実施

等によるプロモーションを通じて、観光地としての

魅力を高め、観光客数の増加に努めます。

・メインターゲットを設定

し、「捨てるには惜しいガ

イドブック」をコンセプト

としたガイドブックのリ

ニューアルを行った。

・各種メディアへ情報発信

やＳＮＳを活用し、旬の情

報のＰＲを行った。

・観光庁の補助事業の活用

によるロケ地マップの作成

及び人材育成のためのセミ

ナーを実施した。

・ガイドブックを海ほたるなど

適材適所に掲出することで、広

くＰＲが図られた。

・変化する観光客のニーズを捉

えた、突き刺さる観光コンテン

ツの組み合わせによるＰＲ・情

報発信をする必要がある。

・定住自立圏構想事業として「データに

基づく戦略的観光プロモーション」によ

り、データ（観光客ニーズ）に応じた観

光プロモーションを実施予定。

・ロケツーリズム協議会加入により、ロ

ケ対応の習得及びロケ誘致による情報発

信力を高める。

111
産業・経

済

農水産業

の振興

農水産業

の活性化

農水産物の６次

産業化の推進

農水産

課
3,377 3,377

農漁業従事者が主体となり、加工や販売等を行う事

業者と連携しながら、地域資源である農水産物等の

付加価値向上を図る６次産業化を積極的に推進しま

す。

・農漁業従事者が主体とな

り、２次・３次産業事業者

との連携を図った。

・農水産物加工品開発を支

援するため、補助事業を実

施した。

・農漁業従事者の高齢化や減

少、農産物等の価格の低迷など

に加え、燃料や資材等の価格高

騰により農漁業所得が低下して

いる。

・農漁業従事者が主体となり２次・３次

産業の事業者と連携しながら、農産物等

の地域資源の付加価値向上を図ることに

より、地産地消の観点からも消費者を含

む４者の全てに有効な対策である。

１．６次産業化の専門的知識の講習や先

進地の視察等

２．相談窓口の開設と定期的な意見交換

会の実施

３．経営体育成に向けた包括的支援体制

の構築

４．６次産業化に関する情報提供

５．規格外産品の活用による所得の向上

６．高齢者等の雇用の場の確保

112
産業・経

済

農水産業

の振興

農水産業

の活性化

スマート農業の

推進

農水産

課
670 670

農業の効率化や経営規模拡大のためにＩＴやＡＩな

どの先進技術を導入することにより、スマート農業

の普及を推進します。

・園芸施設に対し、環境モ

ニタリング装置や自動換気

システムを導入し、生産性

の向上と省エネ化を推進し

た。

・農業従事者の減少や高齢化、

農産物価格の低迷などにより農

業の衰退が進んでいる。

・スマート農業（ＡＩ、ドローン、ロ

ボット等）の活用についてのＰＲ

・スマート農業導入についての営農相談

・国庫補助事業等による事業化検討
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113
産業・経

済

農水産業

の振興

農水産業

の活性化
地産地消の推進

食のま

ちづく

り推進

課

0 0

地域で生産されたものを、その地域で消費する「地

産地消」を推進し、地域の農水産業と関連産業の活

性化を図ります。

・館山市産農水産物の購入

を促すため、「地産地消サ

ポーター」「地産地消サプ

ライヤー」「地産地消推進

店」登録制度を継続してい

る。

・「直売所スタンプラ

リー」「地産地消レシピ」

については新型コロナ感染

拡大防止の観点から実施な

し。

・「館山まるしぇ」につい

ては、拠点施設整備事業の

開始に伴い、休止してい

る。

・地産地消を強化するための

「地産地消推進店」登録制度等

の登録メリットを生み出すこ

と。

・地元産農産物を消費促進する

ための「直売所スタンプラ

リー」に加え、より効果的な情

報発信の方法検討が必要。

・地元産食材を活用促進するた

めの「地産地消レシピ」は、飲

食店での活用が難しいこと。

（各店はこだわりがあり、自身

のレシピ以外は積極的に使用し

ない。）

・地域内で必要とされる農水産

物を確保するための生産者育

成・確保。

① 地産地消（生産・流通・消費）の連携強

化

地元産食材の供給を促進する『地産地消サプ

ライヤー制度』、飲食店等において地元産食

材の消費を促進する『地産地消推進店制

度』、地産地消の理解促進やPRを目的とし

た『地産地消サポーター制度』の３つの施策

を相互に連携しながら推進していく。

②農産物直売所の振興

農産物直売所における効果的なPRやキャン

ペーンなどを実施することで、農業に対する

理解や農産物の消費の促進を図る。

③川上文代館山クッキング大使考案「地産地

消レシピ」の普及による地元産食材の活用促

進

④食のまちづくり拠点施設を中心とした地域

内での情報集約・情報発信、農水産物の流通

体制を検討

114
産業・経

済

農水産業

の振興

農水産業

の活性化

船形漁港周辺の

活性化

農水産

課
17,966 17,966

都市計画道路船形館山線（船形バイパス）の整備に

併せ、館山市の北の玄関口の核となる船形漁港を中

心としたにぎわいを創出します。

・船形漁港の荷捌施設の整

備に対し補助金を交付し支

援した。

・活性化の中心となる漁協の合

併後の経営状況、漁協施設の更

新、更なる漁協の合併協議が進

められているので、その状況次

第となっている。

・船形ふれあい産地協議会を定期的に開

催し、地域活性化に向けた事業の検討

・船形漁港の荷捌施設の整備の支援

館山漁協の荷捌き施設は、施設の老朽化

や施設及び設備の衛生面、作業効率の面

で低下を改善するために、新たな施設整

備により、市内から揚がる活魚・鮮魚の

魚価の向上と周辺漁協から荷揚げの増加

を図る。

115
産業・経

済

農水産業

の振興

農水産業

の担い手

育成支援

農業の担い手育

成・確保と組織

的な営農スタイ

ルへの後押し

農水産

課
1,500 1,500

認定農業者や新規就農者等の育成・確保に加え、企

業参入や農業法人化、地域ぐるみの組織的な農業経

営体などの育成・確保を図るとともに、定年後のリ

タイア層や都市部からの移住者などの多様な担い手

の育成・確保を図ります。

・農業次世代人材投資資金

制度の活用により青年の就

農意欲喚起及び就農後の定

着を図るため、経営が不安

定な就農直後の若手農業者

に対し支援を行った。

・集落ぐるみによる担い手

の育成・確保に向けた人・

農地プランの作成を推進し

た。

・高齢者の増加等を考慮し、都

市部からの移住者など、多様な

担い手の育成・確保が必要であ

る。

・認定農業者など意欲的な農業経営体の

育成・確保

・人・農地プランによる集落ぐるみによ

る担い手の育成・確保

・農業法人の設立促進

・企業参入の呼びかけ
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116
産業・経

済

農水産業

の振興

農水産業

の担い手

育成支援

地域農業活動支

援事業

農水産

課
38,350 38,350

高齢化と後継者不足を抱える農村環境の改善や水

路・農道等の維持管理を継続していくため、多面的

機能支払制度の活用や小規模土地改良事業、補修用

材料の交付を行います。

・支援事業を活用し農道等

維持管理及び高齢者を抱え

る農村環境改善の取組みを

実施した。

・高齢化や後継者不足により、

維持管理に対する担い手の負担

が増大している。

・地域の共同活動を支援し、担い手に集

中した地域資源の維持管理の負担の軽減

を図る

・多面的機能支払交付金事業活動組織の

支援

・各地区が自ら行う水路や農道等の補修

に関する技術的指導および支援

117
産業・経

済

農水産業

の振興

農水産業

の担い手

育成支援

水産振興支援事

業

農水産

課
403 403

水産業の振興と漁業経営の安定化のため、漁業後継

者の育成や栽培漁業の実践、水難事故の救済等を

行っている各種水産業関連団体を支援します。

・漁業後継者の育成や栽培

漁業の実践、水難事故の救

済を行っている水産業関連

団体へ負担金や補助金を交

付し支援した。

・高齢化、後継者不足等の解消

にあたり、漁協の果たす役割が

大きいが漁協自体に余力がなく

施策展開が難しい。

・担い手となる漁業後継者が漁業体験等

を行うための場の提供を図るために漁業

団体への支援（安房君津地区水産教育振

興連絡協議会への負担金）

・人命救助や財産の保護の活動を行う千

葉県水難救済会への補助

・漁獲量の減少に伴い栽培漁業の実践に

より漁業資源の増大を図る（東京湾栽培

漁業推進協議会への負担金）

118
産業・経

済

農水産業

の振興

農業基盤

の整備

環境と調和した

農業の推進

農水産

課
996 996

化学肥料や農薬の使用低減、農業用廃プラスチック

の適正処理など、環境との調和に配慮した農業を推

進します。

・園芸用廃プラスチック類

の回収を年４回実施し、合

計19.36tの農業用使用済み

ハウス被覆材等を処理し

た。

・環境保全の促進の観点から、

農業者への啓発、指導を継続的

に行い、事業の推進を図る必要

がある。

・環境にやさしい農業に取り組み、農薬

使用の低減や廃プラスチックの削減を

図っていく。

119
産業・経

済

農水産業

の振興

農業基盤

の整備

畜産振興支援事

業

農水産

課
273 273

畜産業者に対し、酪農へルパーの利用普及促進や補

助事業の活用による畜産施設等の整備促進、家畜伝

染病の予防、乳牛の飼育・改良指導等を行います。

・畜産業者の負担軽減のた

め、酪農ヘルパーの利用普

及促進を図った。

・高齢化、後継者不足等により

農家数が減少の一途を辿ってい

る。

・施設整備費が高額、し尿処

理・臭い等の環境への対策等を

考えると個人による新規参入は

難しく、法人化による規模拡等

の推進が課題となる。

・令和２年度に整備した神余地区の大規

模酪農場と連携し、後継者不足が深刻な

酪農業に新規就農者を呼び込み、地域の

活性化を図っていく。
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120
産業・経

済

農水産業

の振興

農業基盤

の整備

有害鳥獣対策事

業

農水産

課
46,652 46,652

イノシシ等の有害鳥獣による農作物等の被害を防ぐ

ため、館山有害鳥獣対策協議会の活動を支援すると

ともに、地域ぐるみの取組を促進し、防護柵の設置

や狩猟免許の取得を促すほか、県及び近隣市町との

広域的な連携に取り組みます。また、捕獲個体の処

分施設の整備による省力化並びに食肉加工施設の整

備によるジビエの活用に取り組みます。

・コロナ感染症の影響で狩

猟免許試験の受験者数が制

限されたことから新規の従

事者数が思いのほか増えな

かった。

・防護柵は例年どおりの設

置延長を確保した。

・有害鳥獣処理施設の設計

を発注し、建築確認申請の

関係で事業完了は令和4年度

に繰り越したが設計自体は

完了した。

・捕獲作業の安全性を高めるた

め、銃猟免許の取得促進を図る

必要がある。

・防護柵の設置、農地周辺の環

境整備を進めるため、地域ぐる

みの活動の促進を図る必要があ

る。

・捕獲活動を継続するため、捕

獲個体の埋却処分に係る捕獲従

事者の労力の軽減を図る必要が

ある。

・地域ぐるみの活動を促進し、イノシシ

の棲み家、餌場をなくすための環境整備

による被害防止に努めるほか、捕獲従事

者の確保を図り、生息個体の減少に努め

る。

・また、捕獲個体の埋却に係る捕獲従事

者の労力の軽減と埋却処分による環境汚

染に対処するため、有害鳥獣の処理施設

の整備を進める。

121
産業・経

済

農水産業

の振興

農業基盤

の整備

農業生産基盤の

整備

農水産

課
3,995 3,995

農業施設の維持管理や農地の区画整理を推進し、農

業の生産性の向上を図ります。また、令和元年房総

半島台風被害からの復興促進により、農業生産基盤

の回復・維持に努めます。

・農道施設の維持管理を継

続的に実施し、農業の生産

性の向上を図った。

・災害復旧促進について農

業生産基盤の回復・維持を

引き続き努める。

・舗装補修工事等の機能維持の

整備を継続的に実施する必要が

ある。

・道路パトロール等により状況を把握

し、計画的に整備を進める。

122
産業・経

済

農水産業

の振興

農水産業

の活性化

農地の保全と有

効活用

農水産

課
0 0

耕作放棄地の再生・有効活用・発生防止に努めると

ともに、農地中間管理機構を活用した担い手への農

地集積・集約化を促進し、生産者の所得向上や農村

環境の維持保全を図ります。

・農地中間管理機構を活用

した担い手への農地集積・

集約化を図った。

・農業者の高齢化が進み、耕作

放棄地面積が急激に拡大してい

る。

・担い手への農地集積・集約化による農

業経営の効率化

・耕作放棄地の再生・有効活用・発生防

止

・人・農地プランの推進による集落ぐる

みでの中心的農家への農地集積

・農地中間管理機構を活用した担い手へ

の農地集積・集約化の促進

123
産業・経

済

農水産業

の振興

農業基盤

の整備

農業経営安定化

の支援

農水産

課
6,249 6,249

農業経営の合理化や近代化を図る農業者に対し、農

業近代化資金利子補給や農業経営基盤強化資金利子

補給等により、経営安定化を支援します。

・農業経営の合理化や近代

化を図るために借り入れた

資金に対し、利子の一部の

補助を行った。また、戦略

作物の本作化を進めた。

・農業従事者の高齢化や減少、

農産物価格の低迷などに加え、

燃料や資材等の価格高騰により

農業所得が低下している。

１．農業近代化資金利子補給

２．農業経営基盤強化資金利子補給

３．経営所得安定対策

①畑作物の直接支払交付金

②米・畑作物の収入減少影響緩和対策

③水田活用の直接支払交付金
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124
産業・経

済

農水産業

の振興

農業基盤

の整備

中山間地域の活

力維持

農水産

課
4,090 4,090

山間部などを拠点とする農業者等に直接支払交付金

を交付し、農業生産活動の維持や農地の多面的な機

能の確保に努めます。

・農業者等に直接支払交付

金を交付し、生産条件が不

利な地域において生産活動

を実施した。

・中山間地域では、高齢化が進

行する中、平地地域と比べ農業

の生産条件が不利なことから、

担い手の減少や、耕作放棄地が

増加している。

・集落等に制度内容をさらに周知し、よ

り多くの集落が取組に参加してもらえる

よう推進する。

中山間地域等直接支払制度【第5期対

策】　※第5期対策はR2～6年度まで

・対象農地：1ha以上の団地、農振農用

地、田で勾配1/100以上（緩傾斜）、勾

配1/20以上（急傾斜）

・必須要件：農地の耕作、適切な農用地

の維持管理、水路・農道等の維持管理

（共同作業の実施）、多面的機能増進活

動（景観作物の作付、昆虫類の保護

等）、集落協定・個別協定の締結（農地

範囲、活動取組など）

・交付金単価（10ａあたり・8割単

価）：田（急傾斜）：16,800円、田（緩

傾斜）：6,400円

125
産業・経

済

農水産業

の振興

水産業の

基盤整備

漁業経営支援事

業

農水産

課
1,681 1,681

市内の漁業協同組合の合併促進や新規漁業就業者の

増加に向けた取組とともに、漁業施設の近代化・省

力化や共済制度への補助等による漁業者への経営安

定化を支援します。

・漁業経営の安定のため共

済制度加入者への補助を

行った。

・各組合それぞれの考え・立場

があり、合併へのプロセスや調

整も難しく、まとまって行かな

い。

・市内３漁業協同組合の合併を促進し、

経営基盤の強化を図る

・学校との連携による人材確保、相談窓

口の活用、各種情報の提供（漁協・学校

との連携により実践研修や必要な知識の

習得等、千葉県の相談窓口の活用）

・漁業施設の近代化・省力化や共済制度

への補助。（漁業近代化施設補助、漁業

近代化利子補給、漁業共済補助金）

・他の事業者の参入も含めた水産加工な

どの新たな事業展開の模索検討。

126
産業・経

済

農水産業

の振興

水産業の

基盤整備

栽培漁業支援事

業

農水産

課
2,151 2,151

稚貝や稚魚の放流、藻場調査や磯根漁場の改良、養

殖漁業の導入に向けた取組を支援し、魚介類の安定

供給の確保を目指します。

・市内3漁業協同組合が行う

「あわび種苗放流事業」

「さざえ種苗放流事業」

「藻場回復事業」に対し補

助金を交付し支援した。

・供給元での種苗の生育状況や

供給元の変更により、要望に対

し種苗の放流量が減となってい

る。

・漁業者の高齢化等により、資

源管理・漁場管理が十分に行わ

れていない。

・あわび種苗法流事業への補助（あわび

種苗放流事業補助金）

　漁協が実施するあわび種苗の禁漁区へ

の放流事業を支援する。

・さざえ種苗放流事業への補助（東京湾

総合対策事業補助金）

　漁協が実施するさざえ種苗の放流事業

を支援する。

・磯根を保全するため、藻場の調査や磯

根漁場の改良等への支援

・養殖漁業の導入に向けた取り組みを支

援
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127
産業・経

済

農水産業

の振興

水産業の

基盤整備
漁港利活用事業

農水産

課
11,575 11,575

漁港の集約の検討や『漁港機能保全計画』の策定、

漁港維持工事を実施するとともに、県営漁港改修工

事負担金を支出します。

・下原漁港において、機能

保全計画に基づく補修工事

を行った。

・市営漁港については、必

要な維持工事を実施し、県

営漁港については、工事負

担金を支出し、維持管理に

努めた。

・漁港の老朽化により維持工事

経費が増大し、十分な工事がで

きない。

・漁港の集約を検討

・機能保全計画及び個別施設計画に基づ

く漁港維持工事の実施

・県営漁港改修工事負担金

・漁港の多目的利用を含め、漁港を中心

とした地域活性化の実施

128
産業・経

済

商工業の

振興

商工業の

振興

商店街活性化支

援事業

雇用商

工課
0 0

商店街のキャッシュレス化等の環境整備を推進する

とともに、商店街での起業や事業承継を支援するな

ど、市・商工会議所・商店街等が連携し、魅力ある

商店・商店街づくりやにぎわいのあるまちづくりの

形成を目指します。

・新型コロナウイルス感染

症の影響により、落ち込ん

だ市内経済の回復を図るた

め、9月にキャッシュレス決

済（PayPay）ポイント還元

事業を行った。

・キャッシュレス決ポイント決

済還元事業：10％のプレミアに

対し、約2億2,000万円を売上

げ、地元経済振興に寄与し

た。・キャッシュレス・消費者

還元事業などでキャッシュレス

導入が始まっており、市民・事

業者共に意識啓発が必要。

・事業承継や起業支援について

事業者や起業者に寄り添った支

援策の検討を要する。

・キャッシュレス化の推進については、

市民・事業者への普及啓発を実施する。

・商店街での起業支援や商店の事業承継

について推進する。

129
産業・経

済

商工業の

振興

商工業の

振興

中小企業融資事

業

雇用商

工課
353,989 353,989

館山商工会議所及び市内金融機関と連携し、中小企

業が資金融資を円滑に受けられ、経営の安定化につ

なげられるよう、館山市の各種融資制度により支援

します。

・館山商工会議所及び市内

金融機関と連携し、中小企

業の資金融資が円滑に受け

られるよう利子及び保証料

の補給を行った。

・前澤友作館山応援基金を

活用し、令和２年度に実施

した新型コロナウイルス感

染症対策資金融資に対し、

引き続き利子及び保証料補

給並びに返済元金の10％の

助成を行い、市内中小企業

を支援した。

・低金利政策により、一般の低

利融資や県の融資制度により、

同様の融資が行われている。ま

た、令和２年度に実施した新型

コロナウイルス感染症対策資金

融資で、申請件数約600件、融

資額約30億円となり、中小企業

の経営安定化に繋がった。

　上記影響もあり、現在、館山

市融資制度の利用が低下してい

る。

・小規模事業者経営改善資金（マル経）

については、商工会議所会員のメリット

として、新規会員獲得に向け事業者に周

知していく。

・中小企業の復興を図るため、令和2年

度より、利子補給率を0.5％から1.0％

へ、保証料補給率を50％から100％へ変

更。現在も継続中。

　依然としてコロナ禍による、売り上げ

減少が続く事業所もあり、返済困難に陥

る事業所など経営相談などを通じ注視し

ていく必要がある。

130
産業・経

済

商工業の

振興

商工業の

振興

伝統的工芸品活

性化事業

雇用商

工課
150 150

地域を代表する伝統的工芸品である「房州うち

わ」、「君万歳久光」、「房州鎌」、「唐棧織」の

振興を図ります。また、房州うちわ振興協議会に対

して支援し、「房州うちわ」の伝統工芸士の後継者

育成・確保を目指します。

・房州うちわ振興協議会補

助金として、活動を支援し

た。

・房州うちわ振興協議会に

て、平成25年度より後継者

育成事業を実施。また、う

ちわ作り体験を通じて、教

育事業への取組を行った。

・後継者育成事業により、後継

者が育成されてきているが、ま

だ一人立ちできる状況ではな

い。

・房州うちわの知名度を向上さ

せるための施策が必要。

・展示等を行っている若潮ホー

ルの取り壊しが決定しており、

新たなスペースの確保が必要と

なる。

・今後も後継者育成事業及びうちわ作り

体験事業を行い、後継者育成を図るとと

もに、房州うちわの新商品開発等を行

い、普及啓発を図る。
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131
産業・経

済

商工業の

振興

商工業の

振興

商工関係団体支

援事業

雇用商

工課
8,371 8,371

館山商工会議所・館山市商店会連合会・館山たばこ

販売組合に対して助成し、団体の団結力・組織力の

育成・強化を図り、各団体が地域経済発展の主導的

な役割を果たすよう支援します。

・館山商工会議所、館山商

店会連合会、館山たばこ組

合に対して、運営費補助を

実施。

・新型コロナウイルス感染

症の影響により、落ち込ん

だ市内経済の回復を図るた

め、商店会連合会が実施す

る商店街スタンプラリー事

業の補助を実施。また、商

業協同組合が実施するプレ

ミアム商品券事業（たてや

ま元気商品券）の補助を

行った。

・プレミアム商品券：3億5649

万円の販売額に対し、3億5568

万円と、99.8％を回収し、市内

に一定程度の経済効果があっ

た。

・コロナ禍による廃業などの影

響もあり、商工会議所、商店会

連合会、たばこ組合の会員数が

減少している。

・商工会議所・商店会連合会等の会員と

してのメリットを明確にし、会員増強を

図る。

・コロナ禍におけるキャッシュレス化の

波が大きくなってきており、館山商工会

議所はじめ市内事業所のデジタル化につ

いては、避けては通れない岐路に来てい

る。

・高齢者等へのキャッシュレス化の理解

促進も重要である。

132
産業・経

済

商工業の

振興

商工業の

振興

持続可能で倫理

的な消費の普

及・啓発

企画課

／市民

協働課

／雇用

商工課

0 0

ＳＤＧｓの１２番目の目標である「つくる責任つか

う責任」の実現に向け、フェアトレード商品の購入

や地産地消など、人や社会、環境などに配慮した消

費行動を促進するため、消費者・事業者・行政が連

携して、市民への倫理的な消費（エシカル消費）の

普及・啓発を行います。

・市庁舎本館正面階段へ

SDGsアイコンを掲示

・安房地域振興事務所主催

のセミナーでSDGsの事例

発表

・安房西高校生徒が作成し

たSDGsフラッグを市役所

に掲示

・ちばSDGsパートナー登

録制度について県の担当者

と情報共有

・市の取組が県やNPOに伝わ

り、SDGsの取組について企画

課担当者が話をする機会が増加

した。

・エシカル消費は、市民1人1人

の生活スタイルや消費行動に直

結するため、教育分野との連携

も必須。

・まずは、エシカル消費（倫理的な消

費）という概念を市民に周知するととも

に、日常の買い物が世界の課題解決につ

ながるということを、事業者と行政が連

携して市民に普及・啓発を行う。

・積極的に取り組む事業者については、

市広報や市HPで紹介するなど、行政とし

て応援する。

133
産業・経

済

商工業の

振興

商工業の

振興

ふるさと納税

（ふるさと寄附

金）制度の推進

企画課 0 0

ふるさと納税制度を活用し、寄附者に対して館山市

の地場産品やサービスなどの返礼品を通して市の魅

力を発信することにより、更なる寄附者の増加を目

指すとともに、地場産業の振興を図ります。

・返礼品数の増加

・寄附者ニーズに基づく返

礼品内容の見直し

・短期的な歳入増だけを目的と

するのではなく、制度の趣旨を

理解し、市のイメージアップ、

知名度アップや地場産業の振興

など長期的な視野による取組を

進めていくことが必要。

・隣接する分野（商工業、観

光、食のまちづくり、農水産業

など）と連携・協力し、市全体

のＰＲとなるような取組をして

いく必要がある。

・返礼品数、返礼品提供事業者数の増に

より、地場産業の振興に繋げる。

・地域の課題を解決するような市独自事

業を構築し、クラウドファンディングに

より実施する。

・寄附金の使途について、明確な情報発

信を行う。

・電子感謝券などの導入により、これま

で多くはなかった飲食関係・サービス関

係の返礼品を充実させ、来訪者の増加に

繋げる。

・シティープロモーション、シティー

セールスを意識し、経済観光部と連携・

協力しながら、市全体のＰＲにつながる

戦略的なプロモーションを実施する。
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134
産業・経

済

商工業の

振興

商工業の

振興

半島振興法によ

る諸制度の利活

用の検討

企画課 0 0

『半島振興法』に関する制度改正等を注視し、対象

企業に対して制度を適用するとともに、民間企業等

への制度周知による積極的な活用を推進します。

・R3年度認定事業数：製造

業２件

・半島振興法に係る諸制度のよ

り積極的な周知が必要。

・企業誘致において、他の市施

策とあわせ、本制度の周知が必

要。

・市内事業者や企業誘致に向け、ホーム

ページでの情報発信やパンフレットの作

成など、制度を周知する機会を増やし、

さらなる制度の活用促進を図る。

135
産業・経

済

商工業の

振興

商工業の

振興

リノベーション

まちづくり事業

雇用商

工課
7,990 7,990

まちの建物や空間の新しい使い方と創業希望者など

の担い手とをマッチングさせるためのリノベーショ

ンスクールを開催することにより、館山駅周辺地域

等の空き店舗や未利用地の有効活用を図ります。ま

た、リノベーションスクールの受講生等が事業展開

しやすくなるような環境整備を推進します。

・館山リノベーションまち

づくり実行委員及び、R3年

度に設立されたまちづくり

会社とともに、空き店舗活

用ワークショップ、講演

会、高校生とのまちづくり

事業、起業支援事業を実施

した。

・R1年度、R2年度に実施した

リノベーションスクールをきっ

かけに飲食店やまちづくり会社

等が12件設立された。

・街中で起業や事業展開しやすい環境づ

くりを行い、空き店舗や未利用地が活用

され、まちの活気を取り戻せるような事

業を行う。

・地域の方々や地元の商店街、事業者等

の理解、協力を得ながら、連携を深めて

取り組んでいくことが求められる。

・R3年度と同様の取組を継続するととも

に、将来にわたって持続可能な取組とな

るよう、リノベーションまちづくり構想

（ビジョン）の策定を行う。

136
産業・経

済

新たな雇

用の創出

と就業支

援の強化

新たな雇

用の創出

魅力ある雇用の

創出

雇用商

工課
1,485 1,485

雇用の需要と供給のバランスを整え、多様な職種選

択等に対応できる雇用対策を推進し、魅力ある安定

した雇用の場の創出に努めます。

・都市部だけではなく、地

方でもインターネット環境

さえ整えば仕事ができるこ

とを体験するとともに、そ

れぞれのライフスタイルや

ワークスタイルを考える

きっかけづくりとして、

「ワーケーション体験プロ

グラム」の開発等を行っ

た。

・館山市での新しい働き方・ラ

イフスタイルを提案する機会と

なり、モニターツアー参加者の

満足度が高く、地元事業者との

交流・意見交換も実施できた。

・新型コロナウイルスの感染拡大状況を

踏まえた中でこれまでの取組を継続しつ

つ、ＩＴ系企業の誘致に有利な地域とな

るための人材育成として、地元高校生と

の連携も模索しながら、効果的な事業展

開を図っていく。

137
産業・経

済

新たな雇

用の創出

と就業支

援の強化

新たな雇

用の創出

企業誘致推進事

業

雇用商

工課
6,639 6,639

企業誘致を推進するため、企業訪問や市内企業の情

報収集、市内進出希望の企業へのフォローアップを

行うとともに、事業者に対して支援します。

・「館山市テレワーク拠点

施設整備補助金」を創設

し、テレワーク等に利用可

能な拠点施設整備とワー

ケーション推進を併せて取

り組む事業者に対象経費の

一部を支援した。

・新たに事業所を開設した

事業者に企業立地奨励金を

支出した。

・館山駅西口に所在する筑波大

学館山研修所が改修され、館山

市のテレワーク・ワーケーショ

ンの拠点施設として「リビング

エニウェア・コモンズ館山」が

オープンした。

・企業誘致に向けた活動は随時

行っているものの、実現には

至っていない。

・地域おこし協力隊（ワーケーション推

進業務）と連携し、当該拠点施設の利活

用を含め、受入体制の充実に努めるとと

もに、企業へのアプローチを実施してい

く。

・企業立地奨励金を積極的に活用しても

らうために周知・広報していく。
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事業
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138
産業・経

済

新たな雇

用の創出

と就業支

援の強化

新たな雇

用の創出

起業促進支援事

業

雇用商

工課
1,524 1,524

ワンストップ相談窓口の充実や創業支援セミナーの

開催、起業支援補助金や融資制度などによる支援を

行い、起業者数の増加を目指します。

・産業の振興を図るため、

起業する個人・法人に対

し、その経費の一部を補助

した。

・起業した人、起業を考え

ている人向けに、創業支援

セミナーを開催した。

・創業支援相談１２件、創業支

援セミナー受講者１４名起業支

援補助金利用者７件など、館山

市での企業に関心が高まる中、

起業した後のフォローアップ等

をどのように行っていくかが課

題となっている。

・館山市・南房総市定住自立圏共生ビ

ジョン事業による中小企業者への各種相

談支援窓口設置。

・千葉県産業振興センターや千葉県よろ

ず支援拠点等から経営（経営拡大・販路

開拓等）の専門家を派遣していただき、

無料相談を行う。

139
産業・経

済

雇用の需

要と供給

のマッチ

ング強化

就業支援

の強化

雇用の需要と供

給のマッチング

強化

雇用商

工課
0 0

ハローワークや近隣市町、事業者と連携・協力し、

地域の雇用ニーズを捉えた求職セミナーの開催や求

人情報の提供等により、求人・求職のマッチングの

機会を増やすとともに、働きたくなる環境整備と地

域人材の育成により、就業支援を図ります。

・新型コロナウイルス感染

症拡大により、対面での職

場見学が行えないことか

ら、オンラインを活用し、

求人募集中の安房地域の企

業をYouTubeライブで紹介

した。

・安房地域の企業の若手職

員紹介冊子を作成し、U

ターン就職促進のために成

人式で配布した。

・有効求人倍率が約２倍となっ

ており、特定の業種において人

手不足が顕著となっている。

・需給バランスの偏りが生じて

いる。

・新型コロナウイルス感染症拡

大により、対面での職場見学が

行えないことから代替事業が求

められる。

・引き続き関係機関と連携し、ジョブサ

ポート事業を実施していく。

・人材不足に悩む企業に対して、新たな

人材確保方策を提案する機会の提供等、

企業が抱える問題を緩和・解決する取組

も実施する。

・対面での職場見学が行えないことか

ら、オンラインでの企業紹介等代替事業

を行っていく。

140
産業・経

済

新たな雇

用の創出

と就業支

援の強化

就業支援

の強化

介護・福祉人材

の確保に向けた

支援

高齢者

福祉課
906 906

これからの超高齢社会に対応するため、各介護施設

等で不足する介護・福祉人材の確保を支援すること

により、高齢者福祉・介護サービスの充実を図りま

す。

・市内で介護職として就労

する、介護職員初任者研修

（8人）・実務者研修修了者

（11人）へ受講費用の１／

２を助成した。

・助成制度の周知

・全国的な労働力不足の中での

パイの奪い合い

・助成対象者の拡大について検

討する必要がある

・助成制度だけでは、人材の確保は厳し

い現状。

・若者への働きかけや他地域・他国から

の受入支援等、直接的な人材確保の検討

だけでなく、地域全体での支援による介

護事業所の負担軽減など、介護人材不足

に対応する施策の検討も合わせて必要と

なる。

141
産業・経

済

移住・定

住の促進

移住・定

住の促進

移住・定住促進

事業

雇用商

工課
4,500 4,500

ＮＰＯ法人及び関連機関と連携した移住・定住相談

体制の充実、関連イベントの実施、最新地域情報の

提供、空き家バンク制度の利用促進など、移住・定

住の促進につながる支援や移住しやすい環境の強化

を図ります。

・NPO法人おせっ会への委

託により、これまでの移住

相談業務に加え、YouTube

を活用した空き家バンク物

件の紹介、移住情報の紹介

を実施した。

・おせっ会のYouTubeチャンネ

ルの登録者数が2,000人を超え

た。

・YouTubeを活用した空き家バ

ンク物件の紹介により、以前よ

りも早い物件成約に繋がってい

る。

・相談件数、移住完了報告者数

が年度によってバラつきが大き

く事業の見通しを立てることが

難しい。

・引き続きNPO法人おせっ会と連携し、

移住しやすい環境の整備を図るととも

に、YouTubeを活用した空き家バンクの

物件紹介、移住情報の紹介を通じて移住

プロモーションの推進を行う。
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142
産業・経

済

移住・定

住の促進

移住・定

住の促進

大学等と連携し

た教室の開催
企画課 0 0

市内に施設を有する大学や連携協定を締結した大学

等に対し、市民や子ども向けの教室の開催や市との

連携による共同研究の推進についての働きかけを行

い、地域の学ぶ力の向上を目指します。また、空き

公共施設等を活用し、市内で活動する学生や研究室

の拠点を設け、新たな「知の拠点」の創出を目指し

ます。

・新たに昭和女子大学と包

括連携協定を締結。

・昭和女子大学のプロジェ

クトの一環として、市役所

でのインターンを実施。

・市街地循環バス（実証運

行）のバス停・時刻表デザ

インを千葉工業大学の学生

に依頼。

・博物館の展示に千葉大学

デザイン文化計画研究室が

協力。

・各大学との具体的な取組が進

み、学生に地域を知ってもらう

機会が設けられた。ただし、コ

ロナ禍により、現地での活動が

制限された。

・大学入学者が減少し、大学施

設の都心回帰が進む現状では、

地方へのサテライトキャンパス

設置は厳しい状況であり、大学

側にもその意向はない。

・引き続き、市内に研究施設やセミナー

ハウスを持つ大学等と連携し、教室を開

催するなど地域の教育力向上を目指す。

・市内の大学施設等で学んだ学生が、市

内で起業や就職、研究を継続すること

で、関係人口となるよう支援する。

143
産業・経

済

移住・定

住の促進

移住・定

住の促進

市内高校ブラン

ド化支援事業
企画課 0 0

市内高校のブランド化に向けた高校との意見交換を

実施するとともに、市内外の中学生や子育て世帯の

移住者から“選ばれる高校”になるために、各高校の

魅力が向上するための支援を行います。

・高校との意見交換会を実

施。令和3年度から南房総市

と連携し、安房拓心と成美

学園（通信）も参加。

・千葉県の次期県立高校改

革推進プランに対し、意見

を提出。

・館山総合高校を希望する

地域外生徒のための環境整

備や、安房高校の特別進学

クラスの設置（中高一貫校

含む）の具体的な検討を開

始。

・地元自治体と高校が連携し、

県教育委員会への意見を提出す

るなど、具体的なアクションを

起こせた。

・市内の高校でも、安心して学

ぶことができ、学力向上を見込

めるという実績が必要。

・高校が統廃合された場合、さ

らなる人口流出が起こりかねな

い。

・市外の学校に進学する生徒が増加し、

県立高校が軒並み定員割れしている現状

を克服する。

・引き続き、高校との意見交換会を実施

し、各校の実情に合わせた支援を行う。

144
産業・経

済

移住・定

住の促進

移住・定

住の促進

「恋人の聖地」

地域資源・人的

資源の活用によ

る関係人口創出

事業

企画課

／雇用

商工課

283 283

「恋人の聖地／鏡ヶ浦から富士の見えるまち 館山」

を活用した事業等を実施し、カップルの出会いや思

い出、再会の場を提供することにより、移住・定住

やＵターンの促進を図るとともに、関係人口の創出

を目指します。

・人口動態データの分析を

通じ、少子化対策・結婚支

援の必要性を検討。

・少子化対策については、

プロジェクトチーム設置も

検討。

・引き続き、恋人の聖地プ

ロジェクトに参画。

・令和3年度は具体的な事業は

実施できなかった。

・雇用商工課やNPO法人おせっ会と連携

し、人口減少対策・少子化対策のための

婚活支援事業の実施を検討する。
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145
産業・経

済

交流拠点

施設を核

とした地

域活性化

交流拠点

施設を核

とした地

域活性化

交流拠点「“渚

の駅”たてや

ま」機能強化事

業

観光み

なと課
2,607 2,607

「“渚の駅”たてやま」の機能強化と魅力向上によ

り、来館者の更なる増加を図るとともに、観光情報

の発信拠点として、旬の観光情報を提供し、市内観

光の周遊性を高めることで、観光の振興と地域経済

の活性化を推進します。

・適切な維持管理を行いつ

つ、さかなクングッズの充

実等様々な取り組みによ

り、施設の魅力向上に務め

た。

・まん延防止等重点措置期

間中、渚の博物館及び商業

施設棟は感染防止対策を講

じた上で開館、海辺の広場

は休館とした。

・まん延防止等重点措置期間

中、一部のコンテンツの制限や

閉館等の対応をとったが、一定

数の集客は得られ、施設入込客

数はコロナ禍前の水準に戻りつ

つある。

・ウィズコロナ・アフターコロ

ナにおける更なる来館者の増加

を図るため、引き続き感染症対

策を徹底する必要がある。

・“渚の駅”たてやまの駐車場の

確保が課題。

・さかなクンと連携する場合、

出演料等の予算確保が必要。

・情報発信機能の強化として、定期的に

施設ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等をリニューアルし積極的

な施設ＰＲを行う。

・さかなクンギャラリーの展示内容を更

に充実させ、来館者の満足度向上を図

る。

・さかなクングッズにつき、定期的に販

売商品の見直しを行い購買意欲の向上を

図る。

・行革の視点より、引き続き指定管理制

度について検討をしていく。

・“渚の駅”たてやまの駐車場拡大につい

ての検討（駐車場の整備・臨時駐車場の

確保等）。
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・食のまちづくりでは、地域内の流通システ

ムを確立し、地域の農水産資源の活用推進、

給食事業者や飲食店等での食材活用拡大、新

たな特産加工品の開発提供などにより、館山

市の「食」の魅力を高め、地元市民や観光客

が「食」の魅力を理解し消費拡大を図るとと

もに、農水産業や観光業など地域産業の活性

化や雇用につなげる。

①食のまちづくりの基本的な取り組み

食のまちづくり協議会をプラットフォームと

し、飲食店や加工業者等の民間事業者と連携

して、地域内流通システム構築や加工品開発

促進を中心に、給食事業や観光・商工分野等

において取り組んでいる食に関する様々な事

業と連携し、食の魅力PRなどに取り組んで

いく。

②拠点施設の整備、事業運営組織の確保

食のまちづくりを推進していくための重要な

手段として、地域内流通や加工などを機能と

した拠点施設の整備を行うとともに、「食の

まちづくり」の推進理念に基づき、これらの

事業運営ができる組織を育成・確保する。

③地域おこし協力隊の活用

総務省の「地域おこし協力隊制度」を活用

し、都市部に生活の拠点を置く若者を本市に

居住させ、食のまちづくりの推進活動を通じ

て、流通や加工、PRなど地域の食のまちづ

くりの新たな担い手として育成・確保を図

る。

④ジビエ加工施設を中心とした館山産ジビエ

の普及促進

食のまちづくりの一端として、館山産ジビエ

の定着とブランド化を図り、拠点施設を中心

にPRを進める。

・食のまちづくりの拠点整備が

スタートし、連携事業を含め、

「食のまちづくり」の機運が高

まってきた。

・開業後の安定運営・継続発展

を目指し、将来を見据えた連携

支援が必要である。

・関連施策・事業等を拠点施設

とうまく連携させ、拠点施設を

中心としたネットワークを構築

していく必要がある。

・拠点施設整備に向け事業

者を決定し、基本協定・基

本契約に基づき、事業を推

進した。

・ジビエ加工処理施設を開

業し、有害鳥獣の捕獲・処

理の推進とともに、館山産

ジビエの活用促進を図っ

た。

・館山市産農水産物を使用

した加工品開発・改良に対

し経費補助を行い、支援し

た。（R3：新規４件・改良

３件）

・R2年度に任期満了となっ

た地域おこし協力隊の起業

に関し費用支援を行い、食

のまちづくりの新たな担い

手育成を行った。

地域内の流通システムを構築し、地元食材の活用や

新たな特産加工品の開発・提供を支援するなど、多

彩な食資源の流通拠点となる「食のプラットフォー

ム」という位置づけで、「食のまちづくり」拠点施

設を整備します。また、地産地消や６次産業化等、

農林漁業振興活動に対し、「地域おこし協力隊」制

度等を活用することで、地域振興の新たな担い手の

育成と地域への定着を図ります。

54,58954,589146

食のま

ちづく

り推進

課

「食のまちづく

り」の推進によ

る地域産業の活

性化

交流拠点

施設を核

とした地

域活性化

交流拠点

施設を核

とした地

域活性化

産業・経

済
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

147 基盤整備

住環境の

充実と市

街地の利

便性向上

住環境の

充実

建築物の耐震化

等の促進

建築施

設課
0 0

住宅の地震や風水害に対する耐性向上等を支援し、

建築物の耐震化等を促進します。

・建築士事務所協会と協力

し、耐震診断の必要性につ

いて広報活動するも、建物

所有者自らが行う耐震化に

対して具体的な進捗が見ら

れなかった。また、耐震化

診断補助金制度についても

令和元年度から実施できて

いない。

・近年の災害の激甚化を鑑みる

と住宅の耐震化のみならず，風

水害に対する耐性向上を促進す

る必要性が高まっている。

１　非耐震化住宅の所有者に対する啓蒙

２　民間木造住宅への耐震診断費補助

３　耐震改修を行う住宅に対する助成を

検討

148 基盤整備

住環境の

充実と市

街地の利

便性向上

住環境の

充実
空き家対策

建築施

設課
2,669 2,669

『空家等対策の推進に関する特別措置法』に基づ

き、周辺に影響を及ぼす恐れのある特定空家等に対

し、適切な行政指導等を行い、安全で快適な住環境

の維持に努めます。

・市内全域空家の追加調査

（平成28年に実施した調査

時には存在しなかった空家

の調査）を実施した。

・相続などにより、所有者の特

定が困難であり、対応に多大な

時間を要する。

・特定空家等に対する法的措置

のみではなく、特定空家等にな

らないような空家管理をしてい

く必要がある。

・平成28年度調査空家の追跡調査（フォ

ローアップ）

・空家等対策計画策定

・不動産事業者等との連携による組織の

立ち上げと専門的知見の活用

149 基盤整備

住環境の

充実と市

街地の利

便性向上

住環境の

充実

市営住宅の適切

な管理

建築施

設課
5,815 5,815

館山市の公営住宅について、『館山市営住宅長寿命

化計画』に基づき、適切な管理を行います。

・『館山市営住宅長寿命化

計画』に基づき、令和4年～

5年に予定されている那古住

宅長寿命化大規模改修（長

寿命化型）工事の設計業務

委託を行った。また、笠名

の平屋住宅（用途廃止済）2

棟について解体を行った。

・現行の長寿命化計画が令和5

年で完結するため、これ以降の

市営住宅の維持管理や現存の市

営住宅を廃止する際の代替住宅

の確保について議論を進める必

要がある。

１　長寿命化計画に基づく住宅改修（那

古市営住宅　32戸）

２　用途廃止予定住宅入居者への住替え

斡旋

３　退去した用途廃止住宅の解体
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

150 基盤整備

住環境の

充実と市

街地の利

便性向上

市街地の

利便性向

上

地籍調査
都市計

画課
0 0

土地取引の円滑化、災害復旧の迅速化などに資する

地籍調査の調査研究を行い、事業着手について方向

性を定めます。

・地籍調査事業の調査研究

・長期間の予算確保及び人員確

保等が大きな課題となってい

る。

・国では未着手市町村の解消を

目指しており、毎年、千葉県か

ら事業実施の検討を要請されて

いる。

・南海トラフ地震の津波想定地

域の一部について、国主導によ

り官民境界基本調査（地籍調査

の前段のようなもの）が実施さ

れており、これに追随する必要

がある。

・地籍調査の着手に向け調査研究を行

う。

・国土強靭化地域計画への位置付けを検

討する。

【事業の背景】

　法務局に備え付けられている土地の記

録の多くは明治初期の地租改正により作

成された公図を基にしており、境界や形

状、面積などが現状と異なっている場合

が多い。

　そのため、一筆ごとの土地について、

その所有者、地番及び地目の調査並びに

境界及び地積の測量を行い、地籍簿及び

地籍図を作成し、法務局の登記記録を書

き改める。

　財源内訳：国費50％、県費25％、市費

25％（内80％交付税措置）※実質負担

５％（人件費除く）

151 基盤整備

住環境の

充実と市

街地の利

便性向上

市街地の

利便性向

上

館山駅東口駅前

広場の整備

都市計

画課
0 0

館山駅東口駅前広場における適正な車両の誘導と安

全な歩行空間の確保を目的とした整備を行います。

・館山駅東口駅前広場改修

計画策定業務委託の実施

（R4に繰越して実施中）

・既存駅前広場スペースの中で

は有効な活用が困難である。

・整備には交通事業者、警察と

の協議を要する。

・改修工事を実施するための詳

細設計を行う必要がある。

・移転した駐輪場跡地を含めた活用を図

る。

・リノベーションまちづくりの観点から

の活用も検討する。

・改修工事には、多額の費用が掛かるた

め、段階的な整備も検討する。

152 基盤整備

住環境の

充実と市

街地の利

便性向上

市街地の

利便性向

上

館山駅自由通路

等の整備推進

都市計

画課
11,694 11,694

館山駅自由通路等の利用者の安全性・快適性を確保

するため、計画的な整備を推進します。

・経年劣化による高圧受電

設備の一部更新及び天井の

落下防止のための補修を実

施した。

・平成１１年竣工から２０年以

上経過し、施設の老朽化や塩害

による劣化が進行している。

・計画的な改修を実施すること

により、施設整備費等の維持管

理費の平準化が図られる。

・屋上防水、内外装、トイレ、エレベー

ター等、優先度の高い箇所から施設整備

を実施し、トータルコスト縮減・平準化

につながるよう必要に応じ施設整備内容

の見直しを行っていく。
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

153 基盤整備

公園の機

能充実と

緑化の推

進

公園の機

能充実と

緑化の推

進

都市公園の整備
都市計

画課
73,334 73,334

『都市公園個別施設計画』を策定し、公園施設の適

切な維持管理を目指します。また、憩いの場として

の安全性・快適性を確保するとともに、樹木や草地

等の計画的な緑地管理を推進します。

・公園の建築物を保有する6

都市公園については、令和3

年12月に都市公園個別施設

計画を策定し、今後この計

画に沿った改修を進めてい

く。

・子供から高齢者までの「遊

び」、「散歩」、「運動」など

の多様なニーズへ対応した公園

施設・遊具等の整備。

・公園施設・遊具の老朽化によ

る修繕やバリアフリー対策、樹

木等の緑地の適切な管理、防災

機能の充実が求められる。

・老朽化した公園施設・遊具の計画的な

改修、防災機能の充実、バリアフリー化

等を考慮した安心安全に利用できる公園

づくり、さらには、誰もが楽しめ、多く

の人々が集まり、地域交流の場となる緑

あふれる公園づくりを推進していくた

め、今後公園全体の長寿命化計画を策定

する予定である。

・公園施設や公園緑地の維持管理・更新

を、トータルコスト縮減・平準化につな

がるよう必要に応じ見直しを行う。

なお、館山市内の10都市公園のうち1都

市公園は千葉県が管理をしている。

154 基盤整備

公園の機

能充実と

緑化の推

進

公園の機

能充実と

緑化の推

進

花のまちづくり

の推進

都市計

画課
1,692 1,692

花のまちづくりの計画的・統一的な推進により、

「花のまち館山」の活性化を図ります。

・チューリップを「スポー

ツの花」として市の７つ目

のイメージフラワーに選定

・『希望のタネプロジェク

ト』（企業から寄贈された

ヒマワリの種をR127、

R128花壇へ植栽）

・庁舎植栽（春・秋）

・園児花育事業（たねダン

ゴプロジェクト）

・園芸療法セミナーの実施

・施策事業を拡大していくうえ

で、市民の活動へ広がりを持た

せ、実践継続へのフォローも考

えていく必要がある。

・現在実施している事業の継続、拡大と

新たな施策の実施について検討する。

・官民連携による「花のまちづくり」の

ための方策を検討する。

155 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

幹線道路

網の整備

国道・県道の整

備促進

建設課

／都市

計画課

42 42
国道・県道の各道路整備事業における未整備区間の

整備促進について、要望活動等を行います。

【建設課】

・県道の整備については、

関連する促進協議会等を通

じて要望活動を行った。ま

た、整備に伴い、地元区長

等と調整を図り、事業促進

に努めた。

【都市計画課】

・国道410号並びに関連道

路整備促進期成同盟会にお

いて千葉県に対し要望活動

を行った。（コロナの影響

により要望書は郵送）

・事業主体（県）の事業予算に

よるところが大きく、また地権

者交渉を伴うため、地道な要望

活動を行っているが、スピー

ディーな事業展開になるとは限

らない。

・各道路整備事業の未整備区間の整備促

進について千葉県に対し、要望活動等を

実施する。
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決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課
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目標名
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資料2-3

156 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

幹線道路

網の整備

東関東自動車道

館山線等の整備

促進

都市計

画課
122 122

富津館山道路の富津竹岡インターチェンジ～富浦イ

ンターチェンジ間の４車線化早期完成を目指し、要

望活動等を行います。

・東関東自動車道館山線建

設促進期成同盟会等におい

て国、国会議員及び関係機

関への要望活動を行った。

（コロナの影響により要望

書は郵送）

・４車線化早期完成のための要

望活動を継続的に実施する必要

がある。

・４車線化完成区間についての事業効果

なども活用した要望活動を実施してい

く。

・富津竹岡ICから富津金谷ＩＣまでの区

間について、平成31年３月に「財政投融

資を活用して実施する４車線化等候補箇

所」として選定され、事業許可がされて

いる。

　また、上記区間を含む富浦ICまでの区

間について、令和元年９月に４車線化等

の優先整備区間に選定されており、全区

間の早期事業化を求めていく。

157 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

幹線道路

網の整備

地域高規格道路

の整備促進

都市計

画課
30 30

地域高規格道路館山・鴨川道路建設に対する要望を

継続します。また、東京湾口道路の早期建設に向け

ての構想の具体化については、房総地域東京湾口道

路建設促進協議会などを通じた、国・県への要望活

動等を行います。

①館山・鴨川道路

・地域高規格道路館山・鴨

川道路整備促進期成同盟会

において国・県などへ要望

活動を実施。（コロナの影

響により鴨川市による代表

要望）

②東京湾口道路

・実施無し

・強力な要望活動を継続的に実

施する必要がある。

①館山・鴨川道路

・地域高規格道路館山・鴨川道路整備促

進期成同盟会における国・県などへの要

望活動の実施

②東京湾口道路

・房総地域東京湾口道路建設促進協議会

などを通じた国・県などへの要望活動の

実施

158 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

幹線道路

網の整備

都市計画道路船

形館山線（船形

バイパス）の整

備

都市計

画課
14,400 14,400

富津館山道路の富浦インターチェンジ付近の国道１

２７号から館山湾へ直接アクセスできる「船形バイ

パス」の整備を推進します。

・用地取得を実施し、公社

取得分を含めて357.69㎡を

取得した。（令和３年度末

までの取得率74.2％）

・国費（防災安全交付金）の交

付率が年度により大きく変動す

ることがあり、交付決定に伴い

事業量の調整をしながらの事業

遂行となっている。

・用地取得難航者の対応が課題

になっている。

・用地交渉において、特殊性を要する案

件については、専門的分野の有資格者を

通じ必要な対策を講じながら課題の解決

を図る。

159 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

幹線道路

網の整備

都市計画道路青

柳大賀線の整備

都市計

画課
297 297

国道４１０ 号分岐部から県道南安房公園線までの都

市計画道路青柳大賀線について、事業中の都市計画

道路整備事業の進捗状況を見極めながら整備計画の

策定に取り組みます。

・先行取得用地の維持管理

を実施

・複数の都市計画道路整備事業

は財政的に難しい。

・未整備区間が約３．５ｋｍと

長い為、認可区間を分割する必

要があり、その場合、既設の道

路と取り付ける道路の改良工事

が必要になる。

・事業中である船形バイパスの進捗状況

を見据えながら、且つ他の大規模事業と

の調整を図り事業着手する必要がある。
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160 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

市道の整

備
道路改良事業 建設課 149,007 149,007

安全かつ円滑な通行確保のため、計画的な市道の改

良を推進します。

・市道9052号線（二子地

内）の用地取得できた区間

について、工事を実施し

た。

・館山警察署新築（北条地

内）の道路新設工事と国道

127号（北条地内）の交差

点新設工事及び市道1266号

線（北条地内）の道路改良

工事を実施した。

・事業実施に必要となる用地の

確保や、関係機関との協議等に

時間と労力が必要となる。

・道路拡幅には、沿道住民から

の用地提供が必要となるが、協

力が得られず、整備が進まな

い。

・市道の安全、円滑な通行の確保と、市

民生活の安全安心を確保するため、用地

の提供など、関係者の協力を得ながら順

次、整備を推進する。

161 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

市道の整

備

道路排水整備事

業
建設課 20,015 20,015

居住環境の改善と安全な通行の確保のため、市民か

らの要望を踏まえながら、計画的な排水整備を行い

ます。

・市内6路線の排水整備工事

を実施した。

・排水整備の要望は、毎年各地

区から多数寄せられており、現

計画では整備が追いついていか

ない。

・整備要望に対する財源確保が

必要である。

・各地区から新規に多くの排水整備の要

望が出されていることから、今後も緊急

度に応じた計画的な整備が必要である。

162 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

市道の整

備
歩道整備事業 建設課 0 0

安全・安心な歩行空間の確保のため、自動車交通量

の多い幹線市道や学校周辺の歩道等の整備を推進し

ます。

・R3実施予定をR4へ

・事業実施に必要となる用地の

確保や、関係機関との協議等に

時間と労力が必要となる。

・国の交付金事業の重点計画に

該当しないため、配分額が少な

く計画通りには進まない可能性

がある。

・歩行者の安全確保と、円滑な車両通行

を確保する上で、歩道整備が必要な箇所

について、用地の確保など課題もある

が、整備可能な箇所から整備を行う。

163 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

市道の維

持管理

道路維持補修事

業
建設課 65,461 65,461

定期的な道路パトロールを実施し、危険箇所の早期

発見による迅速な補修を行うとともに、法定外公共

物については、資材支給等による維持管理に努めま

す。

・年々増加する要望数に外

注・直営を適切に対応する

ことで、道路施設における

最低限の機能管理を図っ

た。

・道路施設の老朽化が著しく、

要望件数も増加するなか、不明

埋設物等の老朽化による道路陥

没の緊急対応も増加しており、

道路施設の更新が課題である。

・地域住民の高齢化に伴い、

草・竹刈りの要望箇所が年々増

加しており、市直営での対応が

困難となってきている。

・道路構造物の老朽化による道路陥没

が、令和3年度は11か所発生しており、

年々発生件数が増加傾向である。対処療

法的に復旧工事を行っているが、予算の

確保及び直営職員の確保は不可欠であ

る。また、市民の高齢化に伴い年々増加

している、市道等の草刈要望について

は、市直営での対応が困難な状況となっ

ているので、業務委託料の予算増加が必

要である。

164 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

市道の維

持管理

トンネル及び道

路法面長寿命化

修繕事業

建設課 46,315 46,315

交通の安全確保のため、市内６カ所の道路トンネル

及び道路法面について、『長寿命化修繕計画』に基

づいた補修を行います。

・道路法面の長寿命化修繕

計画に基づき市道4040号線

の道路法面の補修工事を令

和2年度より繰越て実施し

た。

・国の交付金により事業を実施

するため、配分額が少ない場合

は計画通り進まない可能性があ

る。

・道路法改正により義務化された５年に

１回の定期点検や、長寿命化計画に基づ

き、ライフサイクルコストの縮減と維持

管理費の平準化を図り、計画的に事業を

実施する必要がある。
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165 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

市道の維

持管理

道路舗装補修事

業
建設課 18,911 18,911

安全な交通機能を確保するため、『舗装維持管理計

画』に基づいた補修を行います。

・幹線市道を中心に市内3路

線の損傷の著しい箇所の舗

装補修工事を実施した。

・国の交付金事業の重点計画に

該当しないため、配分額が少な

く計画通りには進まない可能性

がある。

・舗装補修の要望が、毎年各地

区から多数あり、補修が追いつ

いていかない。

・舗装の老朽化が進んでいることから、

安全な交通機能を確保するため、緊急度

に応じて計画的な整備が必要である。

166 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

市道の維

持管理

橋梁長寿命化修

繕事業
建設課 49,578 49,578

安全な交通機能を確保するため、橋梁の点検及び

『橋梁長寿命化修繕計画』に基づいた補修を行いま

す。

・橋梁点検を47橋実施（2

巡目）し、点検結果を踏ま

えR4に長寿命化修繕計画の

見直しを予定している。

・橋梁長寿命化修繕計画に

基づき、島田橋（R2繰越）

と和田橋、中入会橋、中芝

橋、館山大橋（R3繰越）、

2号永代橋（R3繰越）の補

修工事を実施した。

・修繕計画を策定し、橋梁点検

を実施した結果、補修する橋梁

数が多く、修繕計画通り進まな

い可能性がある。

・道路法改正により義務化された５年に

１回の定期点検や、長寿命化計画に基づ

き、ライフサイクルコストの縮減と維持

管理費の平準化を図り、計画的に事業を

実施する必要がある。

167 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

河川の安

全確保

河川整備維持補

修事業
建設課 4,576 4,576

河川パトロールの実施により、河川施設の状況把握

や危険箇所を早期発見し、河川の適正な整備・維持

補修を行います。

・河川維持工事に伴う業務

委託の発注を行い、工事発

注に対する設計業務を実施

した。

・竹木伐採及び堆積土砂の

撤去などを行ったことによ

り、被害の拡大を防止する

とともに施設の安全性が保

たれた。

・整備に伴う財源の確保や河川

整備事業としての整備に至って

いない。

・R4年度は、R3年度繰越を含め普通河

川蟹田川、塩見川、見物川、長田川、茂

名川の護岸河川維持工事を実施する。

168 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

河川の安

全確保

二級河川の整備

促進
建設課 11 11

河川の氾濫が懸念されている平久里川及び滝川の未

整備区間の整備促進について、早期実現を千葉県へ

要望します。

・改修促進協議会により、

県への要望活動を実施。

・千葉県を事務局とし流域

治水プロジェクトを策定

・事業主体（県）の事業予算に

よるところが大きいため、地道

な要望活動をしたところでス

ピーディーな事業展開になると

は限らない。

・平久里川及び滝川の未整備区間の整備

促進について千葉県に対し、要望活動等

を実施する。

169 基盤整備

道路環境

の充実と

河川整備

の促進

河川の安

全確保

雨水排水路等の

整備

都市計

画課
68,624 68,624

雨水排水路の修繕工事を行うとともに、浸水がみら

れる箇所（北条中央排水路・楠見１号排水路・那古

下水路）の計画的な整備を行います。

・随時雨水排水路の修繕工

事を実施

・北条中央排水路改良工事

（第１期）を実施

・楠見１号排水路詳細設計

業務を実施

・船形バイパスの付帯工事で宇

田排水路の改良工事を実施して

行くが、その他の複数の雨水排

水路改良工事を実施するだけの

財政力が課題。

・周辺地域での冠水被害の解消を図るた

め、計画的に排水路の改修を進める。

・雨水排水路の流下能力に余裕のある水

路については、汚泥撤去作業が不要にな

るような修繕工事を進める。
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170 基盤整備
交通体系

の充実

地域交通

網の確

保・維持

自転車利用促進

事業

企画課

／観光

みなと

課／市

民協働

課／建

設課／

スポー

ツ課

3,500 3,500

市民や来訪者が、安全・快適に、また効率よく移動

できるまちを実現するため、走行環境の確保に努め

るとともに、二次交通や観光振興としての自転車活

用について検討します。

【企画課】

・県（国）等から送付され

る情報の収集及び庁内関係

課への情報提供の実施を

行った。

【観光みなと課】

・来訪者等の二次交通及び

観光振興を図るため、拠点

となる館山駅及び“渚の駅”

たてやまにおいて、来訪者

等のニーズに合った自転車

配備等を行い、サイクル

ツーリズムの推進を行っ

た。

【市民協働課】

・特になし

・館山市観光協会のレンタサイク

ル事業において、観光客のニーズ

に応じた多種多様な自転車の購入

により、コロナ禍にも拘らず、過

去最高の貸出台数となり、ウイズ

コロナでのサイクルツーリズムの

推進が図られた。

・ロードバイク等の増加に伴い、

「館山市自転車ネットワーク計

画」に基づき、サイクリスト目線

での道路整備など、自転車通行空

間の整備が必要。

・自転車の利活用は、観光や通

勤・通学、日常生活など、目的や

必要とする環境等が多様であり、

それぞれの課題や問題点を整理

し、自転車の利活用による総合的

なまちづくりの方向性を検討する

必要がある。

・館山市観光協会のレンタサイクル事業

において、利便性・顧客満足度の更なる

向上を図るため、自転車の購入等を検討

する。

・今後は、国・県・近隣市町と連携し、

「館山市自転車ネットワーク計画」に基

づき、道路整備をはじめとする自転車通

行空間を整備していく。

・公共交通の利用促進、市民の健康増

進、環境負荷の軽減、交通渋滞の解消等

を図るため、「サイクル＆ライド」など

自転車利用促進事業の実施に向けた検討

を行う。

・自転車活用推進法の施行にともない、

国や県の「自転車活用推進計画」の策定

動向に注視し、市においても、庁内の推

進体制を整え、策定を検討する。

171 基盤整備
交通体系

の充実

地域公共

交通網の

確保、維

持

持続可能で利便

性の高い公共交

通ネットワーク

の確保・維持

企画課 51,779 51,779

『館山市地域公共交通網形成計画』で重点的に取り

組む分野としている「市街地の回遊性向上」、「公

共交通空白地対策」、「観光二次交通の整備・確

保」について、市民や公共交通事業者、その他関係

機関と連携し、公共交通網の見直し・改善を行いま

す。

・市街地循環バス実証運行

や、南房総・館山地域公共

交通活性化協議会（南房総

市と2市合同の協議会）にお

ける公共交通計画策定、利

用の少ないバス路線や交通

空白地における実証運行を

行い、ニーズの把握や公共

交通計画に定めた事業の推

進に努めた。

・高齢化が進み、運転免許返納

者が増加傾向にある中、移動手

段を維持確保することは、安心

して暮らせる環境づくりや生活

の質向上につながると考えられ

る。

・課題としては、「各事業の継

続性担保」「特に交通空白地輸

送における地域住民の理解、協

力」「コストバランス」等が挙

げられる。

・引き続き、2市合同の「南房総・館山

地域公共交通計画」並びに「館山市地域

公共交通網形成計画」の内容に従い、利

用しやすくニーズに沿い、かつ、コスト

バランスの取れた移動手段の構築・維持

確保に努める。
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172 基盤整備
交通体系

の充実

地域公共

交通網の

確保、維

持

新たなシステム

の導入等による

利用しやすい公

共交通の実現

企画課 0 0

利用者の利便性向上や運行業務の効率化、移動を楽

しむために必要なグリーンスローモビリティや自動

運転、ＭａａＳの構築、キャッシュレス化等、新た

な技術やシステムの導入等に取り組みます。

・富崎地区において、市民

主導によるグリーンスロー

モビリティ（富崎ぐるっと

バス）の実証運行が行われ

たほか、西岬地区でも、大

学や事業者の連携による観

光客をメインターゲットと

したグリーンスローモビリ

ティの実証が行われた。

※富崎ぐるっとバスについ

ては、令和4年度以降、カー

シェア車両（ワンボック

ス）を用いた本格運行に移

行

・MaaS等、その他の事業

については着手できなかっ

た。

・通常の路線バス車両が入れな

い集落内等において、新たな仕

掛けとしてグリーンスローモビ

リティを導入し、地域住民や観

光客のラストワンマイル移動の

手段を確保した。

・その一方、グリーンスローモ

ビリティの実用性については

様々な課題（窓が無く冬場は寒

い、スピードが20km/hであり

幹線道路の走行に向かない等）

が浮き彫りとなった。

・今まで以上に「利用してみたい」「分

かりやすい」と感じてもらえる移動手段

を整備するため、各種の新技術導入・活

用も検討しつつ、公共交通の魅力アップ

に努める。
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173 環境共生

自然環境

の保全と

景観形成

の促進

自然環境

の保全

森林・里山保全

整備事業

農水産

課
555 555

松くい虫のまん延を防止するため、保安林などの松

林を重点的・計画的に防除し、森林機能の保全を図

ります。また、里山の保全整備として、旧館山工業

団地用地の利活用を検討します。

・薬剤駆除等による松くい

虫のまん延防止を実施し、

健全な保全を図った。

・森林環境整備事業補助金

事業（市単独事業）を創設

し、森林の保全整備を実施

した。

・例年、松くい虫による被害が

発生している。

・森林を支える集落の過疎化や

森林所有者の高齢化が進んでい

る。

・松くい虫の発生に関する情報などを基

に薬剤駆除を実施し、被害の減少に努め

る。

・地域住民等による活動組織が実施する

森林の保全管理活動などの取組を促進す

る。

・旧工業団地用地の利活用の検討

174 環境共生

自然環境

の保全と

景観形成

の促進

自然環境

の保全

自然環境保全対

策事業
環境課 6,725 6,725

自然環境を守るための指導・規制や緑化の推進・啓

発活動に努めます。また、自然環境の保全活動に取

り組む団体を支援します。

・無断埋立ての可能性のあ

る現場の監視

R3：1件

・不法投棄等の発見・監視

R3：18件

・その他公害等の監視・指

導

R3：56件

・法令対象外や管轄外、他機関

との調整の必要などにより、発

見後の迅速な対応が困難な事案

がある

●千葉県及び自然公園指導員等と連携

し、監視活動を行う。

・千葉県自然保護指導員による巡回巡視

（千葉県知事委嘱）　任期2年　１名

●環境への負荷が低減されるよう監視

し、無断埋立て等の適切な指導や規制を

行う。

・環境対策等のパトロールによる監視、

指導（市職員　2名）

・関係法令に基づく適切な指導、規制

●海洋プラスティックごみの削減、

SDGsへの取組みを推進する。

・プラスティック・スマートフォーラム

等を活用した啓発活動を行う。

175 環境共生

自然環境

の保全と

景観形成

の促進

自然環境

の保全

埋立事業者への

指導・監督強化
環境課 0 0

『館山市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害

の発生の防止に関する条例』の的確な運用と事業者

への指導・監督強化により、土壌汚染や災害発生の

未然防止に努めます。

条例による許可

R3：８件

・規制対象外の物での埋め立て

が増加しており、それらに対す

る規制の必要性の検討。

・規制対象外となっている埋立て事業へ

の対応を検討

・千葉県の条例改正の動向確認

176 環境共生

自然環境

の保全と

景観形成

の促進

公害防止

対策の推

進

公害防止対策事

業
環境課 1,327 1,327

公害発生防止のための水質調査や土壌調査などを行

います。また、工場設置事業者等と公害防止協定を

締結するなど、公害の発生防止に努めます。

・地下水、浸出水、河川の

水質検査を実施。

検査実施箇所数

R3：18か所

・過疎、高齢化による、耕作放

棄地や空地、空家が増加し、環

境課のみでの対応が困難な事案

が増加している

●公害防止協定の締結の推進

・公害防止協定の締結

・公害防止協定に基づく調査・指導・監

督

●市民からの公害苦情相談等に対して、

現地調査等を実施し、原因者、被害者双

方にアドバイス・調整を行い、問題の早

期解決に努める。

177 環境共生

自然環境

の保全と

景観形成

の促進

公害防止

対策の推

進

不法投棄防止対

策事業
環境課 472 472

巡回パトロール及び防犯カメラによる監視強化など

により、不法投棄の防止に努めます。

・巡回パトロールや防犯カ

メラでの監視による、不法

投棄の防止対策を実施。

R3：不法投棄対応18件

・監視強化により、不法投棄へ

の早期対応、事案の拡大防止に

つながった。

・巡回パトロール、防犯カメラによる監

視、市及び県等による連携（合同パト

ロール、現場調査等）、広報紙等による

周知により、不法投棄投棄の防止と早期

発見に努める。
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決算（見込み）額（千円） 事業内容
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事業

№
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資料2-3

178 環境共生

自然環境

の保全と

景観形成

の促進

景観形成

の促進

景観まちづくり

の推進

都市計

画課
0 0

『館山市景観計画』に基づき、自然景観や歴史的・

文化的景観などの視点も加えた良好な景観の形成を

図ります。また、重点地区の館山駅西口地区では、

南欧風の街並みづくりと調和し、海洋性リゾートへ

の玄関口にふさわしい空間づくりの形成を図りま

す。

・景観計画及び景観条例に

基づき指導を行った。

・鶴谷八幡宮周辺地区の槇の生

垣の連なり、船形バイパス沿道

地区などの重点地区候補地区の

重点地区への移行の検討を行

う。

・景観セミナーなどを実施し、景観計画

の周知を図る。

・重点地区の追加指定

179 環境共生

環境・衛

生対策の

充実

廃棄物処

理体制の

充実

し尿収集運搬事

業
環境課 16,231 16,231

市民（利用者）の衛生的な生活環境の確保と負担軽

減を図るため、し尿収集運搬事業の円滑な運営を支

援します。

・し尿収集業者に対し、業

務実績に基づく補助を実

施。

R3：収集量4,835,190ℓ

・し尿収集業者による安定的か

つ円滑な収集が実現した。

・人口減少等により収入が減る

一方、市内全域の収集に一定の

費用を要する、赤字が避けられ

ない事業構造が課題。

・事業の構造的な赤字が避けられないこ

とを踏まえて、安定的かつ円滑なし尿収

集に資する事業者への支援を実施する。

180 環境共生

環境・衛

生対策の

充実

廃棄物処

理体制の

充実

粗大ごみ処理施

設運営事業

環境セ

ンター
11,451 11,451

施設の適正な維持管理により、粗大ごみの効率的な

処理や資源リサイクルの推進に努めます。

・綿密な日常点検、適正な

運転管理を実施し、確実な

廃棄物処理を行った。

・施設閉鎖の期間までの安定し

た運転管理の実施。

・令和4年度をもって、当該施設での粗

大ごみ処理事業は終了。

・令和5年度より民間委託へ移行。

181 環境共生

環境・衛

生対策の

充実

廃棄物処

理体制の

充実

最終処分場運営

事業

環境セ

ンター
13,133 13,133

ガレキ類等の安定した最終処分を図るとともに、周

辺環境の保全のため、適正な浸出水処理と施設の機

能確保に努めます。

・綿密な日常点検、適正な

運転管理を実施し、確実な

水処理を行った。

・焼却灰処理を民間業者に

委託し、最終処分場の延命

化を図った。

・施設の延命化を図るため、受

け入れているガレキ類の更なる

減量化（再資源化）が必要。

・適正な浸出水処理、焼却灰の全量処理

委託、ガレキの受入、その他施設の運転

管理。

182 環境共生

環境・衛

生対策の

充実

廃棄物処

理体制の

充実

清掃センター運

営事業

環境セ

ンター
380,943 380,943

ごみの効率的、効果的な処理を行うため、清掃セン

ターの設備・機器の定期点検や補修を実施し、適正

な維持管理と施設の延命化に努めます。また、焼却

灰の処理を市外業者に委託し、最終処分場の延命

化、機能確保を図ります。

・綿密な日常点検、適正な

運転管理を実施し、確実な

廃棄物処理を行った。

・基幹的設備改良工事により当

面当施設でのごみの焼却は確保

できるが、次期焼却場の建設に

ついて速やかに検討を開始する

必要がある。

・日々の適正な運転管理、適切な定期点

検整備の実施、焼却灰の全量処分委託の

実施。

183 環境共生

環境・衛

生対策の

充実

廃棄物処

理体制の

充実

清掃センター長

寿命化対策事業

環境セ

ンター
150,280 150,280

国の指針に従い、ストックマネジメント*手法を導

入して策定した『館山市清掃センター長寿命化総合

計画』に基づき、日常の適正な運転管理と定期点検

整備を実施するとともに、延命化対策工事を実施し

ていくことにより、清掃センターの更なる長期活

用、ごみの適正処理を図ります。

・基幹的設備改良工事に着

手した。

・基幹的設備改良工事により、

焼却炉が更新され、焼却能力の

回復が見込まれる。

・令和３～５年度

基幹的設備改良工事（大規模改修工事）

184 環境共生

環境・衛

生対策の

充実

廃棄物処

理体制の

充実

衛生センター運

営事業

環境セ

ンター
98,421 98,421

し尿の効率的、効果的な処理を行うため、衛生セン

ターの設備・機器の定期点検や補修を実施し、適正

な維持管理と施設の延命化に努めます。また、処理

汚泥を肥料として有効活用し、環境負荷の軽減に努

めます。

・綿密な日常点検、適正な

運転管理を実施し、確実な

廃棄物処理を行った。

・施設の老朽化により、修繕費

などの増が予想される。

・定期点検補修の実施、綿密な日常点検

の実施、処理汚泥の全量肥料化による経

費の削減。
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資料2-3

185 環境共生

環境・衛

生対策の

充実

水道事業

の経営基

盤強化の

推進

県内水道の統

合・広域化の推

進

環境課 0 0

千葉県及び関係市町と協力し、南房総地域・九十九

里地域の水道用水供給事業体と県営水道との統合を

促進します。

・副市長を委員とした統合

協議会準備会議、担当課長

を委員とした市町村調整会

議が開催され、統合に向け

た協議を進めている。

・また、令和4年3月28日，

準備会議での合議を受け、

統合の基本的な方向性を取

りまとめた覚書を締結し

た。

・南房総地域広域化基本構想に

定められたスケジュールに沿っ

て、今後、統合・広域化を進め

ていくこと。

・水道用水供給事業体の水平統合や末端

給水事業体のあり方の議論を踏まえなが

ら検討を進める。

・「用水供給料金」の格差是正を図り、

地域間の合意が得られるよう検討を進め

る。

・統合効果を享受するために、「末端給

水事業」の統合・広域化を推進する。

186 環境共生

環境・衛

生対策の

充実

水道事業

の経営基

盤強化の

推進

合併浄化槽普及

事業

下水道

室
1,400 1,400

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するた

め、合併処理浄化槽への転換を支援します。

・単独浄化槽又はくみ取り

便槽を撤去して合併浄化槽

を設置する者に対し、２０

万円の補助を実施した。

(７基設置)

・リフォーム補助金の廃止に伴

い、浄化槽転換とトイレ改修の

併用が出来なくなったことによ

り、工事需要が減少した。

・近隣市と比較し、補助金の交

付額が低いため、見直しが必要

である。

・「君津地域・安房地域循環型社会形成

推進地域計画」に基づき、事業を進め

る。

・補助限度額の増額を検討する。

187 環境共生

環境・衛

生対策の

充実

下水道の

整備・普

及

公共下水道の普

及促進と安定し

た運営

下水道

室
32,346 32,346

公共下水道供用開始区域での水洗便所改造に対する

助成等により、新規接続者の増加に取り組み、公共

下水道の普及促進を図ります。同時に、下水道会計

の健全化や現在の終末処理場の処理能力を踏まえ、

将来的な公共下水道の整備を検討します。また、終

末処理場については、適切な長寿命化対策を行うと

ともに、包括的民間委託により効率的な維持管理を

図ります。

・枝線管渠の整備

　　Ｌ＝302.97ｍ

・桝・取付管の設置

　　18ヶ所

・水洗便所改造資金補助

　 　8件

・公共下水道への接続者の増加

については、市から未接続者へ

の働きかけは行っているが、限

度があるため、指定工事店等を

巻き込んだ働きかけが必要であ

る。

・整備については、初期投資に

起因し、地方債の償還額がピー

クを迎えており、市財政への負

担が大きくなっている。

・新規接続の増加に取り組む。

・接続義務者となる建物所有者に対し

て、水洗便所改造補助金の周知などを含

む接続推奨に取り組むことで新規接続件

数と使用量の増加を図ると共に、未接続

者への個別訪問、広報・回覧・ホーム

ページでの啓発、鏡ケ浦クリーンセン

ター見学会の開催などを進めてきた中で

個別の未接続理由に応じた周知方法を取

捨選択し効率化を図る。

・管渠整備については、下水道会計の健

全化を考慮し、市の財政状況や地域の意

向等を踏まえ、検討していく。

188 環境共生

資源循環

型社会の

構築

資源循環

型社会の

構築

ごみ減量化・再

資源化事業
環境課 168,873 168,873

家庭系ごみの適正搬出と分別や事業系ごみの適正搬

出を促進し、更なるごみの減量化・再資源化に取り

組みます。

・金属類、ガラス類、プラ

スチック製容器包装、ペッ

トボトル、古紙類に分け、

収集、処理を実施。

R3：合計2,881,055kgの収

集

・当市一般廃棄物処理実施計画

に沿った収集、再資源化を実施

できた。

・今後、国の制度や社会情勢の

変化する中で、周辺に大規模な

処理施設がない当市において、

安定的に再資源化を実施できる

かが課題。

・ごみ搬出場所の適正管理の促進

・分別の徹底による適正搬出の促進

・事業系一般廃棄物の適正搬出の促進

・広報紙等による周知（適正分別、適正

搬出、3Ｒの促進等）
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189 環境共生

資源循環

型社会の

構築

資源循環

型社会の

構築

環境美化推進事

業
環境課 19 19

ごみの減量化、４Ｒの推進、不法投棄防止等に関す

る情報発信（周知）により、環境美化に対する関心

と理解を深めるとともに、市内一斉清掃活動（ごみ

ゼロ週間等）等を通じて、地域の環境美化に努めま

す。

・環境美化ポスターコン

クールを実施した。

R3：全93件の応募

・環境美化ポスターコンクール

の応募全作品をイオンタウン館

山に展示し、入賞作品は市役所

ロビーでも展示し、広く啓発が

できた。

・市内一斉清掃（ごみゼロ週間）

・鏡ヶ浦クリーン作戦

・ボランティア用ごみ袋の配付及び回収

・環境美化ポスターコンクール及び作品

展示

・生涯学習講座の利活用促進

190 環境共生

資源循環

型社会の

構築

資源循環

型社会の

構築

地球温暖化対策

事業
環境課 4,001 4,001

公共施設への太陽光発電システム等の導入や住宅用

省エネルギーシステム設置に対する支援により、新

エネルギーシステムの普及・促進を図ります。ま

た、市が率先して地球温暖化対策に取り組むことに

より、市民・事業者の自主的な活動を促進します。

補助金の実績

42件　4,001千円

（内訳）

・住宅用太陽光発電設備

14件 1,241千円

・定置用リチウムイオン

蓄電システム　26件 2,600

千円

・窓の断熱改修　2件 160千

円

・一般市民に対し，補助金交付

以外の対策や啓発

・市民の模範となるよう「第四次館山市

地球温暖化対策実行計画」に基づき、

日々の仕事の中で率先して実施するとと

もに、市内の特定事業所排出者の把握に

努め、館山市全体の地球温暖化防止に取

組む。

・毎年活動量調査を実施し、排出量を監

視するとともに、結果を公表することに

より、市民への普及啓発を図る。

・公共施設への太陽光発電システム等の

導入や、住宅用省エネルギーシステム補

助金により、新エネルギーシステムの普

及促進を図る。

・市民へＣＯ2削減の取組みに関連する

情報の啓発・普及を図る。
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第４次館山市総合計画「後期基本計画」進捗状況調査シート

決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

191
防災・安

全

防災体制

の強化

防災力の

強化

地域防災力強化

事業

危機管

理課
2,739 2,739

防災訓練や防災講座、各種広報活動を通じ、防災知

識の普及及び防災意識の向上を図るとともに、自主

防災組織の機能強化に取り組みます。

・合同防災訓練

・各地区訓練講座

・シェイクアウト

・防災士養成講座受講補助

・訓練不参加者の参加意識の醸

成

・各家庭における自助の取組

・災害に応じた避難体制の確認

・自主防災未組織町内会の組織

化

・地域防災力の向上のため、自助・共助

（近助）に係る防災知識・意識の普及向

上及び、自主防災組織の機能強化に取り

組む。

192
防災・安

全

防災体制

の強化

防災力の

強化

災害対応力強化

事業

危機管

理課／

総務課

1,694 1,694

災害発生時に備え、『館山市地域防災計画』を見直

し、備蓄食糧や各種資機材の整備拡充を図るととも

に、災害時の応援協定の充実により、災害対応力の

強化に取り組みます。また、避難生活における感染

症防止対策等、良好な生活環境を確保するため、

『館山市避難所運営マニュアル』を逐次見直すとと

もに、災害ボランティアセンターを充実させ、福祉

避難所を拡充します。さらに、災害時においても、

市民生活を支える行政サービスの提供を維持するた

め、『業務継続計画』を見直します。

・非常用発電機燃料の備蓄

・災害協定の締結

・地域防災計画の見直しの遅延

・避難所運営マニュアルの作成

・業務継続計画の見直し

・大規模災害発生時の応急対応から災害

復旧に至る一連の公助機能の強化を図る

とともに、避難生活の環境改善等の被災

者支援の充実強化に取り組む。また、災

害時の受援体制を整えるため各種応援協

定を充実させるなど、災害対応力の強化

に取り組む。

193
防災・安

全

防災体制

の強化

防災力の

強化

国土強靱化地域

計画の推進

危機管

理課
1,485 1,485

今後想定される巨大地震や豪雨等の大規模自然災害

が発生した場合に備え、地域や社会システム等の脆

弱性を検討した上で、最悪の事態を回避するための

取組の方向性や内容を取りまとめ、災害に強く安心

して暮らすことができる地域づくりを目指します。

・国土強靱化地域計画の策

定

・人命を最大限に守り、被害を

最小化して迅速に回復する「強

さとしなやかさ」を備えた社会

を構築することができる。

・第４次館山市総合計画に基づき、強靭

化に関する指針として、各分野別事業計

画に反映する。

194
防災・安

全

防災体制

の強化

防災力の

強化

災害情報伝達手

段の整備

危機管

理課
52,277 52,277

防災行政無線を補完するための安全・安心メール、

たてやま安心電話等の普及促進により、災害発生時

の情報伝達手段を確保します。

・防災行政無線や安全安心

メール、あんしん電話の普

及促進

・防災行政無線の完全デジタル

化を見据え、デジタル戸別受信

機導入の検討

・防災行政無線を補完する役割を果た

す、安全安心メールや安全安心テレフォ

ン、防災ラジオの普及と有効活用に努め

る。
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決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
計画事業名 事業の効果及び課題 今後の事業展開・改善策R3年度の事業実施状況担当課

基本

目標名
節名 施策名

資料2-3

195
防災・安

全

防災体制

の強化

津波対策

の推進

津波防災まちづ

くり事業

危機管

理課
0 0

南海トラフ地震などの最大規模の津波を想定した

『津波避難計画』に基づき、必要に応じた避難誘導

標識の設置や避難施設の整備を推進します。また、

館山市内の海岸における防護、利用及び環境を考慮

した津波・高潮対策についての協議を進め、千葉県

が実施する津波対策（護岸整備）事業に対する働き

かけを行います。

・津波避難計画の改訂作業

を検討

・津波災害から安全かつ確実に

避難できるよう、あらゆる津波

被害想定のもと、住民の津波行

動の実態を検証したうえで、津

波避難計画を策定（改訂）して

いく必要がある。

・「海岸づくり会議」に向け、

河川等の防護ライン計画を策定

する必要がある。

・県の事業予定では館山市の実

施時期が、まだまだ先である。

・“渚の駅”たてやまでの防災訓

練については、継続した定期的

な実施が必要である。

・南海トラフ地震津波や元禄地震津波等

の再来の想定に基づいた、市民の津波避

難行動を実態を検証する。

・津波避難行動の検証に基づき、市民が

安全かつ確実に避難できるよう、避難困

難地域が生じる場合は津波避難施設を整

備する。

196
防災・安

全

消防・救

急の充実

消防環境

の充実

消防団拠点施設

の整備

危機管

理課
0 0

老朽化した詰所や津波浸水予想地区に建設されてい

る詰所などについて、安全性を確保した拠点施設と

するため、計画的な建て替えを進めます。また、消

防団の迅速な災害対応活動を確保するため、老朽化

した消防ポンプ自動車を計画的に更新します。

・旧耐震基準による消防団

詰所第13部、津波浸水予想

区域内にある詰所第14部の

建替え検討、両部の統合を

見据え統合詰所の建替適地

の選定について第6分団に依

頼した。

・津波対策として高台への詰所

の移転や老朽化した詰所の建替

えが必要。

・現在旧耐震基準による詰所は３棟

（16・13・３部）、その他津波浸水予想

区域内にある詰所１棟（14部）、以上４

棟は優先して建替えを検討。

・その他の詰所は築40～45年程度を目途

に順次建て替えを検討。

197
防災・安

全

消防・救

急の充実

消防環境

の充実
消防水利の整備

危機管

理課
19,071

転落防止とともに清掃不要で常時使用を可能とする

ため、防火水槽の蓋掛けを行います。また、消防水

利の乏しい地区における火災時の迅速な消火活動の

ため、地区の要望に基づき防火水槽を設置します。

・正木西郷地区(第4部）の

新設要望及び消防水利不足

を解消するため防火水槽を

新設。

・蓋なし防火水槽布沼(第16

部）・大戸(第20部）・竹原

(第27部）の3カ所に転落防

止等対策のため蓋掛けを実

施。

・防火水槽の設置については、

地元区の要望とともに用地提供

が必要なため現在要望箇所な

し。

・蓋なしの防火水槽は数年で落

ち葉や汚泥が溜まり使用に適さ

なくなるため、定期的な清掃が

必要だが、清掃には多大な労力

が掛かり、減少傾向にある団員

の負担が増加している。

・既設防火水槽の蓋掛を毎年度３基行う

とともに、新設要望があった場合は予算

化して実施する。
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決算（見込み）額（千円） 事業内容

R3 R4 R5 R6 R7 合計

事業

№
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資料2-3

198
防災・安

全

消防・救

急の充実

消防団活

動の充実

消防団員の確保

と待遇改善

危機管

理課
0 0

減少傾向にある消防団員の確保が重要となっている

ため、あらゆる機会を捉え、消防団活動の重要性・

必要性をＰＲします。また、町内会や雇用主へ働き

かけるなど、消防団への入団促進を図るとともに、

現役団員の退団延長要請や女性・消防団ＯＢの活用

など、あらゆる手立てを模索します。さらに、団員

の待遇改善を図り、団員士気の向上と入団者が増加

するような魅力ある消防団を目指します。

・消防団員に『消防団員

カード』を配布し、協力事

業所に提示することにより

各種サービスの提供を受け

られる館山市消防団サポー

ト事業を開始。地域のため

に活動する団員や家族の支

援と地元企業の利用促進、

団活動への理解と協力を

図った。

・団員において事業主が減り被

雇用者が増えるサラリーマン化

が進んでいる。団活動で仕事を

休む必要もあり、入団阻害の要

因の一つと考える。雇用主の理

解と協力が重要となってくる。

・団員の高齢化が進んでおり、

退団の引き伸ばしも限度があ

る。

・引き続き、消防団員を増やすための取

組を進める。

・費用弁償の見直し

・団員の雇用主への団活動協力依頼

199
防災・安

全

消防・救

急の充実

消防団活

動の充実

消防団員の育成

及び市民の防火

意識の高揚

危機管

理課
31,447 31,447

消防団員の消防・防災に関する知識や技術の向上を

図るとともに、装備の更新に努めます。また、火災

予防運動の実施等により、市民の防火意識の高揚を

図ります。

・消火活動に必要な防火服､

防火ヘルメット､活動服、手

袋などの安全装備を揃える

とともに、消防学校への入

校や訓練を行うことで知識

や技術の向上を図った。

・団員数が減少しており、団員

１人に掛かる負担が増加してい

る。そうした中、団活動中の安

全管理が重要となり、機械器具

の取扱いや災害現場での安全確

保が必要。

・安全管理の徹底

・消防団の活動内容の見直し

200
防災・安

全

消防・救

急の充実

消防・救

急体制の

充実

消防・救急体制

の充実

危機管

理課／

健康課

862,507 862,507

安房郡市広域市町村圏事務組合に対し、常備消防に

関する費用を負担するとともに、構成市町と連携

し、消防業務や救急業務の充実・強化を図ります。

また、市民へのＡＥＤの普及に努めます。

・安房郡市広域市町村圏事

務組合に対し、常備消防に

関する費用を負担、西岬分

署と神戸分遣所の統合によ

る新分署の建設用地を選定

し消防業務や救急業務の充

実・強化を図った。

・新型コロナウイルスの感

染防止のため、安房消防に

よる救命講習会等は中止と

・構成市町それぞれの財政状況

などにより考え方が異なり、統

一した働き掛けは難しい。

・コロナ渦により講習会を実施

することができなかった。

・構成市町と連携し、常備消防や救急業

務の充実強化のための働きかけを行って

いく。

・職員や市民に対しAEDの普及をしてい

く。

201
防災・安

全

交通安

全・防犯

体制の強

化

交通安

全・防犯

体制の強

化

交通安全対策の

推進

市民協

働課
18,003 18,003

交通危険箇所等の点検を行い、必要な安全施設の整

備・修繕を進めるとともに、交通安全教育による交

通ルールの徹底に努めます。

・町内会等からの要望によ

る交通安全施設の整備

・「通学路合同点検」にお

ける交通安全施設の整備

・「道路付属物修繕計画」

に基づく案内標識、警戒標

識の整備

・交通指導員による通学路

の見守り活動の実施（各小

学校に加え、館山中を追

加）

・道路構造等の理由により、道

路附属物の設置が難しい箇所の

対応。

・高齢者が関連する事故の防止

・関係機関と連携して、交通安全施設等

の整備及び交通安全思想の普及啓発、高

齢者の運転免許証自主返納を推進する。
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202
防災・安

全

交通安

全・防犯

体制の強

化

交通安

全・防犯

体制の強

化

自転車駐車場維

持事業

市民協

働課
9,016 9,016

駅周辺の自転車駐車場の整理を行うとともに、自転

車利用マナーについての意識啓発を図り、歩行者・

自転車利用者・ドライバーそれぞれの安全と良好な

通行環境の確保に努めます。

・館山駅周辺の駐輪場（３

箇所→２箇所）の整理及び

利用マナーの啓発

・館山市内の各駅周辺駐輪

場（５箇所→４箇所）の放

置自転車の撤去（２回）

・館山駅東口の日東交通側

の駐輪場のサイクルラック

設置及び房州第一ビル側の

駐輪場撤去による集約化

・放置自転車や周辺道路への駐

輪等、マナー違反対策の強化

・特に館山駅周辺の駐輪場内の自転車整

理業務と放置自転車撤去作業を引き続き

行うことで、館山駅が来訪者を迎え入れ

る玄関口としてふさわしい環境を維持し

ていく。

203
防災・安

全

交通安

全・防犯

体制の強

化

交通安

全・防犯

体制の強

化

防犯環境整備事

業

市民協

働課
4,849 4,849

館山市防犯協力会を通じ、防犯パトロールや町内会

の防犯灯の設置及びＬＥＤ化等への支援を行いま

す。また、関係機関と連携して、防犯活動を行うと

ともに、犯罪の発生しやすい場所への防犯カメラの

設置等により、犯罪の未然防止に努めます。

・館山市防犯協力会を通じ

たＬＥＤ防犯灯設置の支援

・館山駅西口付近の防犯カ

メラ設置による犯罪抑止

・館山市内で発生する防犯

詐欺情報、行方不明者への

対応

・各町内会が管理する防犯灯の

負担軽減

・防犯カメラ設置による犯罪抑

止

・自主防犯活動を推進している館山市防

犯協力会への支援を引き続き行うととも

に、防犯灯のＬＥＤ化の推進と防犯カメ

ラの設置により、犯罪が起こりにくい環

境づくりに努める。

204
防災・安

全

消費者保

護対策の

推進

消費者保

護対策の

推進

安全・安心な消

費生活の確保

市民協

働課
2,572 2,572

消費生活相談員を配置し、関係機関と連携して消費

者トラブルの解決を図るとともに、消費者教育や情

報の周知徹底により、トラブルの未然防止に努めま

す。また、立入検査による生活用品の安全性の確保

や商品表示の適正化に努めます。

・消費生活相談員の配置に

よる消費者相談業務の充実

や詐欺被害防止活動の実施

・消費生活相談員の後任育成

・悪質、巧妙化した詐欺への対

応

・高齢者、成年年齢引き下げを

狙った詐欺への対応

消費トラブルを未然に防ぐため、また、

被害を最小限に食い止めるためには、引

き続き消費者教育の推進や情報の周知徹

底を行っていく。
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205

市民参

画・行政

運営

市民参画

の促進

市民と行

政の協力

体制づく

り

広聴体制の充実 企画課 0 0

パブリックコメントや「市長への手紙」、「市長と

の懇談会」など、市民の声を市政に反映させる既存

の仕組みを拡充させながら、世代や組織・団体など

にとらわれない、幅広く多様な意見を取り入れるこ

とができる広聴手法を検討します。

・令和３年度の北条地区

「市長を囲む会」は開催要

望なし。

・スマートフォンのみで簡

単に完結できる情報発信や

アンケートなどを実施する

ため、市公式LINEのアン

ケート機能の活用を検討。

令和４年度からの実施を目

指す。

・より効果的な広聴手法を検討

する。

・これまでの手法では声を上げられな

かった方々の声を聴く場や環境を設ける

必要がある。

・世代や地域、組織・団体等にとらわれ

ない、より効果的な広聴手法の検討。

206

市民参

画・行政

運営

市民参画

の促進

市民と行

政の協力

体制づく

り

市民と行政によ

る協働事業の充

実

市民協

働課
600 600

まちづくりの担い手である市民団体やＮＰＯ法人等

との連携を強化するとともに、各団体相互の交流を

図り、『館山市市民協働条例』等に基づく取組を推

進します。

・公開プレゼンテーション

審査で選定した３団体に、

市民協働事業補助金を交付

し、地域課題の解決につな

がる事業を実施してもらっ

た。

・ＮＰＯの自主的な活動に対

し、関係課及び関係機関と情報

共有を密にし、対応を継続する

必要がある。

・市民協働条例の周知と施策の

展開。

・ＮＰＯの自主的な活動に対し、関係課

及び関係機関と情報共有を密にし、対応

を継続する必要がある。

・市民協働条例や補助制度の周知。

207

市民参

画・行政

運営

地域コ

ミュニ

ティ活動

の推進

地域コ

ミュニ

ティ活動

の推進

コミュニティ事

業の推進

市民協

働課
15,227 15,227

各地区のコミュニティ活動団体を支援し、地区の助

け合いや地域活性化の活動を促進します。また、コ

ミュニティ活動に若者世代の参加を促し、活性化を

図ります。

・各地区コミュニティの運

営を支援し、市民の自主的

な活動促進が図れた。

・人口減少・高齢化により，地

域コミュニティの担い手が減少

する傾向が懸念される。

・市内10地区のコミュニティ委員会への

活動補助を継続するとともに，若者世代

をコミュニティ組織に取り組めるような

活動内容に改めるよう助言する。

208

市民参

画・行政

運営

地域コ

ミュニ

ティ活動

の推進

地域コ

ミュニ

ティ活動

の推進

町内会活動の促

進

市民協

働課
5,445 5,445

館山市町内会連合協議会の活動を支援するととも

に、町内会活動の重要性の周知と加入促進により、

自治活動の活性化に努めます。

・館山市町内会連合協議会

へ補助金を交付し、町内会

の円滑な自治活動を促進す

るとともに、町内会相互の

連絡調整を図った。

・町内会連協に対する補助金額

を減ずることについては、町内

会組織の運営に支障をきたす恐

れが大きい。

・町内会未加入者等や人口減少

により、今後、町内会組織の運

営が厳しくなっていく傾向があ

る。

・町内会組織と市の関わりをバランスよ

く保ちながら、自主性を損なわないよう

支援を続ける。

・町内会組織の必要性及び重要性を地域

住民に周知し、理解してもらう必要があ

る。

209

市民参

画・行政

運営

地域コ

ミュニ

ティ活動

の推進

多様な主

体との連

携

地域やＮＰＯ等

による地域活性

化活動への支援

企画課 0 0

地域やＮＰＯ法人等の主体的な活動としての「館山

市の偉人」及び「館山市出身の著名人」にスポット

を当てた取組に対する支援を行い、地域の活性化に

つなげていきます。

・テレビ局から防災無線

（YOSHIKI氏作詞・作曲の

“Forever Love”）の使用申

請が年間５件ほどあり、事

務所に使用許可をもらって

から音源データを提供して

いる。

・各取組の内容、実施主体、対

象者等がさまざまであることか

ら、それぞれに見合った具体的

な支援の方策を検討していく必

要がある。

・地元活動団体からのYOSHIKI

氏に関する要望に対し、市の方

針について整理する必要があ

る。

・YOSHIKI氏（X JAPAN）の楽曲放送等

による新たな地域活性化の取組を企画・

検討していく。
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210

市民参

画・行政

運営

地域コ

ミュニ

ティ活動

の推進

多様な主

体との連

携

「多世代共創社

会」・「生涯活

躍のまちづく

り」の推進

企画課 0 0

地方創生の観点から、あらゆる世代の誰もが、移

住・定住・関係人口にかかわらず、居場所と役割を

持ち、生涯を通じてアクティブに活躍することがで

きる地域づくりを目指します。また、お互いに支え

合うことで、医療や介護が必要となった方々もいき

いきとした人生を送ることができるまちづくりを目

指します。

・生涯活躍のまちづくりに

ついて、生涯活躍のまち推

進協議会及びアドバイザー

資格を取得した館山信用金

庫との情報交換を実施した

・現時点では、日本版CCRCの

推進にあたり、財政支援、医

療・介護人材の確保、地元住民

等との合意形成等、受入環境の

整備が主な課題として考えられ

る。

・リタイア世代の移住者・移住希望者の

意向やニーズの把握に努める。

・近隣では、鴨川市が推進しているた

め、あえて館山市で推進する必要がある

か。

・子育ての負担軽減と高齢者の孤立防止

の観点から、関係各課と協議・意見交換

し、効果的で実施可能な取組を検討して

いく。

211

市民参

画・行政

運営

男女共同

参画の推

進

男女共同

参画の推

進

男女共同参画社

会の実現に向け

た取組

市民協

働課
47 47

『第４期館山市男女共同参画推進プラン』に掲げた

４つの基本目標を推進することにより、男女共同参

画意識の普及に努めます。また、性別による差別を

なくすことや多様な性のあり方について理解を深め

るため、正確な情報提供とともに、積極的な意識啓

発に努めます。

・コーラル会議で各分野か

らの意見交換を行い、現状

の課題等を把握した。

・房南中学校で、千葉県男

女共同参画地域推進員によ

る寸劇事業を実施した。

・LGBTに関し、あらゆる機

会を通して多様性を受け入

れられるよう、意識啓発を

図った。

・市民アンケートの「男女平等

である」とする割合が14.9%と

低い。

・市の女性管理職員や市の審議

会等における女性委員の割合が

低い。

・LGBTを含む性的マイノリ

ティの理解や支援が進んでいな

い。

・コーラル会議を開催し、男女共同参画

の理念の推進とプランの進捗管理・評価

を行う。

・県の男女共同参画推進委員の活動や近

隣市町との連携を模索しながら、男女共

同参画社会の実現に向けた取り組みを進

める。

・性の多様性に関する啓発活動を行う。

212

市民参

画・行政

運営

男女共同

参画の推

進

男女共同

参画の推

進

女性活躍推進事

業

市民協

働課／

総務課

0 0

『女性活躍推進法』に基づき、女性が職場で能力を

発揮し、活躍できる社会を実現するため、結婚・出

産・育児等の理由で離職した女性を対象に、再就職

に向けた環境づくりを支援します。また、市内事業

者に対し、男女共同参画意識の醸成を図り、女性の

積極的活用と男性の育児休暇取得を促します。さら

に、性別や雇用形態にかかわらず全ての館山市職員

が、それぞれの能力・適性を発揮し活躍できる組織

を作ることにより、組織力の強化・持続的な行政運

営を進めます。

・市職員に対し、「男性職員

の育児参加の促進等につい

て」通知を行い、男性職員の

積極的な育児参加、育児に伴

う休暇・休業取得等への理解

と協力を図った。

【市民協働課】

・男性市職員が自宅で作った

昼食用の弁当を持参する「お

とう飯」を実施した。

【総務課】

・部課内で研修教材として活

用するため『地方公共団体に

おけるパワーハラスメント対

策（地方公務員災害補償基金

制作）』のDVDを配付

・複雑多様化する行政ニーズに

的確に対応できる組織・人員体

制を整備しつつ、いかに多様化

する働き方に対応するかが課

題。

・引き続き「働きやすい職場づくりのた

めの行動計画」に基づく取組を推進す

る。
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213

市民参

画・行政

運営

情報発信

力の強化

情報発信

力の強

化・充実

情報発信の強

化・充実とシ

ティプロモー

ションの推進

秘書広

報課／

情報課

／企画

課

10,040 10,040

より分かりやすく、親しみやすい広報紙の発行によ

り、市政情報等を的確かつ積極的に発信します。ま

た、動画・ＳＮＳなどのインターネット媒体やパブ

リシティによる情報発信を強化し、統一的なコンセ

プトに沿って市の魅力や情報を市内外に広く発信し

ます。さらに、市の公式ホームページの情報発信力

や即時性を高めるとともに、多言語化を検討しま

す。

【秘書広報課】

・更なる情報発信の強化を図

るため、利用率の高いスマー

トフォンアプリ「ＬＩＮＥ」

を活用し、利用者が必要な情

報を直接受け取ることができ

る情報発信をはじめた。

【情報課】

・アクセス環境の変化に対応

するため、館山市ホームペー

ジを改修し、閲覧の約60％を

占めるスマートフォンに向け

た表示最適化を図った。

【企画課】

・市の魅力発信、ブランド力

の向上について助言をいただ

くことにより、シティプロ

モーションをより効果的に展

開し、地方創生施策を推進す

るため、参与を委嘱した。

【秘書広報課】

・ＬＩＮＥでの情報発信は、多く

の方に館山市ＬＩＮＥ公式アカウ

ントへ友だち登録してもらわない

と効果が得られないので、より多

くの方に友だち登録してもらえる

よう周知に努める。

【情報課】

・閲覧数に占めるスマートフォン

の比率が66％へ向上した。

【企画課】

・効果的なシティプロモーション

について、矢尾参与の助言等をい

ただきながら、関係課と連携しつ

つ推進する。

・短期的に効果や実績がわかりに

くいので、継続することの大切さ

を全職員に認識してもらう。

・将来的には、シティプロモーションの

専門職の配置や戦略の策定が理想的であ

ると考える。

214

市民参

画・行政

運営

情報発信

力の強化

情報化の

推進

電子自治体推進

及び情報セキュ

リティの強化

情報課 61,894 61,894

重要情報のクラウド化の推進や各種デジタル機器の

更新を図り、情報安全性の確保に努めます。また、

サイバー攻撃など、日々激化する情報セキュリティ

に対する脅威から、行政・個人情報を守るため、情

報セキュリティ対策を強化します。

・行政環境に特化したクラ

ウドサービス（LGWAN-

ASP）によるフォーム機能

を活用し、新型コロナワク

チン接種申請や成人式の参

加申込などに活用した。

・反復的な業務の自動化を

目指し、RPAの実証実験を

行ったほか、AIを活用した

議事録作成サービスの試験

導入を行った。

・職員の情報セキュリティ

意識の向上を図るため、e-

ラーニングを実施し、5講

座・延べ729人が受講し

た。

・フォーム機能からの申請につ

いては、データの打ち込み作業

が皆減したほか、議事録作成

サービスでは調製時間の大幅な

短縮が図られた。

・RPA構築・運用環境に関する

知見が得られた。

・自治体システム標準化への準

備を進め、円滑な移行と移行後

の業務フローについて検討が必

要。

・導入したサービスの活用範囲拡大

・実証実験を糧にした本格導入

・既存システムの有効活用

　（使い切れていない機能を活用）

・自治体システム標準化に向けた体制づ

くり

・オンライン申請への対応
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215

市民参

画・行政

運営

情報発信

力の強化

情報化の

推進

地域情報化推進

事業
情報課 790 790

Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備を推進するとともに、ＩＴヘ

ルプデスクの運営支援や各種講座の実施等により、

市民のＩＣＴ活用を促進します。

・デジタルデバイド対策の

一環として、携帯電話事業

者と連携したスマホ講座を

開催。

（3回・91人が受講）

・市役所やショッピング

モールにおいて、マイナポ

イントの申請サポートを実

施

（R3実績：417件）

・ＩＴヘルプデスクはボラン

ティアで運営されている。メン

バーの確保が課題。

・マイナポイント第2弾への対

応

・マイナポイントの相談・申請に関し

て、ＩＴヘルプデスクとの連携

・スマホ、タブレット講座等について

は、企業の協力による実施も検討

・市施設のＷｉ－Ｆｉ設備の維持管理を

継続

216

市民参

画・行政

運営

情報発信

力の強化

情報化の

推進

データ利活用の

推進

企画課

／情報

課

0 0

館山市が保有する公共データについて、市民等が活

用しやすい形式によるオープンデータ化を検討しま

す。また、国や民間企業等が提供するビッグデータ

を分析し、まちづくりに活用します。

【企画課】

・環境省が提供している地

域経済循環分析自動作成

ツールを活用

・7月20日に無料で開催でき

るRESASの出前講座（関東経

済産業局主催）を職員・議

員向けに開催

【情報課】

・大字別年齢別（５歳刻

み）人口令和３年４月分を

公開するなど、提供できる

データで要望のあったもの

については、可能な限り公

開を行う。

【企画課】

・RESASのデータの見方、活用

方法等の理解が低い。

・オープンデータ化にあたって

は、提供に係るコストや、利用

者/提供者間の責任分担の整理

等の部分で課題が生じている。

【情報課】

・統計局で公表しているデータ

（e-stat)についての周知が不足

している。

・職員に対し、ＲＥＳＡＳデータの活用

事例などを周知することで、理解を深め

る。

・ＲＥＳＡＳ以外にも参考となるデータ

源を積極的に収集する。

・ＥＢＰＭ(証拠に基づく政策立案)の推

進により、実効性のない事業の見直しや

地域課題の解決に繋げる。
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218

市民参

画・行政

運営

戦略的な

行財政運

営

財政の安

定と健全

化

公共施設の見直

し

行革財

政課
0 0

『館山市公共施設等総合管理計画』に基づき、将来

の人口規模を見据えた機能複合化・統廃合・長寿命

化などを実施します。

・個別施設計画の策定

策定率96％（26／27計画）

・文科省マニュアルによる

簡易調査を実施し、各施設

の施設カルテ作成

（職員確保）

・全庁的に、新型コロナウイル

ス対応を優先していることに伴

い、各部署が推進すべき取組み

が休止している状況

・公共施設等総合管理計画の実行のため

の人員確保

（新型コロナウイルス対応の収束後）➡

公共施設等総合管理計画の実行

・個別施設計画の策定➡ 取組推進・進捗

管理

217
行革財

政課

行財政改革の推

進

戦略的な

行財政運

営

財政の安

定と健全

化

市民参

画・行政

運営

0

・ 第３次行財政改革方針

（Ｈ30～Ｒ4）【策定Ｈ

29】

・第３次行財政改革方針の

実行　 【Ｈ30～】

☑ 民間委託の推進（指定管

理者制度導入）

○ プール施設・老人福祉セ

ンター（Ｈ31.４～）

○ 都市公園・博物館 （Ｒ

元.12～）

○ジビエ加工処理施設

（R3.12～）

（包括的民間委託導入）

○ 総務事務センター運営委

託（Ｈ31.４～）

☑ 事務事業の見直し・効率

化

○ 事業仕分け（Ｒ元９月）

　➡ 台風災害にて中止

○敬老祝い金（対象者見直

し）（R3.4～）

○庁内wifi整備・テレワー

ク推進（R3～）

☑公共施設等総合管理計画

の推進

○個別施設計画の策

（96％）

☑歳出削減

○広告付AED（R3～）

（財政調整基金の減少）

・行財政改革施策を実行し、財

政効果を生み出しているもの

の、少子高齢化による社会保障

関連経費の増加に加え、台風災

害に伴う復旧・復興費により財

政調整基金残高が減少している

が、R3年度は一時的に回復

・今後は再度減少傾向に陥る見

込み

（新型コロナウイルス感染症に

よる行財政改革施策の休止）

・全庁的に、新型コロナウイル

ス対応を優先していることに伴

い、各部署が推進すべき行財政

改革が休止している状況

・第３次行財政改革方針の実行のための

人員確保（新型コロナウイルス対応の収

束後）

　➡　第３次行財政改革方針の実行

【 基本方針 】

◆財政効果目標　４億円／単年

① 歳入確保（市税収入・受益者負担の徹

底・ふるさと納税推進　など）

② 歳出削減（事務事業見直し・社会保障

関連経費の抑制対策・一部事務組合負担

金の見直し　など）

③ 公共施設の見直し（公共施設等総合管

理計画の推進）

④ アウトソーシングの徹底（民間委託

化・指定管理者制度の導入　など）

『第３次館山市行財政改革方針』等に基づく歳入確

保や歳出削減の取組の着実な実行により、財政の弾

力性を高め、健全で自主性の高い行財政運営を図り

ます。

0
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219

市民参

画・行政

運営

戦略的な

行政運営

財政の安

定と健全

化

企業版ふるさと

納税制度の推進
企画課 0 0

企業版ふるさと納税制度の周知と活用により、地域

課題を解決するような特色ある事業に積極的に取り

組むとともに、ＳＤＧｓに資する事業や未来に対す

る投資となるような事業を実施します。

・館山市に縁とゆかりがあ

る企業約50社に館山市が寄

附を活用して実施する取組

と制度概要を記載したパン

フレット送付

・庁内において、本制度を活用

して実施する施策の位置づけを

整理し、予算により実施してい

く施策との整合性を図ることが

求められる。

・本制度を活用して実施したい施策をリ

ストアップする。

・企業へのセールス（トップセールス）

を実施する。

・クラウドファンディングを活用するこ

とにより、これまで以上に市独自の事

業、新たな事業にチャレンジする体制を

整える。

220

市民参

画・行政

運営

戦略的な

行財政運

営

財政の安

定と健全

化

市税等の徴収率

の安定化を図る

ことによる自主

財源の確保

税務課

（納税

推進

室）

0 0

自主財源を確保するため、市税等の徴収率の安定化

を図ります。また、納税相談等により、納税者の実

情に沿った適切な徴収に努めます。

・現年度課税分の徴収強化

（新規、少額滞納案件に対

する「早期着手・早期接

触・早期整理」の実施）

・差押えを前提とした滞納

整理

・滞納者の実情に応じた滞

納整理

・安定した徴収率の維持

・現年度課税分の徴収強化（新規、少額

滞納案件に対する「早期着手・早期接

触・早期整理」の実施）

・差押えを前提とした滞納整理

・滞納者の実情に応じた滞納整理

221

市民参

画・行政

運営

戦略的な

行財政運

営

行政組織

力の充

実・強化

官民協働による

まちづくりの推

進事業

企画課 0 0

行政だけではカバーすることが難しい分野に、民間

企業の技術や大学の専門的知見を活かすことによ

り、市民の多様なニーズへの対応や社会課題の解決

に取り組みます。

・新たに三井住友海上と包

括連携協定を締結

・協定締結先企業が主催す

るセミナー等の視聴会実施

・各企業と事業担当課との

直接の連携事業も増えてき

ている

・協定締結後、少しずつではあ

るが、具体的な連携事業ができ

ている。

・関係する部署が多岐にわたる

ので、各課が積極的に連携して

ほしい。

・連携を行う目的を明確にし、

継続的・発展的な関係性を維持

する

・産官学金労言士等との連携を強化し、

意見交換や事業の協働、必要に応じて連

携協定の締結を推進する。

・民間企業との地方創生に関する包括連

携協定の締結など、市が取り組む課題解

決と企業が推進するCSR活動を関連付

け、市民の多様なニーズに対応できる体

制を整える。
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222

市民参

画・行政

運営

戦略的な

行財政運

営

行政組織

力の充

実・強化

人的資源の有効

活用による行政

組織力の強化・

市民サービスの

維持向上

総務課 1,513 1,513

多様な職員採用方法による人材の確保、職員能力の

向上、組織の見直し、職員の適正配置などを進め、

多様化する行政ニーズに的確に対応できる持続的な

組織体制を構築します。

・職員採用試験の積極的な

ＰＲ(パンフレット・

facebook)

・例年の職員採用試験(9月

実施）に加え、専門職（土

木技術職・保健師職）の採

用試験を7月実施し、二次募

集を1月に行った。

・人事評価の給与反映（管

理職のみ）

・職員研修として、派遣研

修、市独自研修、安房広域

による集団研修を実施

・職員増減員要望調査の実

施

・人事異動等に対する自己

申告の実施

・『人的資源の確保』と『職員

人件費の抑制』の両立

・公務員志望者の減少

・専門職の人員不足

・研修の効果測定が困難

・多様な働き方への対応

・「第6期館山市定員適正化計画」に基

づく取組の着実な推進

・複線型人事制度（専任職・専門職の配

置等）の検討

・職員採用試験の改善・工夫による、よ

りよい人材の確保

・「館山市職員人材育成基本方針」の見

直し

223

市民参

画・行政

運営

戦略的な

行財政運

営

行政組織

力の充

実・強化

窓口サービスの

充実
市民課 51,131 51,131

来庁者へのスムーズな応対や利便性向上に努めると

ともに、マイナンバーカードの普及促進、各種証明

書のコンビニ交付等、市民ニーズに合ったサービス

の提供を行います。

・住基人口44,937人のう

ち、19,395人にカードを交

付している。（交付率

43.16％）

※R4.3.31現在

（R2年度末は13,806人に交

付し、交付率30.37％）

・今後も職員研修などにより、

さらなる窓口サービスの向上に

努める。

・市民の利便性向上と窓口の混

雑緩和のため、コンビニ交付等

のサービスの利用促進が必要で

ある。

・マイナンバーカードの交付率を増加さ

せ、コンビニ交付の利用を促進させる。

・窓口業務の委託を検討する。

224

市民参

画・行政

運営

戦略的な

行財政運

営

行政組織

力の充

実・強化

市民相談事業 市民課 631 631

市民の身近な相談窓口である市民相談室において、

市民相談員が日常の困りごとに対する助言や専門機

関の紹介を行います。

・市民からの相談に対し、

必要に応じ関係機関と連携

し、相談業務の充実を図っ

た。

　R3相談実績：149件

　（電話案内を含む。）

・相談室の開設日につい

て、広報やホームページに

掲載し周知に努めた。

・市民の相談内容に応じた最適

な関係機関を紹介することで、

市民の不安解消が図られた。

・コロナ窩において、相談員向

けの研修等が実施されていない

ことから、館山市社会福祉協議

会等関係機関との連携強化に努

め、知識の向上に努める。

・引き続き、市民相談員を配置し、市民

からの様々な相談に対し、助言や専門機

関の紹介を行う。

・市のホームページや広報を活用し、相

談内容に応じた相談窓口の紹介を行う。

225

市民参

画・行政

運営

戦略的な

行財政運

営

行政組織

力の充

実・強化

市民ニーズに応

じた納付環境の

整備

税務課

（納税

推進

室）

11,502 11,502

多様化する生活スタイルや市民ニーズに柔軟に対応

した納付環境を整備し、市民の利便性の向上を図り

ます。

・スマホアプリ納付を導入

し、時間・場所を問わず納

付が可能となった。

・公共団体ごとに、新たな納付

環境が、整備されているため公

共団体間の納付関環境格差が生

じ始めている。

・口座振替やコンビニ納付、キャッシュ

レス決済の利用促進とともに、近年の情

報・技術革新や社会環境の変化に柔軟に

対応した納付環境の整備促進を図る。
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226

市民参

画・行政

運営

広域行政

の推進

広域行政

の推進

中心部への機能

集約によるまち

づくり

企画課

／都市

計画課

0 0

旧県立安房南高等学校跡地及び安房合同庁舎周辺エ

リアへの国・県・市・一部事務組合等の行政機能や

都市機能の集約により、中心市街地の活性化、住

民・来訪者の利便性向上を図ります。

・県・県警・安房消防・館

山病院等との協議

・市道認定や交差点協議、

用途地域の変更等は関係課

と情報共有しつつ進めた

・将来的な市庁舎の移転に向け

た検討（場所・時期・規模・所

管部署等）を行う必要がある。

・館山警察署庁舎、安房合同庁

舎、館山病院の移転を考慮した

対応が求められる。

・旧県立安房南高等学校跡地の利活用に

ついて、引き続き、国・県・市の合同に

よる意見交換等の機会を捉え、将来のま

ちづくりや住民・来訪者の利便性向上に

繋げられるように努めていきたい。

227

市民参

画・行政

運営

広域行政

の推進

広域行政

の推進

定住自立圏構想

推進事業
企画課 47 47

地方創生や人口減少対策など、地域に共通する喫緊

の課題に対し、「定住自立圏構想」や新たな広域連

携を推進します。

・共生ビジョン懇談会の設

置、委員の委嘱

・共生ビジョンに位置付け

る事業の検討（作業部会の

設置・運営、共生ビジョン

懇談会の開催等）

・10月８日：第１回共生ビ

ジョン懇談会の開催

・共生ビジョンに位置付け

た事業の予算化

・両市の作業部会や事務局での

協議を重ね、ビジョン策定の目

途が付いた。

・事業内容や事業費など、細か

い部分での調整に時間を要し

た。

・その他、選挙の日程等によ

り、当初の予定よりビジョン策

定が遅れた。

・令和4年度中に定住自立圏共生ビジョ

ンを策定する。

・定住自立圏共生ビジョンの進捗状況確

認、必要に応じた見直しを行う。
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